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Ⅰ．総 括 的 概 要 

 

令和 6 年は、年始の東日本大震災を回顧させる能登半島地震や 9 月の奥能登地方の豪

雨、当地においても記録的な豪雪による建物倒壊やりんご樹への甚大な被害に見舞われ、

自然災害の脅威を痛感した 1 年となりました。 

 

世界情勢では、ウクライナ侵攻の長期化や中東情勢の悪化など不安定な状況が続く中、

主要国では重要な選挙が相次ぎ、米国ではトランプ氏の大統領再選など世界経済への不

透明感が一層深まりました。 

 

国内では、金融政策の転換点としたマイナス金利の解除や石破政権の発足、衆議院選

挙の与党議席の過半数割れなど国内経済に影響するような変化が見られました。経済面

では、大企業を中心とした好調な業績を背景に所得環境の改善が進み、個人消費や設備

投資が増加傾向で推移し景気回復が続きました。一方で当地域の経済状況は、商況が回

復傾向にあるもののエネルギー価格の高止まりや仕入原価の高騰による経営コストの増

加に加え、業績改善の伴わない防衛的賃上げなどの要因が利益圧迫を招き経営環境の厳

しさが続きました。労務費を含む価格転嫁に向けた指導を継続していく必要があります。 

 

観光面では、記録的な円安を背景に外国人観光客が各地を訪れ賑いが見られました。

県内においても祭りやイベントが平常時の形で行われ、当市においてもねぷたやよされ、

趣向を凝らしたこみせまつりに多くの来場者が集まり賑いを図ることができました。ま

た、紅葉で人気の中野もみじ山には、例年通り多くの観光客が訪れていました。今後も

伝統文化の継承とともに地域資源を活かした回遊性の向上と地域消費拡大に向け関係機

関と連携して取組んで参ります。 

 

このような中、当会議所では様々な事業者支援に取組みました。青森県の業務委託を

受け、「中小企業者等 LP ガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金」の申請支援や日本商

工会議所の委託事業の事業環境変化対応型支援事業では、「専門家による個別相談窓口」

を開設し、各種補助金制度等の申請支援、インボイス制度導入へのサポート、デジタル

化など持続的経営に向けた事業者支援に取組みました。 

 

また、商工会議所としての意見具申のため、会員事業者が抱える課題・意見を取り纏

め、黒石市に対し商工振興や都市環境など 9 項目を要望いたしました。引き続き地域経

済社会の代弁者として政策提言・要望活動等を積極的に展開して参ります。 

 

令和 7 年度は、「個々の力で“わ”を持ちより 未来を築く」のスローガンのもと、会

員事業者とともに知恵を出し合い、事業経営力の強化、自己変革力の強化を図るため環

境変化に対応する伴走型支援に積極的に取組んで参ります。 
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令和 6年度の 6項目における重点事業目標を以下にご説明したい。 

 

１．経営課題解決のためのデジタル化普及推進を図る 

  人手不足が深刻化する中、生産性向上のためのデジタル化の推進に向け、各種セミナ

ーや専門家による個別相談窓口等で会員事業所に対する普及に努めた。 

 

２．インボイス制度導入に伴う実務対策事業に実施とキャッシュレス決済の普及推進を図 

  る 

  インボイス制度導入は事業活動に直結する制度であるため、会員事業所の訪問時にお

ける周知活動やセミナーの実施する他、専門家による個別相談窓口の設置し、インボイ

ス制度等に係る相談対応を図った。また、インバウンド対応等急速に進むキャッシュレ

ス決済の普及に努めた。 

 

３．事業承継の円滑化を図るため、支援力の向上と関係機関との連携強化に取り組む 

経営者の高齢化が進む中、地域内事業者数の維持と円滑な事業承継を図るため、青森

県事業承継・引継ぎ支援センターや黒石市、関係機関と連携し、事業承継個別相談会や

セミナー、一日公庫等を実施し事業承継に係る支援を図った。 

 

４．経営発達支援計画の実施により、持続的経営を行うためのビジネスモデル再構築を全 

面的にサポートする 

経営発達支援計画に基づき、小規模事業者の経営分析、事業計画作成・実行支援等総

合的に支援するため、支援システム「BIZミル」を活用した課題抽出や事業計画策定支援

に努めた。また、事業者の現状把握や課題解決に向けた「おみせ相談所」を開設し、収

益力強化等について支援した。 

 

５．中心市街地活性化協議会の機能強化を図り、中心市街地活性化基本計画の実現に繋げ 

 る 

黒石市中心市街地活性化協議会を開催し、中心市街地活性化基本計画の最終フォロー

アップに関する報告や進捗状況等について、黒石市より説明を受け情報共有を図った。

今後も基本計画の進捗状況等の確認・意見交換を重ね、基本計画の実現に繋げていく。 

 

６．従業員の健康を経営資源として捉え、生産性向上・企業イメージ向上に繋げるための 

健康経営の普及促進を図る 

青森県の「健康経営認定制度」の第一歩となる「健康宣言」登録の周知を図り、3月末

時点では 41事業所（県全体では 1,979事業所）となった。今後も従業員の健康づくりを

優先した職場環境の整備や生産性・企業イメージ向上に繋げていくため、青森県と健康

経営包括提携協定しているアクサ生命保険㈱と連携し、「健康経営認定」に向け活動を展

開していく。 
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Ⅱ．事 項 別 状 況 

 

 １．定款及び規約等 

 

（１）定  款 

当該年度において、定款の変更は行われなかった。 

 

（２）規  約（規則、規定） 

① 令和６年１１月１２日開催の常議員会において、労働保険事務組合事務処理規約の一部 

を次の通り改正した。 

 (改正前) 

別表第１ 

    労働保険事務処理規約第１８条の手数料の額は次のとおり定める。 

一 元 適 用 事 業 所                  二元適用事業所及び二以上委託事業所 

常時使用労働者数 手 数 料 の 額         常時使用労働者数 手 数 料 の 額         

１～３人       ６,０００ １～３人       ７,５００ 

４～６       ６,５００ ４～６       ８,５００ 

７～９       ７,０００ ７～９     １０,０００ 

１０～１５       ８,０００ １０～１５     １１,５００ 

１６～２０       ９,０００ １６～２０     １３,０００ 

２１～３０     １０,０００ ２１～     １５,０００ 

３１～     １２,０００   

   上記金額に特別加入者１人につき５００円を加算する。 

    二以上委託事業所については常時使用労働者数を通算する。 

※「手数料の額」は消費税を含まない。 

 

(改正後) 

別表第１ 

 労働保険事務組合事務処理規約第１８条の手数料の額は次のとおり定める。 

一 元 適 用 事 業 所                  二元適用事業所及び二以上委託事業所 

常時使用労働者数 手 数 料 の 額         常時使用労働者数 手 数 料 の 額         

１～ ５人       ８,０００円 １～ ５人     １０,０００円 

６～１０人       ９,０００円 ６～１０人     １２,０００円 

１１～２０人     １１,０００円 １１～２０人     １４,０００円 

２１人～     １５,０００円 ２１人～ １８，０００円 

     上記金額に特別加入者１人につき５００円（税抜）を加算する。 

      二以上委託事業所については常時使用労働者数を通算する。 

※「手数料の額」は消費税を含まない。 
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附 則 

（施行期日） 

本規約の改正事項は、令和７年４月１日から施行する。 

  

② 令和６年１１月１２日開催の常議員会において、職員給与規則の一部を次の通り改正した。 

改 正 後 改 正 前 

（給料の日割計算） 

第１０条 給与期間の中途に新たに職員となっ

た者及び休職又は復職した者の給料、昇給並び

に減給の場合は、日割計算した額を支給する。 

２ 前号の日割計算は、給料月額の２０分の１の

額に勤務日数を乗じて計算した額とする。 

 

  附 則 

本規程の改正事項は令和７年４月１日から施

行する。 

（給料の日割計算） 

第１０条 給与期間の中途に新たに職員となっ

た者及び休職又は復職した者の給料、昇給並び

に減給の場合は、日割計算した額を支給する。 

２ 前号の日割計算は、給料月額の２５分の１の

額に勤務日数を乗じて計算した額とする。 

 

  

③ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、育児休業、子の看護等休暇、育児のための所

定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関する規則の一部を次の通

り改正した。 

改  正  後 改 正 前 

（目的）  

第１条 本規則は、黒石商工会議所（以下「会議

所」という｡）職員就業規則第２２条並びに第

３０条に基づき、職員の育児休業、子の看護等

休暇、育児のための所定外労働、時間外労働及

び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関

する取扱いについて定めるものである。 

 
 

（目的）  

第１条 本規則は、黒石商工会議所（以下「会議

所」という｡）職員就業規則第２２条並びに第

３０条に基づき、職員の育児休業、子の看護休

暇、育児のための所定外労働の制限、育児のた

めの時間外労働及び深夜業の制限並びに育児

短時間勤務等に関する取扱いについて定める

ものである。 

（年次有給休暇） 

第１４条 年次有給休暇の権利発生のための出

勤率算定に当たっては、育児休業をした日及び

子の看護等休暇を取得した日は、出勤したもの

とみなす。 

（年次有給休暇） 

第１４条 年次有給休暇の権利発生のための出

勤率算定に当たっては、育児休業をした日及

び子の看護休暇を取得した日は、出勤したも

のとみなす。 

（子の看護等休暇） 

第１９条 小学校第３学年修了までの子を養育

する職員は、次に定める当該子の世話等のため

に、就業規則第２３条に規定する年次有給休暇

とは別に、当該子が１人の場合は１年間につき

５日、２人以上の場合は１年間につき１０日を

（子の看護休暇） 

第１９条 小学校就学の始期に達するまでの子

を養育する職員は、負傷し、若しくは疾病にか

かった当該子の世話をするために、又は当該

子に予防接種や健康診断を受けさせるため

に、就業規則第２３条に規定する年次有給休

4



限度として、子の看護等休暇を取得することが

できる。この場合の１年間とは、４月１日から

翌年３月３１日までの期間とする。 

(1) 負傷し、又は疾病にかかった子の世話 

(2) 当該子に予防接種や健康診断を受けさせ

ること 

(3) 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世

話 

(4) 当該子の入園（入学）式、卒園式への参加 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する職

員は、子の看護等休暇を取得することができな

い。 

(1) 日雇職員 

(2) 会議所と職員代表との間で締結された育

児休業協定により除外することとされた次

の職員 

① １週間の所定労働日数が２日以下の職

員 

  ② 削除 

３ 子の看護等休暇は、時間単位で取得すること

ができる。 

４ 省略 

５ 省略 

暇とは別に、当該子が１人の場合は１年間に

つき５日、２人以上の場合は１年間につき１

０日を限度として、子の看護休暇を取得する

ことができる。この場合の１年間とは、４月１

日から翌年３月３１日までの期間とする。 

 

 

 

 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する

職員は、子の看護休暇を取得することができ

ない。 

(1) 日雇職員 

(2) 会議所と職員代表との間で締結された育

児休業協定により除外することとされた次

の職員 

① 入所６ヶ月未満の職員 

② １週間の所定労働日数が２日以下の職

員 

３ 子の看護休暇は、時間単位で取得すること

ができる。 

４ 省略 

５ 省略 

（柔軟な働き方を実現するための措置） 

第２０条 ３歳から小学校就学の始期に達する

までの子を養育する職員（対象職員）は、柔軟

な働き方を実現するために申し出ることによ

り、次のいずれか１つの措置を選択して受ける

ことができる。 

(1) 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

(2) 短時間勤務 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する職

員は、措置を受けることができない。 

(1) 日雇職員 

(2) 会議所と職員代表との間で締結された育

児休業協定により除外することとされた次

の職員 

① 入所１年未満の職員 

② １週間の所定労働日数が２日以下の職

員 

３ １(1)に定める始業・終業時刻の繰上げ・繰
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下げの措置内容及び申出については、次のとお

りとする。 

(1) 対象職員は、申し出ることにより、就業規

則第１７条の始業及び終業の時刻について、

以下のように変更することができる。 

・通常勤務＝午前８時３０分始業、 

午後５時終業 

・時差出勤 A＝午前８時始業、 

午後４時３０分終業 

・時差出勤 B＝午前９時始業、 

午後５時３０分終業 

・時差出勤 C＝午前９時３０分始業、 

午後６時終業 

(2) 申出をしようとする者は、１回につき１年

以内の期間について、制度の適用を開始しよ

うとする日及び終了しようとする日並びに

時差出勤 A から時差出勤 C のいずれに変更

するかを明らかにして、原則として適用開始

予定日の１ヶ月前までに、別に定める様式の

育児時差出勤申出書を会議所に提出しなけ

ればならない。 

４ １(2)に定める短時間勤務の措置内容及び申

出については、第１７条のとおりとする。 

（法令との関係） 

第２１条 育児休業、子の看護等休暇、育児のた

めの所定外労働、時間外労働及び深夜業の制

限、育児短時間勤務並びに柔軟な働き方を実現

するための措置に関して、この規則に定めのな

いことについては、育児・介護休業法その他の

法令に定めるところによる。 

（法令との関係） 

第２０条 育児休業、子の看護休暇、育児のため

の所定外労働の制限、育児のための時間外労

働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短

縮措置等に関して、この規則に定めのないこ

とについては、育児・介護休業法その他の法令

に定めるところによる。 

（禁止行為） 

第２２条 省略 

（禁止行為） 

第２１条 省略 

（懲戒） 

第２３条 省略 

(1) 第２２条(1)から(3)の行為を行った場  

合 

   職員就業規則第３９条第２項(1)から(4)

までに定めるけん責、減給、出勤停止又は降

格 

 (2) 省略 

（懲戒） 

第２２条 省略 

(1) 第２１条(1)から(3)の行為を行った場   

合 

    職員就業規則第３９条第２項(1)から(4)

までに定めるけん責、減給、出勤停止又は降

格 

 (2) 省略 
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（相談及び苦情への対応） 

第２４条 省略 

２ 省略 

３ 省略 

４ 省略 

５ 事務局長は、問題解決のための措置として、

第２３条による懲戒の他、行為者の異動等被害

者の労働条件及び就業環境を改善するために

必要な措置を講じる。 

６ 省略 

（相談及び苦情への対応） 

第２３条 省略 

２ 省略 

３ 省略 

４ 省略 

５ 事務局長は、問題解決のための措置として、

第２２条による懲戒の他、行為者の異動等被

害者の労働条件及び就業環境を改善するため

に必要な措置を講じる。 

６ 省略 

（再発防止の義務） 

第２５条 省略 

（再発防止の義務） 

第２４条 省略 

附 則 

本規則の改正事項は令和７年４月１日から施

行する。 

 

 

④ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、介護休業、介護休暇、介護のための所定外労

働、時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務等に関する規則の一部を次の通り改正

した。  

改 正 後 改 正 前 

（目的） 

第１条 本規則は、黒石商工会議所（以下「会議

所」という｡）職員就業規則第２２条並びに第

３１条に基づき、職員の介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜

業の制限並びに介護短時間勤務等に関する取

扱いについて定めるものである。 

（目的） 

第１条 本規則は、黒石商工会議所（以下「会議

所」という｡）職員就業規則第２２条並びに第

３１条に基づき、職員の介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働、介護のための時間外

労働及び深夜業の制限並びに介護短時間勤務

等に関する取扱いについて定めるものである。 

（介護休暇） 

第１０条 省略 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する職

員は介護休暇をすることができない。 

(1) 日雇職員 

(2) 会議所と職員代表との間で締結された介

護休業協定により介護休暇の対象から除外

することとされた次の職員 

① １週間の所定労働日数が２日以下の職

員 

② 削除 

３ 省略 

４ 省略 

５ 省略 

（介護休暇） 

第１０条 省略 

２ １にかかわらず、次のいずれかに該当する職

員は介護休暇をすることができない。 

(1) 日雇職員 

(2) 会議所と職員代表との間で締結された介

護休業協定により介護休暇の対象から除外

することとされた次の職員 

① 入所６ヶ月未満の職員 

② １週間の所定労働日数が２日以下の職

員 

３ 省略 

４ 省略 

５ 省略 
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（法令との関係） 

第１５条 介護休業、介護休暇、介護のための所

定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに

介護短時間勤務に関して、この規則に定めのな

いことについては、育児・介護休業法その他の

法令の定めるところによる。 

（法令との関係） 

第１５条 介護休業、介護休暇、介護のための所

定外労働の制限、介護のための時間外労働及び

深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置

等に関して、この規則に定めのないことについ

ては、育児・介護休業法その他の法令の定める

ところによる。 

附 則 

本規則の改正事項は令和７年４月１日から施

行する。 

 

 

⑤ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、黒石商工会議所職員就業規則の一部を次の通

り改正した。  

改 正 後 改 正 前 

（時間外及び休日労働） 

第２２条  省略 

２ 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を

行う職員で時間外労働を短いものとすること

を申出た者の法定の労働時間を超える労働に

ついては、「育児休業、子の看護等休暇、育児

のための所定外労働、時間外労働及び深夜業

の制限並びに育児短時間勤務等に関する規則」

及び「介護休業、介護休暇、介護のための所定

外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに介

護短時間勤務等に関する規則」で別に定めるも

のとする。 

 

３  省略 

４  省略 

５  前項の深夜業の制限の手続等必要な事項に

ついては､「育児休業、子の看護等休暇、育児

のための所定外労働、時間外労働及び深夜業

の制限並びに育児短時間勤務等に関する規則」

及び「介護休業、介護休暇、介護のための所定

外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに介

護短時間勤務等に関する規則」別に定める。 

（時間外及び休日労働） 

第２２条  省略 

２ 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を

行う職員で時間外労働を短いものとすること

を申出た者の法定の労働時間を超える労働に

ついては、「育児休業、子の看護休暇、育児の

ための所定外労働の制限、育児のための時間

外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤

務等に関する規則」及び「介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働の制限、介護のため

の時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短

時間勤務等に関する規則」で別に定めるもの

とする。 

３  省略 

４  省略 

５  前項の深夜業の制限の手続等必要な事項に

ついては､「育児休業、子の看護休暇、育児の

ための所定外労働の制限、育児のための時間

外労働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤

務等に関する規則」及び「介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働の制限、介護のため

の時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短

時間勤務等に関する規則」で別に定める。 

（看護等休暇） 

第２７条 看護等休暇を受けることができる職

員の範囲その他必要な事項については、「育児

休業、子の看護等休暇、育児のための所定外労

（看護休暇） 

第２７条 看護休暇を受けることができる職員

の範囲その他必要な事項については、「育児休

業、子の看護休暇、育児のための所定外労働の
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働、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児短

時間勤務等に関する規則」で別に定める。 

制限、育児のための時間外労働及び深夜業の

制限並びに育児短時間勤務等に関する規則」

で別に定める。 

（育児時間、育児休業等） 

第３０条 省略 

 ２  省略 

３  育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適

用を受けることができる職員の範囲その他必

要な事項については、「育児休業、子の看護等

休暇、育児のための所定外労働、時間外労働及

び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等に関

する規則」で別に定める。 

（育児時間、育児休業等） 

第３０条 省略 

 ２  省略 

３  育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の

適用を受けることができる職員の範囲その他

必要な事項については、「育児休業、子の看護

休暇、育児のための所定外労働の制限、育児の

ための時間外労働及び深夜業の制限並びに育

児短時間勤務等に関する規則」で別に定める。 

（介護休業等） 

第３１条 省略 

２  介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適

用を受けることができる職員の範囲その他必

要な事項については、「介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働、時間外労働及び深

夜業の制限並びに介護短時間勤務等に関する

規則」で別に定める。 

（介護休業等） 

第３１条 省略 

２  介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の

適用を受けることができる職員の範囲その他

必要な事項については、「介護休業、介護休暇、

介護のための所定外労働の制限、介護のため

の時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短

時間勤務等に関する規則」で別に定める。 

（育児・介護休業等に関するハラスメントの禁

止） 

第４４条 育児・介護休業等に関するハラスメン

トについては、第７条及び第３９条のほか、詳

細は「育児休業、子の看護等休暇、育児のため

の所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並

びに育児短時間勤務等に関する規則」及び「介

護休業、介護休暇、介護のための所定外労働、

時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時

間勤務等に関する規則」で別に定める。 

（育児・介護休業等に関するハラスメントの

禁止） 

第４４条 育児・介護休業等に関するハラスメ

ントについては、第７条及び第３９条のほか、

詳細は「育児休業、子の看護休暇、育児のため

の所定外労働の制限、育児のための時間外労

働及び深夜業の制限並びに育児短時間勤務等

に関する規則」及び「介護休業、介護休暇、介

護のための所定外労働の制限、介護のための

時間外労働及び深夜業の制限並びに介護短時

間勤務等に関する規則」で別に定める。 

附 則 

本規則の改正事項は令和７年４月１日から施

行する。 

 

 

⑥ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、個人情報保護規則の一部を次の通り改正し

た。 

(改 正 後)               (改 正 前) 

黒石商工会議所個人情報保護規程    黒石商工会議所個人情報保護規則 
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改 正 後 改 正 前 

（目的） 

第１条 この規程は、黒石商工会議所（以下「商

工会議所」という。）が有する個人情報、仮名

加工情報および匿名加工情報につき、商工会

議所個人情報保護方針に基づく適正な保護を

実現することを目的とする基本規程である。 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号

に定めるところによる。 

(1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、次の

ア又はイのいずれかに該当するもの 

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等（文書、図画若しくは電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。）で作られる記

録をいう。）に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて

表された一切の事項（個人識別符号を除

く。）をいう。以下同じ。）により特定の

個人を識別することができるもの（他の

情報と容易に照合することができ、それ

により特定の個人を識別することができ

ることとなるものを含む） 

イ 個人識別符号（個人情報の保護に関す

る法律（以下「個人情報保護法」という。）

第２条２項が定めるもの）が含まれるも

の 

(2) 要配慮個人情報 

本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯

罪の経歴、犯罪により害を被った事実その

他本人に対する不当な差別、偏見その他の

不利益が生じないようにその取扱いに特に

配慮を要するものとして政令で定める記述

等が含まれる個人情報 

(3) 個人情報データベース等 

個人情報を含む情報の集合物であって、

次に掲げるもの（利用方法からみて個人の

権利利益を害するおそれが少ないものとし

（目的） 

第１条 この規則は、黒石商工会議所（以下「商

工会議所」という。）が有する個人情報につき、

商工会議所個人情報保護方針に基づく適正な

保護を実現することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本規則における用語の定義は、次の各号

に定めるところによる。 

 (1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別することが

できることとなるものを含む） 
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て政令で定めるものを除く。） 

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて

検索することができるように体系的に構

成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人

情報を容易に検索することができるよう

に体系的に構成したものとして政令で定

めるもの 

(4) 個人データ 

個人情報データベース等を構成する個人

情報 

(5) 保有個人データ 

商工会議所が、開示、内容の訂正、追加又

は削除、利用の停止、消去および第三者への

提供の停止を行うことのできる権限を有す

る個人データであって、その存否が明らか

になることにより公益その他の利益が害さ

れるものとして関係政令で定められるもの 

(6) 匿名加工情報 

次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ

て当該各号に定める措置を講じて特定の個

人を識別することができないように個人情

報を加工して得られる個人に関する情報で

あって、当該個人情報を復元することがで

きないようにしたものをいう。 

一 本条(1)アに該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる記述等の一部

を削除すること（当該一部の記述等を復

元することのできる規則性を有しない方

法により他の記述等に置き換えることを

含む。）。 

二 本条(1)イに該当する個人情報 

当該個人情報に含まれる個人識別符号

の全部を削除すること（当該個人識別符

号を復元することのできる規則性を有し

ない方法により他の記述等に置き換える

ことを含む。）。 

(7) 加工方法等情報 

匿名加工情報の作成に用いた個人情報か

ら削除した記述等および個人識別符号並び

に個人情報保護法４３条１項の規定により
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行った加工の方法に関する情報（その情報

を用いて当該個人情報を復元することがで

きるものに限る。） 

(8) 仮名加工情報 

個人情報の区分に応じて個人情報保護法

第２条５項各号に定められた措置を講じて

他の情報と照合しない限り特定の個人を識

別することができないように個人情報を加

工して得られる個人に関する情報 

(9) 個人関連情報 

生存する個人に関する情報であって、

個人情報、仮名加工情報および匿名加工

情報のいずれにも該当しないもの 

(10) 省略 

(11) 省略  

(12) 個人情報保護コンプライアンス･プログラ

ム 

商工会議所が保有する個人情報および匿

名加工情報を保護するための方針、諸規程

を含む商工会議所内のしくみのすべて 

(13) 省略 

(14) 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 省略 

 (3) 省略  

(4) 個人情報保護コンプライアンス・プログラ

ム 

商工会議所が保有する個人情報を保護す

るための方針、諸規程を含む商工会議所内の

しくみのすべて 

 (5) 省略  

(6) 省略  

（適用範囲） 

第３条 本規程は、商工会議所の従業者に対して

適用する。 

２ 個人情報および匿名加工情報を取扱う業務

を外部に委託する場合も、この規程の趣旨に従

って、個人情報の適正な保護を図るものとす

る。 

（適用範囲） 

第３条 本規則は、商工会議所の従業者に対して

適用する。 

２ 個人情報を取扱う業務を外部に委託する場

合も、この規則の趣旨に従って、個人情報の適

正な保護を図るものとする。 

（個人情報取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定

め、その目的の達成のために必要な限度におい

てのみ行うものとする。なお、あらかじめ個人

情報を第三者に提供することを想定している

場合には、利用目的においてその旨を特定し

なければならない。 

２ 個人情報の取得は、偽り又は不正な手段によ

って行ってはならない。 

（個人情報取得の原則） 

第４条 個人情報の取得は、利用目的を明確に定

め、その目的の達成のために必要な限度におい

てのみ行うものとする。 

 

 

 

２ 個人情報の取得は、適法かつ公正な方法によ

り行うものとする。 

（要配慮個人情報の取得の禁止） 

第５条 要配慮個人情報を取得してはならな

い。ただし、これらの取得について、本人の同

（特定の機微な個人情報の取得の禁止） 

第５条 次の各号に掲げる特定の機微な個人情

報を取得してはならない。ただし、これらの収
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意がある場合、および次の各号に掲げる場合

は、この限りでない。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必

要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であっ

て、本人の同意を得ることが困難であると

き。 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその

委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合

であって、本人の同意を得ることにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき。 

(5) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報

を取得する場合であって、当該要配慮個人

情報を学術研究目的で取得する必要がある

とき（当該要配慮個人情報を取得する目的

の一部が学術研究目的である場合を含み、

個人の権利利益を不当に侵害するおそれが

ある場合を除く。）（商工会議所と当該学術

研究機関等が共同して学術研究を行う場合

に限る。）。 

(6) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、

地方公共団体、学術研究機関等、その他個人

情報保護法第５７条１項各号に掲げる者

（それぞれ当該各号に規程する目的による

場合に限る。）により公開されている場合 

(7) 本人を目視し、又は撮影することにより、

その外形上明らかな要配慮個人情報を取得

する場合 

(8) 委託、事業承継又は共同利用（個人情報保

護法第２７条５項３号が定める事項をあら

かじめ本人に通知し、又は本人が容易に知

り得る状態においている場合に限る。）に伴

って個人データの提供を受ける場合におい

て、要配慮個人情報の提供を受ける場合 

集、利用又は提供について、明示的な情報主体

の同意、法令に特別の規定がある場合及び司法

手続上必要不可欠である場合は、この限りでな

い。 

 (1) 思想、信条及び宗教に関する事項 

(2) 人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県

に関する情報を除く）、身体・精神障害、犯

罪歴、その他社会的差別の原因となる事項 

(3) 勤労者の団結権、団体交渉及びその他団体

行動の行為に関する事項 

(4) 集団示威行為への参加、請願権の行使、及

びその他の政治的権利の行使に関する事項 

  (5) 保健医療及び性生活に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（本人から直接に個人情報を取得する場合の 

措置） 

（本人から直接に個人情報を取得する場合の 

措置） 
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第７条 本人から書面（電子メール、自社ホーム

ページへの記入等電磁的方法も含む。）により

直接に個人情報を取得する場合は、本人に対し

て、あらかじめ利用目的を明示する。ただし、

次の各号に該当する場合はこの限りではな

い。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊

急の必要がある場合 

(2) 目的を明示することにより人の生命、身体

又は財産その他の権利利益を害するおそれ

がある場合 

(3) 利用目的を明示することにより商工会議

所の権利又は正当な利益を害するおそれが

ある場合 

(4) 国又は地方公共団体の法令に定める事務

の遂行に対して協力する必要がある場合で

あって、利用目的を明示することにより当

該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある

とき 

(5) 取得の状況に照らし、利用目的が明らかで

あると認められる場合 

第７条 本人から直接に個人情報を取得する場

合は、本人に対して、次の各号に掲げる事項を

書面又はこれに準ずる方法によって通知又は

公表するものとする。 

(1) 個人情報保護管理者又はその代理人の氏

名又は職名、所属及び連絡先 

 (2) 個人情報の取得及び利用目的 

(3) 個人情報の提供を行うことが予定されて

いる場合は、その目的、当該情報の受領者又

は受領者の組織の種類、属性及び個人情報の

取扱いに関する契約の有無 

(4) 個人情報を与えることは本人の任意であ

ること  

(5) 個人情報の開示を求める権利、及び開示の

結果、当該情報が誤っている場合に訂正又は

削除を要求する権利の存在、並びに当該権利

を行使するための具体的な手続き 

 

 

（間接的に個人情報を取得する場合の措置） 

 

第８条 前条に規定する以外の方法により個人

情報を取得した場合は、あらかじめ利用目的を

公表している場合を除き、その利用目的を通知

又は公表する。ただし、前条第２号ないし第５

号に該当する場合はこのかぎりでない。 

 

 

（本人以外から間接的に個人情報を取得する

場合の措置） 

第８条 本人以外から間接に個人情報を取得す

る場合は、前条第１号ないし第３号及び第５号

に掲げる事項を書面又はこれに準ずる方法に

よって通知又は公表するものとする。ただし、

次の各号に該当する場合は、この限りでない。 

(1) 前条第3号に掲げる事項を書面又はこれに

準ずる方法によって通知した上、本人の同意

を得ている者から取得する場合 

 (2) 個人情報の取扱いを委託される場合 

(3) 本人の保護に値する利益が侵害されるお

それのない場合 

（第三者提供を受ける場合の記録の作成等） 

第９条 第三者から個人データの提供を受ける

に際しては、個人情報保護委員会規則で定め

るところにより、次に掲げる事項の確認を行

う。ただし、当該個人データの提供が個人情報

保護法第２７条１項各号のいずれかに該当す

る場合、又は委託、事業承継又は共同利用に伴
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って行われる場合は、この限りでない。 

(1) 当該第三者の氏名又は名称および住所並

びに法人にあっては、その代表者（法人でな

い団体で代表者又は管理人の定めのあるも

のにあっては、その代表者又は管理人）の氏

名 

(2) 当該第三者による当該個人データの取得

の経緯 

２ 前項に定める確認により当該個人情報が適

法に取得されたことが確認できない場合は、

その取得を自粛する。 

３ 第１項の規定による確認を行ったときは、

個人情報保護委員会規則で定めるところによ

り、当該個人データの提供を受けた年月日、当

該確認に係る事項その他の個人情報保護委員

会規則で定める事項に関する記録を作成す

る。 

４ 前項の記録は、当該記録を作成した日から

個人情報保護委員会規則で定める期間保存す

る。 

（個人関連情報取扱事業者から個人関連情報

を個人データとして取得することが想定さ

れる場合） 

第１０条 個人関連情報取扱事業者から提供を

受ける個人関連情報を個人データとして取得

することが想定される場合は、個人情報保護

法第２７条１項各号に掲げる場合を除き、当

該個人データに関して識別される本人から、

当該個人関連情報取扱事業者から個人関連情

報の提供を受けて本人が識別される個人デー

タとして取得することを認める旨の同意を取

得するものとする。 

２ 個人関連情報の提供を受けて個人データと

して取得する際は、前条（１項２号を除く）に

よる確認および記録の作成等を行う。 

 

（個人情報の移送・送信の原則） 

第１１条 個人情報および匿名加工情報の移

送･送信は、具体的な権限を与えられた者のみ

が、外部流出の危険を防止するために必要かつ

適切な方法により、業務の遂行上必要な限りに

おいてなし得るものとする。 

（個人情報の移送・送信の原則） 

第９条 個人情報の移送・送信は、具体的な権限

を与えられた者のみが、外部流出の危険を防止

するために必要かつ適切な方法により、業務の

遂行上必要な限りにおいてなし得るものとす

る。 
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（個人情報の利用の原則） 

第１２条 個人情報は、利用目的の範囲内で、具

体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行

上必要な限りにおいて利用できるものとする。 

２ 合併その他の事由により他の法人等から事

業を継承することに伴って個人情報を取得し

た場合は、継承前における当該個人情報の利

用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個

人情報を取り扱わないものとする。 

３ 個人情報の利用にあたっては、違法又は不

当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法を用いない。 

（個人情報の利用の原則）    

第１０条 個人情報は、利用目的の範囲内で、具

体的な権限を与えられた者のみが、業務の遂行

上必要な限りにおいて利用できるものとする。 

 

 

（個人情報の目的外の利用） 

第１３条 利用目的の範囲を超えて個人情報を

利用する場合は、本人が同意に係る判断を行

うために必要と考えられる合理的かつ適切な

範囲の内容を書面又はこれに準ずる方法によ

って本人に通知し、事前の本人の同意を得るも

のとする。 

２ 省略 

（個人情報の目的外の利用） 

第１１条 利用目的の範囲を超えて個人情報を

利用する場合は、第７条第１号ないし第３号及

び第５号に掲げる事項を書面又はこれに準ず

る方法によって本人に通知し、事前の本人の同

意を得るものとする。 

 

２ 省略 

（個人情報の共同利用） 

第１４条 省略 

（個人情報の共同利用） 

第１２条 省略 

（個人情報の取扱いの委託） 

第１５条 省略 

（個人情報の取扱いの委託） 

第１３条 省略 

（個人情報の第三者提供の原則） 

第１６条 個人情報は、次に掲げる場合（外国に

ある第三者に提供する場合は、第一号に掲げ

る場合）を除き、事前に本人の同意を得ること

なく、第三者（外国にある第三者を含む。）に

提供してはならない。 

(1) 個人情報保護法第２７条１項各号に定め

る例外に該当する場合 

(2) 個人情報保護法第２７条２項（オプトアウ

ト）の場合。ただし、①要配慮個人情報、②

第４条２項の規定に違反して取得されたも

の、③他の個人情報取扱事業者からオプト

アウトの方法により提供されたものを除

く。  

２ 個人情報を第三者に提供する場合には、本

人が同意に係る判断を行うために必要と考え

られる合理的かつ適切な範囲の内容（外国に

（個人情報の第三者提供の原則） 

第１４条 個人情報は、法令に定める場合を除

き、事前に本人の同意を得ることなく、第三者

に提供してはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 個人情報を第三者に提供する場合には、第７

条第１号ないし第３号及び第５号に掲げる事

項を書面又はこれに準ずる方法によって通知
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ある第三者に提供する場合には、これに加え

て個人情報保護法第２８条１項および２項に

定める事項）を書面又はこれに準ずる方法に

よって通知し、本人の同意を得るものとする。  

３ 省略 

４ 委託、事業承継又は共同利用（個人情報保護

法第２７条５項３号が定める事項をあらかじ

め本人に通知し、又は本人が容易に知り得る

状態においている場合に限る。）に伴って当該

個人データの提供を受ける者は、第１項の規

定の適用については、第三者に該当しないも

のとする。 

し、本人の同意を得るものとする。 

 

 

 

３ 省略 

 

（第三者提供に係る記録の作成等） 

第１７条 個人データを第三者（個人情報保護

法第２条５項各号に掲げる国の機関等を除

く。）に提供したときは、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、当該個人データ

を提供した年月日、当該第三者の氏名又は名

称その他の個人情報保護委員会規則で定める

事項に関する記録を作成する。ただし、当該個

人データの提供が前条第１項１号に該当する

場合は、この限りでない。 

２ 前項の記録は、個人情報保護委員会規則で

定める期間保存する。 

 

（個人情報の管理の原則） 

第１８条 個人情報は、利用目的の達成に必要な

範囲内において、正確かつ最新の状態で管理す

るとともに、利用する必要がなくなったとき

は、当該個人データを遅滞なく消去するもの

とする。 

（個人情報の管理の原則） 

第１５条 個人情報は、利用目的の達成に必要な

範囲内において、正確かつ最新の状態で管理す

るものとする。 

 

（個人情報の安全管理対策・等発生時の報告・

通知） 

第１９条 個人情報保護管理者は、個人情報およ

び匿名加工情報に関するリスク（個人情報への

不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん

および漏えいなど）に対して、必要かつ適切な

安全管理対策を講じるものとする。 

２ 商工会議所は、個人情報保護法に定める個

人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人情

報の安全の確保に係る事態であって、個人の

権利利益を害するおそれが大きいものとして

（個人情報の安全管理対策） 

 

第１６条 個人情報保護管理者は、個人情報に関

するリスク（個人情報への不正アクセス、個人

情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなど）に

対して、必要かつ適切な安全管理対策を講じる

ものとする。 
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個人情報保護委員会規則で定めるものが発生

した場合は、個人情報保護委員会規則の定め

に従い、個人情報保護委員会への報告、情報主

体たる本人への通知等必要な措置を行う。 

 

 

 

 

（保有個人データに関する事項の公表等） 

第２０条 商工会議所は、保有個人データに関

し、次の各号に掲げる事項を、本人の知り得

る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答す

る場合を含む。）に置くものとする。 

(1) 商工会議所の名称および住所並びに代表

者の氏名 

(2) 全ての保有個人データの利用目的（個人情

報保護法第２１条４項１号から３号までに

該当する場合を除く。） 

(3) 次章の規定による求め又は請求に応じる

手続 

(4) 保有個人データの安全管理のために講じ

た措置（ただし、本人の知り得る状態に置く

ことにより当該保有個人データの安全管理

に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。） 

(5) 保有個人データの取扱いに関する苦情の

申出先 

２ 本人から、当該本人が識別される保有個人

データの利用目的の通知を求められたとき

は、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

(1) 前項の規定により当該本人が識別される

保有個人データの利用目的が明らかな場合 

(2) 個人情報保護法第２１条４項１号から３

号までに該当する場合 

３ 前項の規定に基づき求められた保有個人デ

ータの利用目的を通知しない旨の決定をした

ときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知

する。 

 

 

（自己情報の開示等） 

第２１条 本人から、当該本人が識別される個

人情報に係る保有個人データについて、書面

又は口頭により、その開示（当該本人が識別さ

れる個人情報に係る保有個人データを保有し

（自己情報に関する権利） 

第１７条 本人から自己の情報について開示を

求められた場合は、合理的な期間内にこれに応

じるものとする。 

２ 前項に基づく開示の結果、誤った情報があ
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ていないときにその旨を知らせることを含

む。以下同じ。）の申出があったときは、合理

的な期間内に、身分証明書等により本人であ

ることを確認の上、開示をするものとする。 

ただし、開示することにより次の各号のい

ずれかに該当する場合は、その全部又は一部

を開示しないことができる。 

(1) 本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合 

(2) 事業の適正な実施に著しい支障を及ぼす

おそれがある場合 

(3) 他の法令に違反することとなる場合 

２ 開示は、①電磁的記録の提供による方法、②

書面の交付による方法、③その他商工会議所

が定める方法のうち、当該本人が請求した方

法による。ただし、当該方法による開示に多額

の費用を要する場合その他の当該方法による

開示が困難である場合にあっては、書面の交

付による方法により行うものとする。 

３ 個人情報に係る保有個人データの開示又は

不開示の決定の通知若しくは本人が請求した

方法による開示が困難である旨の通知は、本

人に対し、遅滞なく行うものとする。 

４ 前第３項の規定は、当該本人が識別される

個人データに係る第９条および第１７条の記

録（その存否が明らかになることにより公益

その他の利益が害されるものとして政令で定

めるものを除く。以下「第三者提供記録」とい

う。）について準用する。 

 

り、訂正又は削除を求められた場合は、原則と

して合理的な期間内にこれに応じるとともに、

訂正又は削除を行った場合は、可能な範囲内で

当該個人情報の受領者に対して通知を行うも

のとする。 

 

（自己情報の訂正等） 

第２２条 本人から、当該本人が識別される個

人情報に係る保有個人データの内容が事実で

ないという理由によって当該個人情報に係る

保有個人データの内容の訂正、追加又は削除

（以下「訂正等」という。）を求められた場合

は、その内容の訂正等に関して他の法令の規

定により特別の手続が定められている場合を

除き、利用目的の達成に必要な範囲内におい

て、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基

づき、当該個人情報に係る保有個人データの
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内容の訂正等を行うものとする。 

２ 前項の規定に基づき求められた個人情報に

係る保有個人データの内容の訂正等を行った

とき、又は訂正等を行わない旨の決定をした

ときは、本人に対し、遅滞なく、その旨（訂正

等を行ったときは、その内容を含む。）を通知

するものとする。 

３ 前項の通知を受けた者から、再度申出があ

ったときは、前項と同様の処理を行うものと

する。 

４ 第２項の規定により、本人から求められた

措置の全部又は一部について、その措置をと

らない旨を通知する場合又はその措置と異な

る措置をとる旨を通知する場合は、本人に対

し、その理由を説明するよう努めるものとす

る。 

（自己情報の利用又は提供の拒否） 

第２３条 本人から当該本人が識別される個人

情報に係る保有個人データが第１２条の規定

に違反して取り扱われているという理由若し

くは第４条又は第５条の規定に違反して取得

されたものであるという理由によって、当該

個人情報に係る保有個人データの利用の停止

又は消去（以下「利用停止等」という。）を求

められた場合、又は第１６条の規定に違反し

て第三者に提供されているという理由によっ

て、当該個人情報に係る保有個人データの第

三者への提供の停止（以下「第三者提供の停

止」という。）を求められた場合で、その求め

に理由があることが判明したときは、遅滞な

く、当該個人情報に係る保有個人データの利

用停止等又は第三者提供の停止を行うものと

する。ただし、当該個人情報に係る保有個人デ

ータの利用停止等又は第三者提供の停止に多

額の費用を要する場合その他の利用停止等又

は第三者提供の停止を行うことが困難な場合

であって、本人の権利利益を保護するため必

要なこれに代わるべき措置をとるときは、こ

の限りでない。 

２ 本人から、当該本人が識別される保有個人

データを利用する必要がなくなったこと、当

（自己情報の利用又は提供の拒否） 

第１８条 本人から自己の情報について利用又

は第三者の提供を拒否された場合は、これに応

じなければならない。ただし、法令に基づく場

合は、この限りでない。 
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該本人が識別される保有個人データに係る第

１９条２項に規定する事態が生じたことその

他当該本人が識別される保有個人データの取

扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が

害されるおそれがあることを理由に、当該保

有個人データの利用停止等又は第三者への提

供の停止を請求された場合で、理由があるこ

とが判明したときは、本人の権利利益の侵害

を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当

該保有個人データの利用停止等又は第三者へ

の提供の停止を行う。ただし、当該保有個人デ

ータの利用停止等又は第三者への提供の停止

に多額の費用を要する場合その他の利用停止

等又は第三者への提供の停止を行うことが困

難な場合であって、本人の権利利益を保護す

るため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは、この限りでない。 

３ 商工会議所は、第１項又は前項の規定に基

づき求められた個人情報に係る保有個人デー

タについて、利用停止等を行ったとき若しく

は利用停止等を行わない旨の決定をしたと

き、又は第三者提供の停止を行ったとき若し

くは第三者提供の停止を行わない旨の決定を

したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨

を通知するものとする。 

４ 前条第３項および第４項は本条に準用す

る。 

（消去･廃棄の手続き） 

第２４条 個人情報および匿名加工情報の消去

および廃棄は、具体的な権限を与えられた者の

みが、外部流出等の危険を防止するために必要

かつ適切な方法により、業務の遂行上必要な限

りにおいてなし得るものとする。 

（消去・廃棄の手続き） 

第１９条 個人情報の消去及び廃棄は、具体的な

権限を与えられた者のみが、外部流出等の危険

を防止するために必要かつ適切な方法により、

業務の遂行上必要な限りにおいてなし得るも

のとする。 

（個人情報保護管理者） 

第２５条 専務理事は、役職員の中から個人情報

保護管理者を任命し、商工会議所内における個

人情報および匿名加工情報の管理業務を行わ

せるものとする。 

２ 個人情報保護管理者は、専務理事の指示およ

び本規程に定めるところに基づき、個人情報保

護に関する内部規程の整備、安全対策の実施、

（個人情報保護管理者） 

第２０条 専務理事は、職員の中から個人情報保

護管理者を任命し、商工会議所内における個人

情報の管理業務を行わせるものとする。 

 

２ 個人情報保護管理者は、専務理事の指示及び

本規則の定めるところに基づき、個人情報保護

に関する内部規程の整備、安全対策の実施、教
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教育訓練、作業責任者からの報告徴収および

助言・指導等を推進するための個人情報保護コ

ンプライアンス･プログラムを策定し、周知徹

底の措置を実践する責任を負うものとする。 

３ 省略 

育訓練等を推進するための個人情報保護コン

プライアンス・プログラムを策定し、周知徹底

の措置を実践する責任を負うものとする。 

 

３ 省略 

（教育） 

第２６条 個人情報保護管理者は、個人情報保護

コンプライアンス･プログラムの重要性を理解

させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画

および教育資料に従い、継続かつ定期的に教

育･訓練を行うものとする 

（教育） 

第２１条 個人情報保護管理者は、個人情報保護

コンプライアンス・プログラムの重要性を理解

させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画

及び資料に従い、継続かつ定期的に教育・訓練

を行うものとする。 

（作業責任者） 

第２７条 個人情報保護管理者は、個人情報並び

に匿名加工情報および加工方法等情報を取扱

う作業が行われるに際し、当該作業に関する責

任者を任命するものとする。 

（作業責任者） 

第２２条 個人情報保護管理者は、個人情報を取

扱う作業が行われるに際し、当該作業に関する

責任者を任命するものとする。 

 

（監査） 

第２８条 専務理事は、監査責任者を任命し、商

工会議所内における個人情報並びに匿名加工

情報および加工方法等情報の管理が個人情報

保護コンプライアンス･プログラムに従い適正

に実施されているかにつき定期的に監査を行

わせるものとする。 

２ 省略 

３ 省略 

４ 専務理事は、商工会議所内における個人情報

並びに匿名加工情報および加工方法等情報の

管理につき個人情報保護コンプライアンス･プ

ログラムに違反する行為があった場合には、個

人情報保護管理者および関係者に対し、改善指

示を行うものとする。 

５ 省略 

６ 省略 

（監査） 

第２３条 専務理事は、監査責任者を任命し、商

工会議所内における個人情報の管理が個人情

報保護コンプライアンス・プログラムに従い適

正に実施されているかにつき定期的に監査を

行わせるものとする。 

 

２ 省略 

３ 省略 

４ 専務理事は、商工会議所内における個人情報

の管理につき個人情報保護コンプライアンス・

プログラムに違反する行為があった場合には、

個人情報保護管理者及び関係者に対し、改善指

示を行うものとする。 

 

５ 省略 

６ 省略 

（報告義務および罰則） 

第２９条 省略  

（報告義務及び罰則） 

第２４条 省略 

（苦情および相談） 

第３０条 専務理事は、相談窓口を設置し、個人

情報および匿名加工情報並びに個人情報保護

コンプライアンス･プログラムに関して、本人

からの苦情および相談を受け付けて対応する

ものとする。 

（苦情及び相談） 

第２５条 専務理事は、相談窓口を設置し、個人

情報及び個人情報保護コンプライアンス・プロ

グラムに関して、本人からの苦情及び相談を受

け付けて対応するものとする。 
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第１０章 仮名加工情報 

 

（仮名加工情報の作成） 

第３１条 仮名加工情報を作成するときは、他

の情報と照合しない限り特定の個人を識別す

ることができないようにするために必要なも

のとして個人情報保護委員会規則で定める基

準に従い、個人情報を加工する。 

２ 仮名加工情報を作成するときは、その作成

に用いた個人情報から削除した記述等および

個人識別符号並びに前項の規定により行った

加工の方法に関する情報（以下「削除情報等」

という）の漏えいを防止するため、個人情報保

護委員会規則で定める基準に従い、必要な安

全管理のための措置を講ずる。 

 

（仮名加工情報の利用・第三者提供の制限等） 

第３２条 作成した仮名加工情報は、その利用

目的を公表し、法令に基づく場合を除き、その

公表された利用目的の範囲で利用する。 

２ 仮名加工情報である個人データおよび削除

情報等を利用する必要がなくなったときは、

これらを遅滞なく消去するよう努める。 

３ 仮名加工情報である個人データを、法令に

基づく場合を除き、第三者に提供しない。ただ

し、委託、事業承継又は共同利用（個人情報保

護法第２７条５項３号が定める事項をあらか

じめ公表している場合に限る。）に伴って当該

個人データの提供を受ける者は、第三者に該

当しないものとする。 

 

（仮名加工情報の照合等の禁止） 

第３３条 仮名加工情報を取り扱うにあたり、

作成に用いた個人情報を本人識別するために

仮名加工情報を他の情報と照合しない。 

２ 仮名加工情報を取り扱うにあたり、電話、郵

便もしくは信書便送付、電報送付、電子メール

等の送信又は住居訪問のために仮名加工情報

に含まれる連絡先その他の情報を利用しな

い。 

 

（仮名加工情報にかかる安全管理措置） 

第３４条 仮名加工情報を作成・利用するとき

は、当該仮名加工情報の安全管理のために必
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要かつ適切な措置、当該仮名加工情報の作成

その他の取扱いに関する苦情の処理その他の

当該仮名加工情報の適正な取扱いを確保する

ために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置

の内容を公表する。 

第１１章 匿名加工情報 

 

（匿名加工情報の作成） 

第３５条 匿名加工情報を作成するときには、

特定の個人を識別することおよびその作成に

用いる個人情報を復元することができないよ

うにするために必要なものとして個人情報保

護委員会規則で定める基準に従い、個人情報

を加工するものとする。 

２ 商工会議所は、匿名加工情報を作成したと

きは、個人情報保護委員会規則で定めるとこ

ろにより、当該匿名加工情報に含まれる個人

に関する情報の項目を公表するものとする。 

 

（匿名加工情報と加工方法等情報の保存） 

第３６条 匿名加工情報を作成したときには、

別途定めるところに従い、加工方法等情報を

匿名加工情報と異なる場所に保存しなければ

ならない。 

 

（照合の禁止） 

第３７条 匿名加工情報を作成して自ら当該匿

名加工情報を取り扱うに当たって、当該匿名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る

本人を識別するために、当該匿名加工情報を

他の情報と照合してはならない。 

２ 第三者が作成した匿名加工情報を取り扱う

に当たっては、当該匿名加工情報の作成に用

いられた個人情報に係る本人を識別するため

に、当該個人情報から削除された記述等若し

くは個人識別符号若しくは個人情報保護法第

４３条１項の規定により行われた加工の方法

に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情

報を他の情報と照合してはならない。 

 

（第三者に提供する際の措置） 

第３８条 匿名加工情報を第三者に提供すると

きは、施行規則で定めるところにより、あらか

じめ、第三者に提供される匿名加工情報に含
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まれる個人に関する情報の項目およびその提

供の方法について公表するものとする。 

２ 匿名加工情報を第三者に提供するときは、

当該第三者に対して、当該提供に係る情報が

匿名加工情報である旨を明示しなければなら

ない。 

３ 匿名加工情報の取扱いの全部又は一部を商

工会議所以外の者に委託するときは、商工会

議所と同等の措置が委託先において適切に講

じられるよう、必要かつ適切な監督を行うも

のとする。 

第１２章 雑則 

（見直し） 

第３９条 専務理事は、監査報告書及びその他の

事業環境などに照らして、適切な個人情報の保

護を維持するために、定期的に、本規程の改廃

を含む個人情報保護コンプライアンス・プログ

ラムの見直しを、個人情報保護管理者に指示す

るものとする。 

 

  附 則 

本規程の改正事項は令和７年２月１２日から

施行する。 

第１０章 雑則 

（見直し） 

第２６条 専務理事は、監査報告書及びその他の

事業環境などに照らして、適切な個人情報の保

護を維持するために、定期的に、本規則の改廃

を含む個人情報保護コンプライアンス・プログ

ラムの見直しを、個人情報保護管理者に指示す

るものとする。 

 

⑦ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、特定個人情報保護規程の一部を次の通り改正

した。 

改 正 後 改 正 前 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号

に定めるところによる。 

(1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、次の

各号のいずれかに該当するもの 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等（文書、図画若しくは電磁的

記録（電磁的方式（電子的方式、磁気的方

式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式をいう。）で作られる記

録をいう。）に記載され、若しくは記録さ

れ、又は音声、動作その他の方法を用いて

表された一切の事項（個人識別符号を除

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は、次の各号

に定めるところによる。 

(1) 個人情報 

生存する個人に関する情報であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができ

るもの（他の情報と容易に照合することがで

き、それにより特定の個人を識別できること

となるものを含む。） 
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く。）をいう。以下同じ。）により特定の

個人を識別することができるもの（他の情

報と容易に照合することができ、それによ

り特定の個人を識別できることとなるも

のを含む。） 

二 個人識別符号（個人情報の保護に関す

る法律（以下「個人情報保護法」という。）

第２条２項が定めるもの）が含まれるも

の 

(2) 省略 

(3) 省略 

(4) 省略 

(5) 省略 

(6) 個人番号関係事務 

マイナンバー法第９条４項の規定により

個人番号利用事務（行政機関、地方公共団体、

独立行政法人等その他の行政事務を処理す

る者が同条１項から３項の規定によりその

保有する特定個人情報ファイルにおいて個

人情報を効率的に検索し、および管理するた

めに必要な限度でマイナンバーを利用して

処理する事務）に関して行われる他人のマイ

ナンバーを必要な限度で利用して行う事務 

 

(7) 省略 

(8) 省略 

(9) 省略 

(10) 特定個人情報保護管理者 

専務理事より任命され、個人情報保護コン

プライアンス･プログラムの実施および運用

に関する責任と権限を有する者 

(11) 特定個人情報監査責任者 

専務理事より任命された者であって、公平

かつ客観的な立場にあり、監査の実施および

報告を行う責任と権限を有する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 省略 

(3) 省略  

(4) 省略 

(5) 省略 

(6) 個人番号関係事務 

マイナンバー法第９条第３項の規定によ

り個人番号利用事務（行政機関、地方公共団

体、独立行政法人等その他の行政事務を処理

する者が同条第１項または第２項の規定に

よりその保有する特定個人情報ファイルに

おいて個人情報を効率的に検索し、および管

理するために必要な限度でマイナンバーを

利用して処理する事務）に関して行われる他

人のマイナンバーを必要な限度で利用して

行う事務 

(7) 省略  

(8) 省略  

(9) 省略  

(10) 個人情報保護管理者 

専務理事より任命され、個人情報保護コン

プライアンス･プログラムの実施および運用

に関する責任と権限を有する者 

(11) 監査責任者 

専務理事より任命された者であって、公平

かつ客観的な立場にあり、監査の実施および

報告を行う責任と権限を有する者 

（特定個人情報取得の原則） 

第４条 特定個人情報の取得は、利用目的を明確

に定め、その目的の達成のために必要な限度に

おいてのみ行うものとする。 

２ 特定個人情報の取得は、偽りまたは不正な手

段によって行ってはならない。 

（特定個人情報取得の原則） 

第４条 特定個人情報の取得は、利用目的を明確

に定め、その目的の達成のために必要な限度に

おいてのみ行うものとする。 

２ 特定個人情報の取得は、適法かつ公正な方法

により行うものとする。 
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３ マイナンバー法第１９条各号のいずれかに

該当する場合を除き、他人に対し特定個人情報

の提供を求め、または他人の特定個人情報を取

得若しくは収集しないものとする。 

３ マイナンバー法第１９条各号のいずれかに

該当する場合を除き、他人に対し特定個人情報

の提供を求め、または他人の特定個人情報を取

得若しくは収集しないものとする。 

（取得の手続） 

第５条 業務において新たに特定個人情報を取

得する場合には、あらかじめ、特定個人情報保

護管理者に利用目的および実施方法を届け出、

承認を得るものとする。 

（取得の手続） 

第５条 業務において新たに特定個人情報を取

得する場合には、あらかじめ、個人情報保護管

理者に利用目的および実施方法を届け出、承認

を得るものとする。 

（本人から直接に特定個人情報を取得する場

合の措置） 

第６条 本人から直接に特定個人情報を取得す

る場合は、本人に対して、書面（様式１、同２）

により利用目的をあらかじめ明示するととも

に、次の各号に掲げる事項を書面またはこれに

準ずる方法によって通知または公表するもの

とする。 

(1) 特定個人情報保護管理者またはその代理

人の氏名または職名、所属および連絡先 

(2) 省略 

(3) 省略 

(4) 省略 

（本人から直接に特定個人情報を取得する場

合の措置） 

第６条 本人から直接に特定個人情報を取得す

る場合は、本人に対して、次の各号に掲げる事

項を書面またはこれに準ずる方法によって通

知または公表するものとする。 

 

 

(1) 個人情報保護管理者またはその代理人の

氏名または職名、所属および連絡先 

 (2) 省略 

(3) 省略 

(4) 省略 

（特定個人情報の提供の原則） 

第１７条 特定個人情報は、個人番号関係事務を

処理するために必要がある場合、その他法令に

定める場合を除き、本人または第三者（外国に

ある第三者を含む。）に提供してはならない。 

２ 削除 

 

 

 

２ 法令に定める場合に該当するものとして特

定個人情報を第三者に提供する場合は、特定個

人情報保護管理者の承認を得るものとする。 

（特定個人情報の提供の原則） 

第１７条 特定個人情報は、個人番号関係事務を

処理するために必要がある場合、その他法令に

定める場合を除き、本人または第三者に提供し

てはならない。 

２ 特定個人情報を第三者に提供する場合には、

第６条第１号ないし第４号に掲げる事項を書

面またはこれに準ずる方法によって通知し、本

人の同意を得るものとする。 

３ 前項に基づき特定個人情報を第三者に提供

する場合は、個人情報保護管理者の承認を得る

ものとする。 

（特定個人情報を誤って収集した場合の措置） 

第２０条 従業者は、誤って特定個人情報の提供

を受けた場合、自らマイナンバーを削除または

廃棄してはならず、速やかに所属長、第２４条

に定める事務取扱責任者、または第２２条に定

める特定個人情報保護管理者に報告しなけれ

ばならない。 

（特定個人情報を誤って収集した場合の措置） 

第２０条 従業者は、誤って特定個人情報の提供

を受けた場合、自らマイナンバーを削除または

廃棄してはならず、速やかに所属長、第２４条

に定める事務取扱責任者、または第２２条に定

める個人情報保護管理者に報告しなければな

らない。 
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２ 省略 ２ 省略 

（特定個人情報保護管理者） 

第２２条 専務理事は、役職員の中から特定個人

情報保護管理者を任命し、商工会議所内におけ

る特定個人情報の管理業務を行わせるものと

する。 

２ 特定個人情報保護管理者は、専務理事の指示

および本規程に定めるところに基づき、特定個

人情報保護に関する内部規程の整備、安全対策

の実施、教育訓練等を推進するための個人情報

保護コンプライアンス･プログラムを策定し、

周知徹底の措置を実践する責任を負うものと

する。 

３ 特定個人情報保護管理者は、個人情報保護コ

ンプライアンス･プログラムの策定およびその

実施のために、補佐を行う者を任命できるもの

とする。 

（個人情報保護管理者） 

第２２条 専務理事は、役職員の中から個人情報

保護管理者を任命し、商工会議所内における個

人情報の管理業務を行わせるものとする。 

 

２ 個人情報保護管理者は、専務理事の指示およ

び本規程に定めるところに基づき、特定個人情

報保護に関する内部規程の整備、安全対策の実

施、教育訓練等を推進するための個人情報保護

コンプライアンス･プログラムを策定し、周知

徹底の措置を実践する責任を負うものとする。 

 

３ 個人情報保護管理者は、個人情報保護コンプ

ライアンス･プログラムの策定およびその実施

のために、補佐を行う者を任命できるものとす

る。 

（教育） 

第２３条 特定個人情報保護管理者は、個人情報

保護コンプライアンス･プログラムの重要性を

理解させ、確実な実施を図るため、所要の教育

計画および教育資料に従い、継続かつ定期的に

教育･訓練を行うものとする。 

（教育） 

第２３条 個人情報保護管理者は、個人情報保護

コンプライアンス･プログラムの重要性を理解

させ、確実な実施を図るため、所要の教育計画

および教育資料に従い、継続かつ定期的に教

育･訓練を行うものとする。 

（特定個人情報事務取扱担当者・責任者） 

第２４条 別表により、特定個人情報を取り扱う

事務の範囲を明確化し、明確化した事務におい

て取り扱う特定個人情報の範囲を明確にした

上で、当該事務に従事する従業者（以下「事務

取扱担当者」という。）を明確にするものとす

る。 

２ 特定個人情報保護管理者は、前項により定め

られた各事務における事務取扱責任者を任命

するものとする。 

３ 特定個人情報事務取扱責任者は、次に掲げる

業務を所管する。 

(1) 省略 

(2) 省略 

(3) 省略 

(4) 省略 

(5) 省略 

(6) 省略 

（事務取扱担当者・責任者） 

第２４条 別表により、特定個人情報を取り扱う

事務の範囲を明確化し、明確化した事務におい

て取り扱う特定個人情報の範囲を明確にした

上で、当該事務に従事する従業者（以下「事務

取扱担当者」という。）を明確にするものとす

る。 

２ 個人情報保護管理者は、前項により定められ

た各事務における事務取扱責任者を任命する

ものとする。 

３ 事務取扱責任者は、次に掲げる業務を所管す

る。 

(1) 省略 

(2) 省略 

(3) 省略 

(4) 省略 

(5) 省略 

(6) 省略 
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(7) 特定個人情報保護管理者に対する報告 

(8) 省略 

(7) 個人情報保護管理者に対する報告 

(8) 省略 

（監査） 

第２５条 専務理事は、特定個人情報監査責任者

を任命し、商工会議所内における特定個人情報

の管理が個人情報保護コンプライアンス･プロ

グラムに従い適正に実施されているかにつき

定期的に監査を行わせるものとする。 

２ 特定個人情報監査責任者は、内部監査規程に

従い、監査計画を作成し実施するものとする。 

３ 特定個人情報監査責任者は、監査の結果につ

き監査報告書を作成し、専務理事に対して報告

を行うものとする。 

４ 専務理事は、商工会議所内における特定個人

情報の管理につき個人情報保護コンプライア

ンス･プログラムに違反する行為があった場合

には、特定個人情報保護管理者および関係者に

対し、改善指示を行うものとする。 

５ 前項に基づき改善指示を受けた者は、速やか

に適正な改善措置を講じ、その内容を特定個人

情報監査責任者に報告するものとする。 

６ 特定個人情報監査責任者は、前項によりなさ

れた改善措置を評価し、専務理事および特定個

人情報保護管理者に対して報告するものとす

る。 

（監査） 

第２５条 専務理事は、監査責任者を任命し、商

工会議所内における特定個人情報の管理が個

人情報保護コンプライアンス･プログラムに従

い適正に実施されているかにつき定期的に監

査を行わせるものとする。 

２ 監査責任者は、内部監査規程に従い、監査計

画を作成し実施するものとする。 

３ 監査責任者は、監査の結果につき監査報告書

を作成し、専務理事に対して報告を行うものと

する。 

４ 専務理事は、商工会議所内における特定個人

情報の管理につき個人情報保護コンプライア

ンス･プログラムに違反する行為があった場合

には、個人情報保護管理者および関係者に対

し、改善指示を行うものとする。 

５ 前項に基づき改善指示を受けた者は、速やか

に適正な改善措置を講じ、その内容を監査責任

者に報告するものとする。 

６ 監査責任者は、前項によりなされた改善措置

を評価し、専務理事および個人情報保護管理者

に対して報告するものとする。 

（報告義務および罰則） 

第２６条 個人情報保護コンプライアンス･プロ

グラムに違反する事実または違反するおそれ

があることを発見した者は、その旨を特定個人

情報保護管理者に報告するものとする。 

２ 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損の

発生またはその兆候を把握した者は、その旨を

特定個人情報保護管理者に報告するものとす

る。 

３ 特定個人情報保護管理者は、前２項による報

告の内容を調査し、違反の事実、または特定個

人情報の漏えい、滅失若しくは毀損の発生また

はその兆候が判明した場合には、遅滞なく、専

務理事に報告し、かつ、関係部門に適切な処置

を行うよう指示するものとする。 

４ 省略 

（報告義務および罰則） 

第２６条 個人情報保護コンプライアンス･プロ

グラムに違反する事実または違反するおそれ

があることを発見した者は、その旨を個人情報

保護管理者に報告するものとする。 

２ 特定個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損の

発生またはその兆候を把握した者は、その旨を

個人情報保護管理者に報告するものとする。 

 

３ 個人情報保護管理者は、前２項による報告の

内容を調査し、違反の事実、または特定個人情

報の漏えい、滅失若しくは毀損の発生またはそ

の兆候が判明した場合には、遅滞なく、専務理

事に報告し、かつ、関係部門に適切な処置を行

うよう指示するものとする。 

４ 省略 
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（情報漏えい等事案への対応） 

第３１条 情報漏えい等の事案の発生または兆

候を把握した場合には、特定個人情報保護管理

者は、速やかに「特定個人情報漏えい等事故調

査委員会」を招集し、マイナンバー法第２９条

の４および個人情報保護委員会規則の定めに

従い、適切かつ迅速に以下の必要な対応を行

う。 

(1) 省略 

(2) 本人への通知 

(3) 個人情報保護委員会への報告 

 

(4) 省略 

(5) 省略 

（情報漏えい等事案への対応） 

第３１条 情報漏えい等の事案の発生または兆

候を把握した場合には、個人情報保護管理者

は、速やかに専務理事、事務局長で構成される

「特定個人情報漏えい等事故調査委員会」を招

集し、必要に応じて、適切かつ迅速に以下の対

応を行う。 

 

(1) 省略 

(2) 影響を受ける可能性のある本人への連絡 

(3) 特定個人情報保護委員会および主務大臣

等への報告 

(4) 省略 

(5) 省略 

（特定個人情報に関する事項の公表等） 

第３９条 特定個人情報にかかる保有個人デー

タに関する事項の公表について、個人情報保

護規程第２０条（保有個人データに関する事

項の公表等）の規定に従う。 

 

（自己情報に関する権利） 

第４０条 本人からの特定個人情報の開示、訂

正、利用停止又は消去の請求については、個人

情報保護規程第２１条ないし２３条の規定に

従う。ただし、個人情報保護規程第２３条１項

の適用については、「第１６条」を「特定個人

情報保護規程第１７条１項」に読み替える。 

 

（自己情報に関する権利） 

第３９条 本人から自己の特定個人情報につい

て開示を求められた場合は、合理的な期間内に

これに応じるものとする。 

２ 前項に基づく開示の結果、誤った情報があ

り、訂正または削除を求められた場合は、原則

として合理的な期間内にこれに応ずるととも

に、訂正または削除を行った場合は、可能な範

囲内で当該特定個人情報の受領者に対して通

知を行うものとする。 

（自己情報の利用または提供の拒否）削除 

 

（自己情報の利用または提供の拒否） 

第４０条 本人から自己の特定個人情報につい

て利用または第三者の提供を拒否された場合

は、これに応じなければならない。ただし、法

令に基づく場合は、この限りでない。 

 

（見直し） 

第４１条 専務理事は、監査報告書およびその他

の事業環境などに照らして、適切な特定個人情

報の保護を維持するために、定期的に、本規程

の改廃を含む個人情報保護コンプライアンス･

プログラムの見直しを、特定個人情報保護管理

（見直し） 

第４１条 専務理事は、監査報告書およびその他

の事業環境などに照らして、適切な特定個人情

報の保護を維持するために、定期的に、本規程

の改廃を含む個人情報保護コンプライアンス･

プログラムの見直しを、個人情報保護管理者に
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者に指示するものとする。 

 

  附 則 

本規程の改正事項は令和７年２月１２日から

施行する。 

指示するものとする。 

 

 

⑧ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、倫理規程を次の通り定めた。 

 

黒石商工会議所倫理規程 

                                                

（目的） 

第１条  黒石商工会議所（以下「商工会議所」という。）の役員および職員（以下「役職員」と

いう。）が遵守すべき規律については、商工会議所事務局就業規則で定められたもののほか、

この規程で定めるところによる。 

 

（役職員の基本的な心構え） 

第２条  役職員は、自らの行動が本所の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の

行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはな

らない。 

 

（利害関係のある業者及び個人との接触） 

第３条  役職員は、本所の事業との関わりにおいて利害関係を有する業者および個人との接触

において、直接・間接を問わず、また、利害の大小を問わず、外部からの疑惑や不信を招くよ

うなことは厳に慎まなければならない。 

 

（官公庁等との職務上の関わり） 

第４条  役職員は、その職務に関連する官公庁ならびに関係の独立行政法人およびその他の公

的な機関・団体（以下「官公庁等」という。）との関わりにおいては、官公庁等の性格・機能

等を十分に認識し、外部からの疑惑や不信を招くようなことをしてはならない。 

 

（職務上必要とする会食等の手続き） 

第５条  職務として必要な会議・会合に伴う懇親会、会費制の会食、またはこれに類するケース 

で職務上必要とする事項については、第６条で定める服務管理者に届け出（会議案内状等の 

写しの提出、あるいは会議出席のための出張起案等でも可）をし、事前に了承を得なければな 

らない。やむを得ない事情により、事前の届け出ができない場合には、事後、速やかに服務管 

理者に報告しなければならない。 

２  講演、出版物への寄稿等に伴う報酬ならびに官公庁等の審議会、委員会の委員等として活

動することに伴う謝金・謝礼等の受取りについては、服務管理者を通じて、事前に事務局長に

届け出（講演依頼状や委員等の就任依頼状等の写しの提出、あるいは就任承諾のための起案

でも可）をし、承認を得なければならない。 

３  第３条、第４条との関わりについて疑義が生じた場合、または、本条第１項、第２項の定め 
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 に照らしても判断がつきかねる場合には、その都度、服務管理者に届け出し判断を求める 

ものとする。 

 

（服務管理者） 

第６条  この規程の趣旨の徹底を図るため、服務管理者を置く。 

２  服務管理者は、総務課長をもって充てる。 

３  服務管理者の任務は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 役職員の規律に関する事項について、必要に応じ指導及び助言を行い、または相談に応じ 

 ること。 

     (2) 前条の規定に基づきなされた届け出・報告を受理すること。 

 

（委任） 

第７条  この規程に定めのない事項については、必要に応じて、事務局長が服務管理者と協議

のうえ、別に定めるものとする。 

 

     付 則 

この規程は、令和７年２月１２日から実施する。 

 

⑨ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、内部通報制度に関する規程を次の通り定め

た。 

黒石商工会議所内部通報制度に関する規程 

       

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 本規程は、黒石商工会議所（以下「商工会議所」という。）が行う事業における組織的 

 または個人的な法令違反および諸規程等に反する不適正な行為（以下、「違法行為等」という。） 

 に関する通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、違法行為等の早期発見と是正を図 

り、もって商工会議所運営におけるコンプライアンス（法令遵守）の徹底に資することを目的 

とする。 

 

第２章 通報処理体制 

 

（通報者および通報先） 

第２条 通報者は、商工会議所の役職員（受入出向者、契約職員、派遣職員、アルバイトを含

む。）とする。 

２ 前項に該当する者は、第３条および第４条に該当する事実を知ったときは、直ちに通報先

に通報する。 

３ 通報先は、専務理事または内部通報窓口（総務課長）のいずれかとする。 

 

（通報の対象となる事業） 
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第３条 通報の対象となる事業は、商工会議所におけるすべての事業とする。 

 

（通報の内容） 

第４条 通報の内容は、以下の違法行為等とする。 

 (1) 犯罪行為およびそのおそれがあるもの 

 (2) 法令および諸規程等に反する不適正な行為およびそのおそれがあるもの 

(3) 信義則上問題となるもの 

 

（通報の方法・管理） 

第５条 通報は、様式１の「内部通報制度 通報フォーム」に所要事項を記入し、郵送、ＦＡＸ、 

ｅメール、または、持参のいずれかの方法による。 

 

２ 受けた通報は、様式２の「内部通報制度 通報管理台帳」により総務課長が管理する。 

 

（内部通報窓口の役割・調査） 

第６条 内部通報窓口に通報があった場合、総務課長は、速やかに専務理事に報告する。 

２ 総務課長は、専務理事の指示を受け、通報された事項に関する調査を実施し、その結果を専 

務理事に報告する。 

 

（専務理事の役割） 

第７条 通報先である専務理事は、直接通報を受けた場合、前条第２項の調査を総務課長に指

示する。 

２ 専務理事は、必要に応じ、顧問弁護士に連絡・相談を行う。 

３ 専務理事は、通報を受けた場合、会頭に通報の事実、また、当該通報にもとづく調査結果お 

よび是正結果を報告し、指示を受けるものとする。 

 

（調査協力義務） 

第８条 役職員は、通報された内容の事実関係の調査に協力を求められた場合は、調査に協力

しなければならない。 

 

（是正措置） 

第９条 調査の結果、違法行為等が明らかになった場合は、速やかに是正措置および再発防止

策を講じなければならない。 

 

（処分） 

第１０条 調査の結果、違法行為等が明らかになった場合は、違法行為等に関与した者に対し、

就業規則等に従って処分する。 

 

第３章 当事者の責務 
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（通報者の保護） 

第１１条 商工会議所は、通報者が通報したことを理由として、通報者に対して人事、給与、ま 

た就業環境を害すること等、不利益な取扱いをしてはならない。 

 

（個人情報の保護・守秘義務） 

第１２条 通報された内容および調査で得られた個人情報は、総務課長が管理し、開示しては

ならない。正当な理由なく開示した者に対しては、就業規則等に従って処分する。 

２ 本規程に定める業務を行う者は、秘密を厳守しなければならない。 

 

（回答） 

第１３条 内部通報窓口の担当者は、専務理事の指示を受け、通報者に対し、当該通報にもとづ 

く調査結果および是正結果について、被通報者のプライバシーに配慮しつつ回答する。 

２ 専務理事が直接通報を受けた場合は、通報者に対し前項の回答を直接行うことができる。 

 

（不正目的の通報の禁止） 

第１４条 通報者は、虚偽の通報や不正に利益を得るため、あるいは他人に損害を与える等の

不正な目的のために本制度を利用してはならない。不正目的の利用の場合は、通報を行った

者が所属する商工会議所の就業規則等に従って処分する。 

 

    付 則    

この規則は、令和７年２月１２日から実施する。 
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内部通報制度 通報フォーム 

 このフォームは「黒石商工会議所内部通報制度に関する規程」にもとづき、当所内における組織的または個人的な法

令違反および諸規程等に反する不適正な行為（以下「違法行為等」という）について、内部通報を行う際に使用する様

式です。この内部通報については、通報を行ったことを含め、あなたの氏名、通報内容などは開示しません。また通報

を理由とした不利益な取り扱いも行いません。内部通報窓口では、通報を受けた内容について調査を実施します。その

際にはヒアリングなどのご協力をお願いすることもあります。 

 太枠内の□にはﾚ印を、空欄には所要事項をご記入ください。 

通報先 □専務理事    □内部通報窓口 

通報者の氏名  通報日   年    月    日 

所属もしくは 

雇用区分 

□役職員（所属：              役職：            ） 

□受入出向者（所属：            役職：            ） 

□契約職員（所属：             役職：            ） 

□派遣職員（派遣元：            所属：            ） 

□アルバイト（所属：                       ） 

□その他（                                  ） 

希望する 

連絡方法 

□電話（電話番号：                 [自宅・職場・携帯・他]） 

□メール（アドレス：                           ） 

□ＦＡＸ（ＦＡＸ番号：                     [自宅・他]） 

□郵送（住所：                         [自宅・他]） 

通報内容 

①被通報者（氏名：         所属：       役職：      ） 

②通報対象事実（既に生じている・生じようとしている・その他（      ）） 

  いつ： 

  どこで： 

  何が： 

  どのように： 

  なぜ生じたのか： 

  対象となる法令違反など： 

③通報対象事実を知った経緯： 

 

④通報対象事実に関する考え： 

 

 

⑤その他 

 

⑥証拠書類の有無 （有[内容：                ] ・ 無） 

[注意事項] 

 内部通報は、十分な調査や通報者への適切なフィードバックのために、実名を原則とします。実際には匿名での通報

も受付しますが、匿名の場合は十分な調査や通報者の保護、適切なフィードバックを行うことができないことがありま

す。 

受付番号  通報受付日 
 年  月  日（ ） 

  時   分 
受付担当  

 

様式１（第５条第１項関係） 
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内部通報制度 通報管理台帳 

  

 

受付番号  通報受付日 
 年  月  日（ ） 

  時   分 
受付担当  

専務理事への報告 年  月  日（  ）     

調査の状況 

□調査の必要性： 有・無   

□調査担当者： 

□調査対象者・部門：                  

□ヒアリング対象者： 

□調査内容： 

 

 

 

□調査結果： 

 

 

 

□法令違反の有無： 有（              ）・無  

□調査完了の通知： 済（  ／  ） 

是正措置の実施 

□是正措置案の作成： 済（  ／  ）  

□内容：       

         

□実施：済（  ／  ） 

□所内処分の必要性： 有（内容                              ） 

無（理由                              ） 

□所内処分の実施： 済（  ／  ）  

□是正措置完了の通知： 済（  ／  ） 

事後の状況確認 

□公益通報者保護法の対象有無： 対象・対象外（理由                    ） 

□通報者への不利益取扱有無： 有（内容                       ）・無 

□不正行為の再発有無： 有（状況                          ）・無 

□再発防止のために実施した対応：                   （実施日   ／   ）  

 

会頭 専務 総務課長 

   

様式２（第５条第２項関係） 

36



⑩ 令和７年２月１２日開催の常議員会において、財務関係資料等の公開に関する規則を次の通

り定めた。 

黒石商工会議所財務関係資料等の公開に関する規則 

 

（目的） 

第１条 本規則は、黒石商工会議所（以下「当所」という）の公共的・公益的性格に鑑み、自 

ら、その財務関係資料等の情報を公開することで、当所の事業活動に関する国民各層から

の理解を深めることを目的とする。 

 

（公開する財務関係資料等） 

第２条 当所が公開する財務関係資料等は、原則として、次のとおりとする。 

(1) 事業報告書・事業計画書 

(2) 収支決算書・収支予算書 

(3) 貸借対照表 

(4) 財産目録 

(5) 貸借対照表等説明資料 

(6) 固定資産台帳 

(7) 監査報告書 

 

（非公開情報と閲覧拒否） 

第３条 次に掲げる財務関係資料等は、原則として公開しない。 

(1) 個人別給与、住宅ローン等、個人を特定できるプライバシーに関するもの 

(2) 商工会議所事業の適正な遂行を妨げるおそれのあるもの 

(3) 特定の個人に利益や不利益を与えるおそれのあるもの 

(4) 特定個人情報 

２ 公開情報の閲覧目的が、当所を誹謗・中傷することにあることが明らかな場合には、閲覧を 

拒否できるものとする。 

３ 閲覧者は、当該資料を丁寧に取り扱うこととし、汚損した場合には、閲覧を中止させ、また 

は禁止することができる。 

 

（情報公開担当部署） 

第４条 情報公開担当部署は、総務部総務課とする。 

 

（公開資料の備付け） 

第５条 公開する財務関係資料等は、当所事務局の所定の場所に備え付ける。 

２ 備え付け期間は、５年間とする。 

 

（閲覧手続きと閲覧場所等） 

第６条 閲覧申込みは、所定様式の「財務関係資料等の閲覧申込書」で受け付ける。 

２ 閲覧は、当所事務局の所定の場所で行うものとする。 

３ コピーサービスは、有料とする。 
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（委任） 

第７条 本規則に定めるもののほか、この規則の施行に必要な事項は、事務局長が別に 

 定める。 

 

  付 則 

この規則は、令和７年２月１２日から実施する。 
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＜様式＞ 

  年  月  日 

 黒石商工会議所 事務局長 様 

 

       ＜閲覧申込者＞ 

                      住 所                  

                       氏 名                 印 

会社名又は勤務先              

                  役 職                      

ＴＥＬ                      

 

財務関係資料等の閲覧申込書 

 

 黒石商工会議所の財務関係資料等の閲覧を申込みます。 

 

 

 

閲 覧 の 目 的 

 

 ※簡潔にご記入ください。 

 

【注意事項】 

１．公開している財務関係資料等は、収支決算書、貸借対照表、財産目録、貸借対  

 照表説明資料、固定資産台帳、監査報告書、事業報告書、事業計画書・収支予算   

 書です。 

  ２．閲覧申込みに当たっては、運転免許証など身分を証明できるものを確認させて 

   いただきます。 

  ３．閲覧資料の貸し出しはいたしません。 

  ４．閲覧は、当所指定の場所でお願いします。 

  ５．コピーサービスは、有料です。料金等は、当所備品料金表の通りとなります。 

  

      事務局記入欄 

 

     身元確認     運転免許証  身分証明書（勤務先発行など） 

              その他（                ） 
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区　　　　　分 会　員　数

個　　　　　人 ３５２

法　　　　　人 ３５

計 ３８７

 

会　　　　員 非  会  員

個　　　　　人 ０ ０ ０

法　　　　　人 ４０１ ２９４ １０７

計 ４０１ ２９４ １０７

 

区　　　　　分 定　　　　数 実　　　　数 備　  　　考

会　　 　　頭 １ １

副 　会　 頭 ４人以内 ３

専 務 理 事 １ １

常   議   員 ２０ １９

監         事 ３ ３

計 ２９人以内 ２７人

 　（２）特別会員　         

摘　　　　　　　　　　要

 　（３）特定商工業者

内　　　　　　　訳
区　　　　　分 特定商工業者数

 　（４）役　　　員

　　　①　役員の定数及び実数
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氏　　　名 企業の名称及び企業上の地位 企　業　の　業　種

 山田 広巳  山田住宅 代表  不動産賃貸業

 佐々木 直樹  ㈲ダスキン黒石　代表取締役  清掃用品レンタル

 佐藤 慎司  ㈲マルサでんき　代表取締役  家電・ＯＡ機器販売

 小山内 慎一  ㈱おはよう賛　代表取締役  新聞販売

 伊藤 忠志  ㈱グリーンパレス松安閣　代表取締役  仕出し、貸席

 濱田 公一  北砲興発㈱　専務取締役  建設

 伊藤 香奈子  ㈱津軽新報社　代表取締役社長  新聞発行・総合印刷

 中村 公生  社会福祉法人報徳会　施設長  社会福祉事業

 増田 邦春  ㈲黒石スクラップセンター　代表取締役  再生資源処理

 宇野 正行  ㈲宇野自動車　代表取締役  自動車販売・整備

 井上 一樹  青森県りんごジュース㈱　総務部総務課長  清涼飲料製造

 葛西 利治  黒石ガス㈱　取締役総務部長  ガス燃料販売

 福士 拓弥  ㈱ツガルサイコー　代表取締役社長  観光施設

 泉 　充彦  ㈲泉バッテリー　代表取締役  自動車整備

 小倉 善博  ㈲稲部電気商会　代表取締役  電気工事

 福原 真一  ㈲福原建業　代表取締役  建築

 佐川 伸男  ㈲佐川自動車整備工場　取締役会長  自動車販売・整備

 三上 勝久  ㈱サンカツ　代表取締役会長  食品製造

 宇野 純子  ㈱とがわ建設　専務取締役  建設

 千葉 清光  青山鉄工㈱　代表取締役  鉄工

 中村 公成  ㈱黒石日産自動車商会　代表取締役  自動車販売・整備

 建設

 高嶋 良樹  アクサ生命保険㈱　黒石分室長  生命保険

 松村久美子  ㈲松葉堂まつむら　代表取締役  製菓小売

 宮本 敦  管電工業㈱　取締役副社長  建設

 對馬 学  黒石塗装工業㈱　代表取締役  塗装工事

 髙田 英樹  ㈱黒石架設　代表取締役  足場架設工事

 三上 修平  ㈲マルケン土木　代表取締役  建設

 粂田 泰孝  ㈱エクシェリール　代表取締役  洗濯業

 村岡 功聖  ㈲村岡建設　代表取締役  建築

 村上 慈人  ㈲レストラン御幸　代表取締役  飲食店、仕出し

 木村 尚政  青い森信用金庫黒石支店　支店長  金融

 福士 悟  ㈲福士コンリート建設　代表取締役  土木工事

 中村 健一  ㈲南黒地域交通　営業所長  旅客輸送

　　②　議員の氏名、企業の名称及び企業上の地位、企業の業種

　　　ａ　１号議員　　３４名
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（１０）顧問・参与等 

① 顧 問 

     黒石市長          髙  憲 

     衆議院議員         岡田 華子 

     青森県議会議員       大平 陽子 

     黒石市議会議長       工藤 和行 

     元黒石商工会議所会頭    北山 肇 

     前黒石商工会議所会頭    村上 信吾 

        

 

② 参 与 

     黒石公共職業安定所 

     (一社)黒石地区労働基準協会 

     青森県立黒石高等学校 

     元黒石商工会議所専務理事  佐藤 忠征 

     前黒石商工会議所事務局長  三上 謙二 
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　　　令和６年６月１９日に食品部会が開催され、１名の２号議員が選任された。

部  会  名 氏　　　名 企業の名称及び企業上の地位 企 業 の 業 種

食 品 商 業  渋川 陽介  ㈱渋川製菓　専務取締役  製菓小売

　③　３号議員

　①　令和６年５月２８日開催の通常議員総会において、副会頭を選任した。

役　職　名 氏　　　名 企業の名称及び企業上の地位 企 業 の 業 種

副 会 頭  宇野 純子  ㈱とがわ建設　専務取締役  建設

〃  村上 照幸  ㈱むらかみ　代表取締役  食料品販売

　②　中澤和行監事辞任に伴う補欠選任について、令和６年５月２８日開催の通常議員総会

　　において、渋川悟氏（東奥信用金庫庫黒石支店）を選任した。

　　　当該年度において、３号議員の選任は行われなかった。

 （２）役　　員

３．選挙及び選任

　　　当該年度において、１号議員の選任は行われなかった。

　②　２号議員

 （１）議　　員

　①　１号議員
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４．事 務 局

（１）事務局の機構

部 課 名 分 掌 事 務 職員数

総 務 課 ⑴ 定款その他諸規程に関する事項 ６

⑵ 秘書に関する事項 (嘱託職員を

⑶ 儀礼、交際及び渉外に関する事項 含む)

⑷ 文書の収受、発送及び整理保管に関する事項

⑸ 議員総会、常議員会及びその他会議に関する事項

⑹ 公印の管理に関する事項

⑺ 役員、議員の選任及び選挙に関する事項

⑻ 広報の発行、その他印刷物の刊行配布に関する事項

⑼ 収支予算及び決算に関する事項

⑽ 会費、負担金、過怠金その他徴収に関する事項

⑾ 現金、預金及び有価証券の出納管理に関する事項

⑿ 物品の調達及び保管に関する事項

⒀ 財産の管理運営に関する事項

⒁ 経理及び帳簿の整理保管に関する事項

⒂ 人事及び給与に関する事項

⒃ 特定商工業者に関する事項

⒄ ＩＴ（情報技術）機器及び情報の管理に関する事項

⒅ 前各号に掲げるもののほか、他の所掌に属さない事項

業 務 課 ⑴ 商工業に係る証明、鑑定、紹介、斡旋に関する事項

⑵ 商工業に係る技術技能の普及及び検定に関する事項

⑶ 商工業者の信用調査に関する事項

⑷ 展示会等物産の出品及び販路開拓に関する事項

⑸ 講習会、講演会、懇談会及び見学・視察に関する事項

⑹ 商工統計及び調査に関する事項

⑺ 観光事業に関する事項

⑻ 発明考案に関する事項

⑼ 委託団体の事務に関する事項

⑽ 労働保険事務組合に関する事項

⑾ 会議所共済制度及び社会保険に関する事項

⑿ その他商工業の振興に関する事項

－ 30 －
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 （２）事務局職員   

  ① 主な職員の役職・氏名 

      

      事 務 局 長 三 上 昌 一  中小企業相談所長 三 上 昌 一 

                        

      総務課長兼業務課長 三 上 昌 一  中小企業相談所次長 古 川 稚 子 

      事 務 取 扱         振 興 課 長 

   

      総務課係長兼業務課係長 小笠原綾子  中 小 企 業 相 談 所 豊 巻 英 知 

                        相 談 課 長 

 

中 小 企 業 相 談 所 西 沢  弘 

               相 談 課 長 補 佐 

 

        中 小 企 業 相 談 所 鳴海淳一郎 

               振 興 課 長 補 佐 

 

中 小 企 業 相 談 所 寺 口 将 太 

               振 興 課 係 長 

 

 

  ② 職員数 

区分 一般職員 経営指導員 補助員 記帳専任職員 その他 計 

男 ２ ２ ２ １ ０   ７ 

女 ２ １ ０ ２ ２  ７ 

計 ４ ３ ２ ３ ２ １４ 

    

 

  

52



５．庶   務 

（１）文   書 

月  別 
受  信 発  信 

国 内 国 外 計 国 内 国 外 計 

令和 ６年４月 ３７ ０ ３７ １３ ０ １３ 

５月 ４８ ０ ４８  ８ ０  ８ 

６月 ３８ ０ ３８ １４ ０ １４ 

７月 ３６ ０ ３６ ６ ０ ６ 

８月 ４１ ０ ４１ ３ ０ ３ 

９月 ３２ ０ ３２ ２４ ０ ２４ 

１０月 ３９ ０ ３９ ９ ０ ９ 

１１月 ３６ ０ ３６ ８ ０ ８ 

１２月 ３８ ０ ３８ １０ ０ １０ 

令和 ７年１月 ２５ ０ ２５ １０ ０ １０ 

２月 ３２ ０ ３２ ３ ０ ３ 

３月 ３０ ０ ３０ １２ ０ １２ 

計 ４３２ ０ ４３２ １２０ ０ １２０ 

 

 （２）表彰・受章（賞） 

① 表 彰 

第５９回永年勤続優良従業員表彰式 

      開催日時 令和７年１月２２日 

      開催場所 黒石市乙徳兵衛町３４ 「グリーンパレス松安閣」 

      被表彰者  

勤 続 年 数 被表彰者数 勤 続 年 数 被表彰者数 

１０年以上１５年未満    １名   ２５年以上３０年未満  ２名 

１５年以上２０年未満 ３名 ３０年以上 １４名 

２０年以上２５年未満 ２名 合   計 ２２名 

                    

② 受 章（賞） 

 東北六県商工会議所連合会会長表彰（表彰規定第２条） 

    受賞日 令和６年６月２０日 

受賞者 副 会 頭          粂田 泰孝 

常 議 員          後藤 英輝 

    常 議 員          鳴海 信宏 

議   員          千葉 清光 

議   員          對馬  学 
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開 催 日 名　　　　　　　　　　称 開 催 場 所 出　席　者

４月１６日 黒石商工会議所青年部令和６年度通常総会懇親会 グリーンパレス松安閣 新岡会頭他

２４日 南黒燃焼器具整備協会定時総会懇親会 富士見温泉ダンスホール 新岡会頭

　５月　８日 黒石市管工事業協同組合第４６回令和６年度通常総会総会懇親会 富士見館 新岡会頭

１４日 黒石商工会議所女性会令和６年度通常総会懇親会 グリーンパレス松安閣 新岡会頭他

１７日 佐藤家通夜(黒石商工会議所 常議員 佐藤洵一ご母堂） 保福寺 工藤専務理事

２１日 黒石つゆやきそば伝紹会令和６年度会員総会懇親会 蔵よし 新岡会頭他

２１日 黒石商店街協同組合第３０期通常総会懇親会 レストラン御幸 粂田副会頭

２６日 令和６年度東京黒石会定例総会 グランドアーク半蔵門 新岡会頭

２７日 (一社)黒石地区労働基準協会令和６年度定時会員総会 グリーンパレス松安閣 新岡会頭

２７日 こみせ通り商店街振興組合令和６年度通常総会後の懇親会 レストラン御幸 粂田副会頭

　６月　１日 じょんからのふる里づくり推進協議会通常総会 黒石市立浅瀬石公民館 新岡会頭

４日 黒石物産協会令和６年度通常総会懇親会　 蔵よし 新岡会頭

１１日 (公社)黒石市シルバー人材センター令和６年度定時総会 グリーンパレス松安閣 新岡会頭

１１日 (公社)黒石法人会第１２回定時総会 南田温泉ホテルアップルランド 粂田副会頭

１５日 第１７回古都ひろさき花火の集い 弘前市岩木川河川敷運動公園 三上主事

１８日 令和５年度特定非営利活動法人横町十文字まちそだて会 レストラン御幸 新岡会頭

通常総会懇親会

２４日 黒石地区エネルギー問題懇談会定時総会 赤提灯 新岡会頭他

２４日 津軽こみせ㈱第２４回定時株主総会 音蔵　こみせん 粂田副会頭

２７日 東北税理士会弘前支部第４４回定期総会 弘前パークホテル 三上事務局長

　７月　８日 故 塚原隆市 儀 合同葬儀(八戸商工会議所副会頭) 八戸プラザホテル 工藤専務理事

１１日 みちのく銀行黒石内町支店グリーンクラブ解散会 グリーンパレス松安閣 粂田会頭他

兼納涼パーティー

１２日 けんしんよう黒石支店貯蓄会令和６年度「ふれあいビア 津軽伝承工芸館 中村公成常議員

パーティー」兼「黒石支店開設５０周年記念祝賀会」

１４日 第３０回クラシックカークラブ青森ミーティング レストラン御幸駐車場 粂田副会頭

インこみせ開会式

１４日 第３０回クラシックカークラブ青森ミーティング 黒石市中心市街地 村上副会頭

インこみせ交通安全パレード

２５日 青森銀行黒石支店後援会合同納涼パーティー グリーンパレス松安閣 新岡会頭他

３０日 黒石ねぷた祭り出陣式 御幸公園 新岡会頭

３０日 黒石ねぷた祭り審査 黒石市役所前 粂田副会頭

　８月  １日 令和６年「弘前ねぷたまつり出陣式」 弘前市桜大通り市民広場前 村上副会頭

８日 クラシックカークラブ青森ミーティングinこみせ慰労会 つがるの食彩　野田 粂田副会頭

１６日 大川原の火流し 大川原温泉会館 ふくじゅ草 村上副会頭

１８日 黒石市市制施行７０周年記念「第３８回浅瀬石川灯籠流し」 浅瀬石川河川敷 イベント広場 宇野副会頭

　９月　１日 令和６年度黒石市消防団観閲式 黒石市役所駐車場他 村上副会頭

１日 十方堂大祭とファン感謝デー 青荷温泉 粂田副会頭

１０日 千葉家通夜(黒石商工会議所 議員 千葉清光ご尊父） メモリアルホールにしや 佐藤佳仁青年部シニア会長

１５日 第３９回黒石こみせまつり開会式 黒石神明宮 新岡会頭他

２１日 第１８回中延ねぶた祭り 昭和通り商店会他 佐藤洵一常議員

１０月　５日 「第３０回宮古市産業まつり」オープニングセレモニー 産業まつり屋内特設ステージ 新岡会頭他

５日 第３０回宮古市産業まつり姉妹友好市町村等歓迎交流会 宮古ホテル沢田屋 新岡会頭他

１５日 黒石市役所わのまちセンターオープニングセレモニー 黒石市役所わのまちセンター 新岡会頭

１６日 黒石地酒をたしなむ会創立５５周年記念菊酒例会 グリーンパレス松安閣 粂田副会頭

１１月　３日 令和６年度黒石市表彰式及び祝賀会 グリーンパレス松安閣 新岡会頭

７日 黒石地区税務関係団体協議会令和６年度総会 赤提灯 新岡会頭

７日 千葉家通夜(黒石商工会議所 常議員 千葉晃大ご祖母様）メモリアルホールにしや 工藤専務理事

     （３）慶　　　弔
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１６日 市制施行７０周年記念第３３回黒石りんごまつり開会式 スポカルイン黒石 新岡会頭

１６日 宮古市歓迎交流会 赤提灯 新岡会頭他

１２月　５日 黒石地区産業安全衛生大会 グリーンパレス松安閣 村上副会頭

１５日 黒石市市制施行７０周年記念式典及び音楽会 スポカルイン黒石 新岡会頭他

１７日 東奥信用金庫黒石支店２０２４年合同忘年パーティー グリーンパレス松安閣 新岡会頭

２０日 令和６年叙勲・褒章・県褒章受章祝賀会 グリーンパレス松安閣 粂田副会頭

２３日 筆供養 富士見館 宇野副会頭

１月　４日 津軽こけし館２０２５年館初挽き 津軽こけし館 粂田副会頭

６日 令和６年新年互例会 グリーンパレス松安閣 粂田副会頭他

１４日 ２０２５年黒石商工会議所女性会･新春会員大会 蔵よし 新岡会頭他

１７日 (公社)黒石青年会議所２０２５年度新年祝賀会 津軽伝承工芸館 粂田副会頭

２３日 黒石ロータリークラブ第５７回新年会 赤提灯 新岡会頭

２月　４日 青森県板金工業組合津軽支部第２１回通常総会懇親会 ホテルアップルランド 村上副会頭

８日 第３７回全日本ずぐり回し選手権大会by冬のこみせ開会式 松の湯交流館駐車場 新岡会頭

１５日 木村次郎を囲む新春の集い アートホテル弘前シティ 新岡会頭

３月１４日 第１回宮古市・黒石市地産地消フェア 津軽伝承工芸館 宇野副会頭

２６日 黒石記者クラブ歓送迎会 食道園 粂田副会頭

２８日 黒石地区溶接協会総会 赤提灯 新岡会頭
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 ６．会   議 

  （１）議員総会 

① 通常議員総会 

ａ 開催日時  令和６年５月２８日（火）午後４時３０分 

       開催場所  黒石市乙徳兵衛町３４ ｢㈱グリーンパレス松安閣｣ 

      出 席 者      役議員・１５名（委任状行使者４０名） 事務局・６名 

      議案審議  議案第１号 令和５年度事業報告承認について 

             議案第２号 令和５年度各会計収支決算承認について  

            議案第３号 副会頭選任に伴う同意について  

議案第４号 監事の選任について  

       議事の概要 

工藤専務理事開会を宣言。新岡会頭挨拶のあと議長となり議事に入る。１号議案につい

ては工藤専務理事、三上事務局長が配付資料に基づき説明。議長が諮り原案通り決定し

た。飯田監事が監査結果を報告。２号議案については三上事務局長、古川次長、小笠原

係長が配布資料に基づき説明。議長が諮り原案通り決定した。３号議案については宇野

純子氏、村上照幸氏を選任した。４号議案については渋川悟氏（東奥信用金庫庫黒石支

店）を選任した。 

 

  

ｂ 開催日時  令和７年３月２８日（木）午後３時００分 

       開催場所  黒石市横町１５－４ ｢こみせの宿 ホテル逢春｣ 

       出 席 者      役議員・１４名（委任状行使者３９名） 事務局・６名 

       議案審議  議案第１号 令和７年度事業計画（案）について 

            議案第２号 令和６年度一般会計収支補正予算（案）及び令和６年度 

                  中小企業相談所特別会計収支補正予算（案）について 

            議案第３号 令和７年度各会計収支予算（案）について 

            議案第４号 借り入れ最高限度額決定について           

      議事の概要 

 工藤専務理事開会を宣言。新岡会頭挨拶のあと議長となり議事に入る。１～３号議案

については工藤専務理事、三上事務局長、古川次長、小笠原係長が配布資料に基づき説

明。議長が諮りそれぞれ原案通り決定した。４号議案については限度額を 2,000 万円と

決定した。 

 

 

（２）正副会頭会議（１３回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

  ４月 １日 

午前 ９時００分 

会 頭 室        ４名 １.令和 6年度正副会頭担当職務について 

２.令和 6年度第 1回通常議員総会の開催日程について 

３.令和 6年度県連要望事項について 

４.その他  

① 日本商工会議所と東北六県商工会議所連合会との懇 

56



談会について 

② 黒石よされ実行委員会役員会の開催日程について 

③ 5月三役会の開催日程について 

④ 黒石市市制施行 70周年記念への要請について 

⑤ 副会頭の補充について 

５.役員スケジュールについて 

   ５月 １日 

午前 ９時００分 

会 頭 室        ４名 １. 令和 5年度事業報告・収支決算について 

２. 県連幹事会報告 

３. 役員スケジュールについて 

      ６月 ４日 

午前 ９時００分 

会  頭  室  ６名 １.会議所内正副会頭の担当職務等について 

２.共済フォーラムの開催日程について 

３.協賛後援依頼について 

４.県連会員大会の意見発表ついて 

５.セミナーの提案について 

６.副会頭の会費について 

７.役員スケジュールについて 

    ６月２５日 

午前 ９時００分 

会  頭  室  ６名 １.総務委員会並びに金融委員会の委員選任について 

２.黒石よされ実行委員会役員会の開催日程について 

３.四商工会議所専務理事会議報告 

４.後援依頼について 

５.役員スケジュールについて 

     ７月２３日 

午前  ９時００分 

会 頭 室        ６名 １.黒石よされについて 

２.黒石市企業懇談会について 

３.後援依頼について 

４.マネーセミナーの開催要請について 

５.役員スケジュールについて 

     ８月２７日 

午前  ９時００分 

会 頭 室        ６名 １.黒石よされ終了に伴う市長表敬訪問について 

２.令和 6 年度第 1 回三役・部会長・委員長会議開催日程

について 

３.9月常議員会の開催日程について 

４.黒石市長とのランチミーティングについて 

５.第 39回黒石こみせまつりについて 

６.その他 

① ＢＷＣ福祉制度キャンペーンｐａｒｔ２について 

② 協賛依頼について 

③ わらび座の公演について 

④ 令和 7年 4月の職員採用について 

７.役員スケジュールについて 

     ９月２４日 

午前  ９時１５分 

会 頭 室        ６名 １.黒石よされ終了に伴う市長表敬訪問の日程について 

２.黒石こみせまつりについて 

３.職員採用試験の結果について 

４.その他 

 ① 常議員会から黒石市への要望事項について 

 ② 黒石市への要望事項について 

③ 黒石市長とのランチミーティングについて 

④ 市制施行 70周年広告依頼について 

⑤ 日本商工会議所第 139回通常会員総会報告 

５.役員スケジュールについて 

   １０月２２日 

午前  ９時００分 

会 頭 室        ６名 １.黒石市への要望事項提出について 

２.黒石よされ実行委員会役員会及び総会の開催日程につ 

いて 
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   ３.宮古商工会議所との交流会開催について 

４.2025年新春会員大会について 

５.会議所人事について 

６.年賀状について 

７.その他 

① 常議員会上程案件について 

８.役員スケジュールについて 

    １１月２６日 

午前 ９時００分 

会 頭 室        ６名 １.2025年新春会員大会及びスローガンについて 

２.令和 7年 4月の職員採用について 

３.12月及び 1月常議員会並びに 1月三役会の開催日程に 

ついて 

４.その他 

① 経営発達支援計画策定・提出について 

② 協賛後援依頼について 

③ 大阪・関西万博ツアー企画について 

④ 全国商工会議所観光振興大会 2025in長崎について 

５.役員スケジュールについて 

１２月２４日 

午前  ９時００分 

会 頭 室        ５名 １.2025 年役員改選に係る臨時議員総会の開催日程について 

２.新春会員大会スローガン等について 

３.青森銀行とみちのく銀行の統合に伴う常議員辞退等に 

ついて 

４.その他 

① 全国商工会議所観光振興大会 2025in長崎について 

② マッコ市の協賛について 

③ パートナーシップ構築宣言について 

④ 大阪・関西万博ツアーについて 

５.役員スケジュールについて 

１月２１日 

午前  ９時３０分 

会 頭 室        ５名 １.新春会員大会スローガンについて 

２.全国商工会議所観光振興大会 2025in長崎について 

３.令和 7年度黒石商工会議所内人事案について 

４.常議員会上程案件について 

５.後援依頼について 

６.役員スケジュールについて 

２月２５日 

午前  ９時００分 

会 頭 室        ６名 １.令和 7年度事業計画（案）・収支予算（案）について 

２.黒石市への要望事項に係る回答書の受領日程について 

３.令和 6年度第 2回通常議員総会の開催日程について 

４.日本商工会議所第 140回通常会員総会並びに第 308回 

議員総会について 

５.その他 

 ① むつ商工会議所内田会頭のご母堂様のお別れ会への 

対応について 

６.役員スケジュールについて 

３月２５日 

午前  ９時００分 

 

会  頭  室 

 

 ６名 

 

 

１.令和 7年度第 1回通常議員総会の開催日程について 

２.令和 7年度正副会頭担当職務について 

３.黒石商工会議所定款の一部改正について 

４.令和 7年度県連要望事項について 

５.常議員欠員に伴う補欠選任並びに広報特別委員会委員 

長委嘱について 

６.県連幹事会報告 

７.日本商工会議所第 308回議員総会について 

８.黒石よされ実行委員会役員会の開催日程について 

９.その他 
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① 共催協賛後援依頼について 

10.役員スケジュールについて 

 

 

（３）常議員会（９回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

 ４月 ９日 

午後 １時３０分 

会 頭 室       １１名 

 

議案審議 

１.青森県商工会議所連合会会員大会で上程する要望事項 

について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

２.監事の選任について 

◇内容を審議し、原案どおり通常議員総会へ提案する 

ことに決定した。 

３.通常議員総会等の開催日時について 

 ◇監査会、常議員会、通常議員総会の日時を決定した。 

４.新入会員の承認について 

◇5事業所の入会を承認した。 

報告事項 

１.小規模企業振興委員委嘱について報告した。 

２.交通量調査結果について報告した。 

３.令和 5年度補助事業実施内容について報告した。 

①事業環境変化対応型支援事業、②中小企業者等 

ＬＰガス等価格高騰支援金給付業務、③制度改正 

等の課題解決環境整備事業、④伴走型小規模事業 

者支援推進事業、⑤黒石市事業者物価等高騰対策 

補助金事務委託業務、⑥経営・技術強化支援事業、 

⑦黒石市創業相談ルーム管理運営事業、⑧持続化 

補助金・ものづくり補助金、事業再構築補助金 

４.会員入会・退会状況について報告した。 

５.令和 6年度正職員採用について報告した。 

６.事務局組織・業務分担一覧について報告した。 

７.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

     ５月１４日 

午後  １時３０分 

会 頭 室       １０名 議案審議 

１.副会頭選任に伴う同意について 

◇内容を審議し、原案通り通常議員総会へ提案すること 

に決定した。 

２.令和 5年度事業報告承認について 

◇内容を審議し、原案通り通常議員総会へ提案すること 

に決定した。 

３.令和 5年度各会計収支決算書承認について 

◇内容を審議し、原案通り通常議員総会へ提案すること 

に決定した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

     ７月 ９日 

午後  １時３０分 

会 頭 室       １１名 議案審議 

１.総務委員会委員及び金融委員会委員委嘱承認について 

 ◇内容を審議し、原案通り決定した。 

２.新入会員の承認について 

◇5事業所の入会を承認した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 
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     ９月１７日 

午後  １時３０分 

会 頭 室   ８名 議案審議 

１.黒石市への要望事項(案)策定について 

◇内容を審議した。 

２.黒石市長とのランチミーティング開催について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

その他 

１.弘前保健所より｢食生活から始める健康管理(メタボ予 

防・減塩)｣説明 

   １０月 ８日 

午後  １時３０分 

会 頭 室  １１名 議案審議 

１.黒石市への要望事項(案)策定について 

 ◇内容を審議し、原案通り決定した。 

２.新入会員の承認について 

◇6事業所の入会を承認した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

   １１月１２日 

午後 １時３０分 

会 頭 室  １１名 議案審議 

１.労働保険事務組合事務処理規約の一部改正(案)につい 

  て 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

２.黒石商工会議所職員給与規則の一部改正(案)につい 

て 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

    １月 ９日 

午後  １時３０分 

会 頭 室    ４名 議案審議 

１.顧問の辞任・委嘱の承認について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

２.金融委員会副委員長委嘱承認について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

３.新入会員の承認について 

◇2事業所の入会を承認した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

      ２月１２日 

午後 １時３０分 

会 頭 室  １１名 議案審議 

１.令和 6年度一般会計収支補正予算(案)について 

◇内容を審議し、原案どおり通常議員総会へ提案する 

ことに決定した。 

２.令和 6年度中小企業相談所特別会計収支補正予算(案) 

について 

◇内容を審議し、原案どおり通常議員総会へ提案する 

ことに決定した。 

３.育児・介護休業等に関する規則の改正(案)及び黒石 

商工会議所職員就業規則の一部改正(案)について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

４.黒石商工会議所個人情報保護規則の一部改正(案)に 

ついて 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

５.黒石商工会議所特定個人情報保護規程の一部改正 

(案)について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 
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６.黒石商工会議所倫理規程(案)について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

７.黒石商工会議所内部通報制度に関する規程(案)につ 

いて 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

８.黒石商工会議所財務関係資料等の公開に関する規則 

(案)について 

◇内容を審議し、原案通り決定した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

      ３月１１日 

午後 １時３０分 

会 頭 室        ７名 議案審議 

１.令和 7年度事業計画（案）審議について 

◇内容を審議し、原案どおり通常議員総会へ提案する 

ことに決定した。 

２.令和 7年度各会計収支予算（案）について 

◇内容を審議し、原案どおり通常議員総会へ提案する 

  ことに決定した。 

３.借り入れ最高限度額決定について 

◇2,000万円に決定した。 

報告事項 

１.各部会・委員会、青年部・女性会活動について報告した。 

  

 

  （４）意見交換会（２回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

  １０月２１日 

午後 ０時００分  

こ み せ の 宿 

ホ テ ル 逢 春  

 １８名 １.市長とのランチミーティング 

◇地域商工業の発展への展望について意見交換 

【市役所わのまちセンターを中心とした活用について】 

     ３月２５日 

午前１１時００分 

黒 石 市 役 所 

市 長 室 

  ５名 １.「令和 7年度黒石市に対する要望事項」に対する黒石 

市からの回答書受取 

◇要望事項に対する意見交換 

 

 

（５）監査会（３回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

      ４月２３日 

午前１０時００分 

会 頭 室        ２名 １.各会計諸帳簿及び関係書類の監査 

      ９月２０日 

午前１０時００分 

会 頭 室        ３名 １.各会計諸帳簿及び関係書類の監査 

      １月２０日 

午前１０時００分 

会 頭 室        ２名 １.各会計諸帳簿及び関係書類の監査 

 

（６）合同会議（１回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

□三役・部会長・委員長合同会議 

   ９月２６日 

午後 １時３０分 

会 頭 室   ９名 １.令和 7年度要望事項（案）策定について 

◇各部会・委員会より提出された要望事項を精査し、 

提案することとした。 

２.令和 7年度事業計画（案）策定について 

◇各委員会より提出された事業計画を精査した。 
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（７）部会（２４回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

□食品商業部会 

     ６月１９日 

午後 １時３０分 

会 頭 室 ４２名 

委任状 

含む 

１.部会長、副部会長(1名)の選任について 

 ◇部会長に鳴海信宏氏、副部会長に渋川陽介氏を選任し

た。 

２.2号議員の選任について 

 ◇㈱渋川製菓を選任した。 

３.令和 6年度交流会事業の実施内容について 

４.令和 7年度事業計画(案)策定について 

     ９月１９日 

午後 １時３０分 

会 頭 室 ４１名 

委任状 

含む 

１.令和 7年度要望事項(案)策定について 

２.令和 7年度事業計画(案)策定について 

３.その他 

 ◇副部会長に村上照幸氏を選任した。 

    １１月 ８日 

午後 ６時００分 

  渋 川 製 菓 ・ 

レストラン御幸 

 ９名 工場見学・部会員交流会 

 

    １２月１３日 

午後 ２時００分 

会 頭 室   ５名 

 

正副部会長会議 

１.令和 7年度事業計画(案)策定について 

２.その他 

□生活文化商業部会 

      ４月２５日 

午前１０時００分 

会 頭 室  ６名 

 

正副部会長会議 

１.令和 6年度「くろいし健康マイレージ」事業について 

２.第 13回ラージボール教室の開催について 

３.その他 

      ６月２６日 

午後  ６時００分 

スポカルイン黒石 

メインアリーナ 

３５名 

 

第１３回ラージボール教室 

 

     ９月２５日 

午前１０時００分 

会 頭 室 ３１名 

委任状 

含む 

１.令和 7年度関係機関への要望事項について 

２.第１４回ラージボール教室開催について 

３.その他 

    １１月１３日 

午後  ６時００分 

スポカルイン黒石 

メインアリーナ 

３５名 

 

第１４回ラージボール教室 

 

□工業部会 

      ６月２１日 

午前 ８時５０分 

岩  手  県 ２４名 施設見学会 

◇トヨタ自動車東日本㈱岩手工場を訪問し、製造工程な

どについて説明を受けた。 

      ９月１２日 

午後  ７時００分 

会 頭 室 ４４名 

委任状 

含む 

１.令和 7年度要望事項(案)の策定について 

２.本年度事業活動及び次年度事業計画(案)について 

 

□建設部会 

      ６月 ３日 

午前１１時００分 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ   ４名 

 

正副部会長会議 

１.第 1回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペ事 

業報告書ついて 

２.第 2回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペに 

ついて 

      ７月 １日 

午前１１時００分 

会 頭 室   ５名 

 

正副部会長会議 

１.第 2回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペに 

ついて 

      ７月１６日 

午前１１時００分 

蔵  よ  し   ５名 

 

正副部会長会議 

１.第 2回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペに 

ついて 
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    ７月１９日 

午前 ８時００分 

び わ の 平 

ゴルフ倶楽部 

４３名 第 2回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペ 

 

      ７月１９日 

午後 ６時００分 

赤 提 灯 ３６名 表彰式・交流会 

 

      ９月１８日 

午前１０時３０分 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ ７１名 

委任状 

含む 

１.第 2回黒石商工会議所会頭杯会員交流ゴルフコンペ事 

業報告について 

２.令和 7年度事業計画(案)について 

３.関係機関等への要望事項について 

□観光・交通・サービス部会 

     ９月２０日 

午前１１時００分 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ ６０名 

委任状 

含む 

１.令和 7年度要望事項(案)の策定について 

２.令和 7年度事業計画(案)の策定について 

 

□理財・情報産業部会 

     ６月１４日 

午前１１時００分 

会 頭 室 ４４名   

委任状 

含む  

１.従業員定着研修会(仮)開催について 

 

     ９月２５日 

午前１０時００分 

ホテル逢春 ２３名  「ジョブクラフティングセミナー」 

〜ご自身の仕事への意味づくり〜 

     ９月２４日 

午前１１時００分 

会 頭 室 ４１名   

委任状 

含む 

１.副部会長の選任について 

 ◇副部会長に高嶋良樹氏を選任した。 

２.本年度事業活動及び令和 7年度事業計画（案)について 

３.令和 7年度要望事項の策定について 

   １２月２４日 

午前１０時３０分 

会 頭 室 ３３名   

委任状 

含む 

１.副部会長の選任について 

 ◇副部会長に渋川悟氏を選任した。 

２.2号議員の選任について 

  １２月２４日 

午前１０時４５分 

会 頭 室 ７名 

 

１.ITツール導入・販路開拓支援助成金審査会 

◇4社に対し ITツール導入・販路開拓支援助成金を決 

定した。 

□厚生・福祉部会 

    ４月１４日 

午前１０時００分 

ユニバース 

黒石駅前店駐車場 

４名 献血推進のお願いとアンケート調査 

 

    ９月１８日 

午後  ７時００分 

 

会 頭 室 ３４名 

委任状 

含む 

１.黒石市等に対する要望事項について 

２.本年度事業活動及び次年度事業計画(案)について 

 
 

 

（８）委員会（１０回） 

開 催 日 時       開 催 場 所       出席者数 議             題 

□総務委員会 

    １０月 ７日 

午前１１時００分 

 

会 頭 室 

 

 ３名 

 

 

１.令和 7年度関係機関等への要望事項について 

◇黒石市への要望事項(案)策定について、総体的に協 

議した。 

２.令和 7年度事業計画(案)策定について 

◇各種事業計画(案)について、総体的に協議した。 

３.2025年新春会員大会について 

◇新春会員大会開催内容について協議した。 

□産経委員会 

     ９月１１日 

午後  ６時００分 

会 頭 室  ６名 １.令和 7年度事業計画(案)策定について 

◇商工振興事業について協議し、13項目を提案するこ 

ととした。 

２.黒石市に対する要望事項について 
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３.成人式の準備について 

４.その他 

□労働委員会 

     ９月１９日 

午前１１時００分 

会 頭 室  ４名 １.令和 7年度関係機関等への要望事項について 

２.令和 7年度事業計画(案)策定について 

◇労働対策事業について協議し、6項目を提案するこ 

ととした。 

□税務委員会 

     ９月２０日 

午後 ７時００分 

赤 提 灯  ６名 １.令和 7年度関係機関等への要望事項について 

２.令和 7年度事業計画(案)策定について 

◇税務対策事業について協議し、4項目を提案するこ 

ととした。 

□金融委員会 

     ９月２４日 

午前１０時３０分 

会 頭 室  ６名 １.4月～9月(上半期)融資制度活用状況について 

２.令和 7年度事業計画(案)の策定について 

◇金融対策事業について協議し、7項目を提案するこ 

ととした。 

３.令和 7年度要望事項の策定について 

□観光委員会 

     ９月２０日 

午前１１時００分 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ  ６名 

 

１.令和 7年度要望事項(案)の策定について 

２.令和 7年度事業計画(案)の策定について 

◇観光対策事業について協議し、10項目を提案するこ 

ととした。 

    １１月２５日 

午前１１時００分 

会 頭 室  ５名 

 

１.「津軽くろいし みんなの雪だるま 2025」について 

 

       ２月２６日 

午前１１時００分 

会 頭 室  ５名 １.「津軽くろいし みんなの雪だるま・私の雪だるまコ 

ンテスト 2025」審査について 

◇入賞・入選作品を決定した。 

       ３月 ５日 

～３月  ９日 

松の湯交流館   「津軽くろいし みんなの雪だるま・私の雪だるまコ 

ンテスト 2025」展示 

午前９時３０分～午後６時３０分 

３月 ７日 

午後 ５時３０分 

松の湯交流館 １９名 １.「津軽くろいし みんなの雪だるま・私の雪だるまコ

ンテスト 2025」表彰式 

◇入賞・入選作品製作者を表彰した。 
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開催日 主な事業・会議等 開催場所 出席者数

　４月　２日 第1回役員会 黒石商工会議所 １０名 

９日 黒石商工会議所第1回常議員会 黒石商工会議所 　１名

１６日 黒石商工会議所青年部通常総会懇親会 グリーンパレス松安閣 １名 

１９日 監査会 黒石商工会議所 ３名 

２２日 青森県商工会議所女性会連合会役員会 ホテル青森 ３名 

２３日 第2回役員会 黒石商工会議所 １３名 

　５月１４日 通常総会及び講演会 グリーンパレス松安閣 ２３名 

１４日 通常総会懇親会 グリーンパレス松安閣 ２５名 

２８日 黒石商工会議所通常議員総会懇親会 グリーンパレス松安閣 １名 

　６月　２日 青少年の森開き 黒森山ウォーキングセンター ９名 

１３日 第3回役員会 黒石商工会議所 ８名 

１９日 青森県商工会議所女性会連合会総会八戸大会記念講演会及び懇親会 八戸プラザ　アーバンホール １０名 

２４日 黒石地区エネルギー問題懇談会定時総会懇親会 赤提灯 １名 

　７月　９日 黒石商工会議所第3回常議員会 黒石商工会議所 １名 

９日 第4回役員会 黒石商工会議所 １０名 

１０日 東北六県商工会議所女性会連合会総会いわき大会 記念講演会及び懇親会 スパリゾートハワイアンズ ７名 

２３日 第1回定例会 旅の宿　斉川 ２４名 

　８月１７日 黒石よされ廻り踊り 黒石駅前広場 １７名 

３０日 黒石よされ廻り踊り委員会反省会 蔵よし １名 

９月１０日 第5回役員会 黒石商工会議所 １１名 

１７日 第2回定例会（日本原燃施設見学） 六ケ所原燃ＰＲセンター他 ９名 

２５日 黒石地区エネルギー問題懇談会施設見学会 八戸火力発電所・上北送変電事業所他 ６名 

２９日 あおもり10市大祭典 黒石市横町 １４名 

１０月　８日 黒石商工会議所第5回常議員会 黒石商工会議所 　１名

８日 第6回役員会 黒石商工会議所 １１名 

１１月　７日 全国商工会議所女性会連合会滋賀全国大会記念講演会及び懇親会 滋賀県立芸術劇場 びわ湖ホール ７名 

１２日 第7回役員会 黒石商工会議所 １０名 

１６日 第33回黒石りんごまつり「女性会コーヒー販売・バザー」 スポカルイン黒石 ９名 

～１７日 第33回黒石りんごまつり「女性会コーヒー販売・バザー」 スポカルイン黒石 １２名 

１２月１０日 第8回役員会 黒石商工会議所　 ８名 

２７日 公開教養講座「お正月花 フラワーアレンジメント講習会」 松の湯交流館 ２５名 

１月１４日 新春会員大会 蔵よし ２６名 

２２日 黒石商工会議所2025年新春会員大会 グリーンパレス松安閣 １０名 

２月１２日 黒石商工会議所第8回常議員会 黒石商工会議所 　１名

２月２５日 第3回定例会（手話講座） 黒石商工会議所　 １６名 

　３月１１日 黒石商工会議所第9回常議員会 黒石商工会議所 　１名

　３月１１日 第9回役員会 黒石商工会議所　 １１名 

　　　（９）女性会
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開催日 主な事業・会議等 開催場所 出席者数

４月　４日 令和6年度監査会 黒石商工会議所 　２名

　４日 第1回交流委員会 赤提灯 　６名

９日 黒石商工会議所第1回常議員会 黒石商工会議所 　１名

９日 令和6年度第1回役員会 黒石商工会議所 １３名

１０日 十日会4月例会 割烹富士見館 　２名

１１日 弘前商工会議所青年部令和6年度通常総会懇親会 弘前パークホテル 　６名

１６日 通常総会 グリーンパレス松安閣 ２１名

１７日 むつ商工会議所青年部令和6年度通常会員総会後の懇親会 むつグランドホテル 　１名

１８日 第2回交流委員会 町のごはん屋さん縁 　７名

２０日 東北ブロック商工会議所青年部連合会第1回役員会 気仙沼商工会議所 　１名

２２日 青森商工会議所青年部令和6年度通常会員総会後の懇親会 ホテル青森 　１名

２３日 五所川原商工会議所青年部令和6年度通常会員総会後の懇親会 プラザマリュウ五所川原 　１名

２５日 黒石よされ実行委員会第2回役員会 黒石市産業会館 　１名

２９日 黒石さくらまつり事業 東公園 １４名

５月　７日 令和6年度第2回役員会 黒石商工会議所 １２名

　１１日 東北ブロック商工会議所青年部連合会通常総会 むつグランドホテル 　１名

　１１日 東北ブロック商工会議所青年部連合会春の全国会長会議 むつグランドホテル 　１名

１４日 黒石商工会議所女性会通常総会後の懇親会 グリーンパレス松安閣   １名

１７日 第1回地域活性化委員会 赤提灯   ５名

２１日 黒石商店街協同組合第30期通常総会懇親会 レストラン御幸 　１名

２１日 八戸商工会議所青年部通常総会後の懇親会 八戸パークホテル 　１名

２３日 第3回交流委員会 町のごはん屋さん縁 　６名

２４日 令和6年度第1回黒石市中心市街地活性化協議会 ホテル逢春 　１名

２５日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第1回役員会 八戸商工会館 　２名

２５日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度通常総会 八戸商工会館 　２名

２７日 こみせ通り商店街振興組合令和6年度通常総会 レストラン御幸 　１名

２８日 黒石商工会議所通常議員総会懇親会 グリーンパレス松安閣 　１名

６月　５日 令和6年度第3回役員会 黒石商工会議所 １２名

７日 黒石地区エネルギー問題懇談会理事会 黒石市産業会館 　１名

１０日 十日会6月例会 グリーンパレス松安閣 　１名

１２日 黒石こみせまつり実行委員会総会 黒石市産業会館 　１名

１８日 特定非営利活動法人横町十文字まちそだて会通常総会 レストラン御幸 　１名

２２日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第2回役員会 青森商工会議所   ３名

２３日 令和6年度6月定例会 ホテル逢春 １５名

２４日 黒石地区エネルギー問題懇談会定時総会 赤提灯 　１名

２７日 平川商工会青年部との意見交換会 焼肉ホープ 　８名

　２８日 第4回交流委員会 町のごはん屋さん縁   ７名

７月　２日 令和6年度第4回役員会 黒石商工会議所 １３名

６日 プロ野球ファーム交流戦出店（初日） 弘前市はるか夢球場   ９名

　　　（１０）青年部
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７日 プロ野球ファーム交流戦出店（2日目） 弘前市はるか夢球場   ９名

１４日 クラシックカークラブ青森ミーティングinこみせ 黒石中町こみせ通り １２名

１７日 黒石よされ実行委員会令和6年度第4回役員会 黒石市産業会館 　１名

１９日 日本商工会議所青年部第103回会員総会 電子会員総会（ＷＥＢ） 　１名

２７日 弘前商工会議所青年部創立三十五周年記念大会 弘前商工会議所 　５名

８月　６日 令和6年度第5回役員会 赤提灯 １１名

７日 第5回交流委員会 赤提灯 　７名

９日 十日会8月例会（歓送迎会及び納涼会） 割烹富士見館 　１名

２１日 第6回交流委員会 赤提灯 　７名

２４日 東北ブロック商工会議所青年部連合会第4回役員会 久慈グランドホテル 　１名

９月　３日 令和6年度第6回役員会 黒石商工会議所 １３名

　１７日 第1回総務委員会 クックドゥードゥルドゥー 　７名

２１日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第3回役員会 ホテルサンルート五所川原 　３名

２１日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第1回臨時総会 ホテルサンルート五所川原 　３名

２４日 第7回交流委員会 赤提灯 　７名

２６日 令和6年度9月定例会交流会 黒石市スポーツ館 ２３名

１０月  １日 令和6年度第7回役員会 黒石商工会議所 １３名

　４日 東北ブロック商工会議所青年部連合会第5回役員会 ルネッサンスガーデンプラザ杉の子 　１名

　４日 東北ブロック商工会議所青年部連合会第1回通常総会 ルネッサンスガーデンプラザ杉の子 　１名

　　５日 第42回東北ブロック大会秋田おおだて大会 ニプロハチ公ドーム 　５名

　１５日 令和6年度第1回臨時総会 グリーンパレス松安閣 １５名

　１５日 令和6年度10月定例会 グリーンパレス松安閣 １５名

２９日 第8回交流委員会 大衆居酒屋なおてつ 　６名

１１月　６日 令和6年度第8回役員会 黒石商工会議所 １１名

　８日 黒石よされ実行委員会第1回役員会 黒石市産業会館 　１名

１４日 日本商工会議所青年部第104回会員総会 ハイブリッド会議 　１名

１６日 第42回全国会長研修会 福島県郡山市 　２名

１６日 ＹＥＧの日事業「黒石ＹＥＧはしご酒スタンプラリー」 黒石市よされ横丁 １５名

１７日 第1回ＹＥＧゴルフコンペ 津軽高原ゴルフ場 　８名

１２月　２日 第9回交流委員会 まちいろ 　５名

４日 令和6年度第9回役員会 黒石商工会議所 　８名

７日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第4回役員会 黒石市役所わのまちセンター １０名

１０日 十日会12月例会（忘年例会） 割烹富士見館 　１名

１４日 令和6年度12月定例会（クリスマス家族例会） 白露 ４０名

２０日 黒石ライオンズクラブクリスマス家族例会（第1419回）定例会 グリーンパレス松安閣 　１名

２６日 第2回総務委員会 食事処ゆうづき 　６名

１月　８日 令和6年度第10回役員会 赤提灯 １２名

９日 黒石商工会議所第7回常議員会 黒石市産業会館 　１名

１０日 十日会1月例会 グリーンパレス松安閣   １名

１２日 新春トランプ・麻雀大会並びに新年会（シニア倶楽部） 赤提灯   ３名

１４日 2025年黒石商工会議所女性会・新春会員大会 蔵よし   １名
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１７日 2025年黒石青年会議所新年祝賀会 津軽伝承工芸館 　１名

２２日 黒石商工会議所2025年度新春会員大会 グリーンパレス松安閣 １４名

２５日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第1回役員予定者会議 ホテルサンルート五所川原 　３名

２月　２日 旧正マッコ市での振舞い 黒石市市ノ町 　７名

　４日 令和6年度第11回役員会 赤提灯 １３名

　８日 第37回全日本ずぐり回し選手権大会by冬のこみせ 松の湯交流館 　５名

１０日 十日会2月例会 グリーンパレス松安閣 　１名

１２日 黒石商工会議所第8回常議員会 黒石市産業会館 　１名

１４日 日本商工会議所青年部第105回会員総会 福岡県久留米市 　１名

１５日 第44回全国大会 福岡県久留米市 　４名

２６日 令和6年度第2回臨時総会 レストラン御幸 １６名

２６日 令和6年度2月定例会 レストラン御幸 １６名

２８日 第1回役員予定者会議 黒石商工会議所 １２名

３月　４日 令和6年度第12回役員会 黒石商工会議所 １２名

　８日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第2回役員予定者会議 むつグランドホテル 　５名

　８日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第5回役員会 むつグランドホテル 　５名

　８日 青森県商工会議所青年部連合会令和6年度第2回臨時総会 むつグランドホテル 　５名

１０日 十日会3月例会 グリーンパレス松安閣 　１名

１１日 黒石商工会議所第9回常議員会 黒石市産業会館 　１名

１８日 第10回委員会 クックドゥードゥルドゥー 　７名

２１日 令和6年度3月定例会 白露 １７名

小規模事業者経営改善資金審査会関連会議

黒石よされ実行委員会関連会議

黒石こみせまつり実行委員会関連会議

黒石りんごまつり実行委員会関連会議

　　　（１１）その他の会議等
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７．事    業 

（１）各種事業活動 

① 黒石よされ 

 今年は黒石市市制施行７０周年を迎え、参加者は祝福するかのように楽しみ

ながら踊り、大変盛り上がった祭りとなった。 

 ８月１５日の開会式には、宮下青森県知事、酒井中野区長はじめ多くのご来

賓の方々にご臨席賜わり華を添えていただいた。また、８月１４日から８月１

８日の祭り期間中、台風６・７・８号の発生があったにもかかわらず津軽への

影響はなく、穏やかな天候に恵まれた。 

 初日８月１４日、駅前広場で開催されたロックふぇす２０２４は、しとしと

雨模様だったが、出演者も観客も気にすることなくサウンドに浸っていた。手

踊りである組踊りは競演（１５日）と大賞（１６日）が開催され、大賞では「石

川義梅会」が初優勝に輝いた。流し踊りのコースには「よされ提灯」「こけし

提灯」「ねぷた灯籠」が飾られ、祭りの雰囲気は一層盛り上がり、１５日・１

６日両日で２８団体約２，０００人の踊り手と沿道の観客も入り交じり、活気

に満ち溌剌と踊る姿をみることができた。おどりはだりでは中野区発祥の盆踊

り「盆ジョビ」が披露された。やさしい振り付けが会場の一体感をうみ盛り上

がった。歌って踊ろう♪みんなでよされは、１６日黒石商工会議所青年部事業

としても開催され、市内の保育園、幼稚園など７団体１２０名ほどの参加者が

あり、一生懸命練習した成果を父兄たちが見守っていた。１７日、１８日は駅

前広場で廻り踊りが開催され、津軽民謡の生演奏にのせ思い思いに踊っていた。

「流し踊りに飛び入り参加し、あまりにも楽しかったので参加しました」とい

う人もあり、昨年以上の参加者で会場はゆく夏を惜しむかのように津軽民謡一

色に包まれていた。 

 新型コロナウイルス感染症の影響もあり、これまで作成できなかったウチワ

を、今年は黒石市市制施行７０周年ロゴ入りで３，９００本作製し参加者に配

布したところ大変喜ばれた。 

 期間中「大川原の火流し」のほか併催行事もあり、実行委員会は会期中の人

出を３６，３００人と発表した。 

 

 

② 黒石こみせまつり 

 第３９回黒石こみせまつりは、これまでの土曜日・日曜日から日曜日・月曜

日（祝日）に曜日を変更して開催した。 

今回も会場をエリア分けし、中町は藩政時代の風情を楽しむエリア、前町は

手づくり品のエリア、横町は食のエリアとした。 

中町では上十川獅子踊り、正調黒石ねぷたばやしの演奏、狐の嫁入り行列、

黒石高校吹奏楽、ちんどんや、アリス保育園鼓笛演奏、津軽三味線の演奏、
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S.D.C.C. DANCE STUDIO によるダンスパフォーマンス、ジャグリングパフォー

マーアットによるジャグリングパフォーマンスを実施した。また、烏城組有志

会のねぷたの展示やねぷた絵師の会（黒昇會）による３０枚のねぷた絵の展示

を実施し、夜間はねぷた絵のライトアップも行い、来場者は藩政時代の雰囲気

を満喫していた。 

前町では手づくり品を販売するテントが前回より１５店減少し、３０店が出

店した。また、黒石神明宮では安全祈願祭、開会式、上十川獅子踊り、紅白も

ち無料配布を実施した。今回、初の試みとして夜のイベントを黒石神明宮で開

催した。ジャズライブ、はやし演奏、キッズダンス、狐の嫁入り行列、天岩戸

祭、黒石よされ、黒石ねぷた運行を実施した。 

横町では県外から岩手県宮古市の蒸し牡蠣、秋田県大仙市のホルモン焼きが

出店した。また、キッチンカーの出店も増え、いずれも人気であった。 

くもりのち小雨、夕方からくもりとなった一日目の入込数は日中が９，９９

１人となり、くもりのち晴れであった前回を上回った。夜のイベントの入込数

は約２，０００人。快晴となった二日目の入込数は８，５６２人となり、快晴

であった前回を上回った。 

黒石市中町地区の「こみせ」は伝統的建造物としての評価が高いうえに、昭

和６１年に「手づくり郷土賞」を受け、その通りは昭和６２年に「日本の道百

選」にも選定され、認識が高まっている。さらに、黒石市が平成１７年１月に

中町こみせ通りを伝統的建造物群保存地区として指定し、平成１７年７月に文

部科学大臣が重要伝統的建造物群保存地区に選定した。平成１８年６月にはそ

の都市景観とそこを舞台とした市民活動が積極的であることが認められ「美し

いまちなみ優秀賞」を受賞している。 

平成２０年より黒石こみせまつり実行委員会の事業として開催している「全 

日本ずぐり回し選手権大会 by 冬のこみせ」は、令和７年２月８日に晴れ時々

くもりの天候の中、中町の「松の湯交流館駐車場」で開催し、３７回目を数え 

た。また、今回も大会前に「ずぐり回し講習会」を開催し、大会本番への参加 

者の増加を図った。大会は、競技に先立ち、ホイドーズの鉄マンがずぐりの唄 

「ズグリング」で盛り上げ、全国各地から参加した約１５０人が津軽の伝統的 

な冬の遊びに興じた。競技終了後のデモンストレーションでは、「全日本独楽 

回しの会」が妙技を披露し、大会に華を添えた。 

 また、「津軽くろいし みんなの雪だるま」、「黒石市雪のうまい利用コンク

ール」も同時期に開催されており、全市的に雪を活用したイベント一色となっ

た。 
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③ ふるさと産業展 

第３３回黒石りんごまつりが１１月１６日（土）・１７日（日）の２日間、

スポカルイン黒石を会場にして開催された（来場者数１２，０００人）。 

当所は催事の一部門「ふるさと産業展」を担当し、１５事業所による出店の

もと地域産品の販売を手掛けた。 

メイン会場では、開会式、よい歯のコンテスト表彰、３Ｂ体操、よさこい演

舞、吹奏楽演奏、ダンスパフォーマンス、チアリーディング、ジョナゴールド

ライブ、ホイドーズライブなどのステージイベントや、収穫感謝祭・健康づく

り市民のつどいが２日間にわたって行われた。 

また姉妹都市である岩手県宮古市の協賛特別企画として、焼き宮古トラウト

サーモンお振舞や、磯ラーメン、蒸しカキ、いかせんべい、芋ようかん、サー

モンスティックなどの特産品販売も行われた。 

りんご市では、マスメディアを活用した宣伝効果で常連客及び県内外からの

お客様で早期完売するりんご出店者が相次ぎ盛況で終えることができた。りん

ごの他に以前から親交を深めている和歌山県橋本市より富有柿をとりよせ販

売した。１７日（日）には荒天に見舞われたが、ヤマト運輸によるりんご箱の

発送件数は２日間で１，２１５箱と前年を上回る出荷だった。 

 

 

④ 会員大会 

 １月２２日、グリーンパレス松安閣において約１７０名の出席による新春会

員大会を開催した。  

今年度の永年勤続優良従業員表彰では３０年勤続の㈱北奥水道 須藤俊博

氏他１３名の方々にご出席いただき、延べ２２名が表彰され、新岡会頭より表

彰状および記念品が贈呈された。 

表彰後の記念講演では『「この街で夢をかなえる」～地方活性化アイドル達

の挑戦～』と題して有限会社リンゴミュージック代表取締役の樋川新一氏にご

講演いただいた。講演では、エンターテイメントで街を元気にするという想い

を胸に、若者の深刻な県外流出で衰退する地元を活性化させようと立ち上げた

「弘前アクターズスクールプロジェクト」の試行錯誤を重ねた体験談や、思い

を形に変える取り組みなど、行動は夢を現実にする一歩であることをお話いた

だいた。また面白いことは地元で起きているといった魅力発信の工夫次第で地

域価値の向上に繋がる可能性を具現化してきた樋川氏の講演に、参加者一同熱

心に耳を傾けた。 

新岡会頭は新年祝賀会の挨拶の中で、永年勤続優良従業員表彰受賞者に対し、

これまでの経験を活かして後進の指導・育成に注力され、黒石市全体の経済活

性化にご尽力いただくことをお願いし、長年の功労を称えた。また記録的な円

安からの物価高騰、深刻さを増す人手不足など中小企業にとって非常に厳しい
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環境となっているが、当商工会議所では、会員の皆さまの事業の継続と安定を

最優先と考え、役職員一丸となって、経営相談や各種支援策の情報提供に努め

るほか、全国の商工会議所や各支援機関と協力し、中小・小規模企業に対する

迅速な支援施策の実現に取り組んでいることを述べた。 

 続いて、来賓を代表して、黒石市長代理として商工観光部長 太田誠氏、衆

議院議員 岡田華子氏より祝辞を頂戴した。また、中村公成総務委員長より令

和７年度スローガン「個々の力で“わ”を持ちより未来(あす)を築く」と宣言

があり、続いて日本政策金融公庫弘前支店長 古屋洋樹氏が音頭をとり地酒で

乾杯した。その後、地方に住みながら夢を叶えた「りんご娘」のパワフルな歌

唱とダンス、津軽弁との組み合わせといった、こだわりのあるミニライブは大

変な盛り上がりを見せ、終始賑やかな会員大会となった。 

 

 

⑤ 津軽くろいし みんなの雪だるま 

 中心商店街の活性化と雪国の魅力を全国にアピールするため平成１２年か

ら実施している市民総参加のイベントで２５回目を迎えた。市民にもっと身近

なイベントとして感じてほしいとの想いから、「津軽くろいし 日本一の雪だ

るま」の名称を変更して１３年目となった。 

 さらに、２１年前から「写真で審査 私の雪だるまコンテスト」も実施し、

多くの市民に自慢の雪だるまを披露する機会を設けたことで、雪だるまを作品

にまで高める効果を生み、イベントに厚みを加えている。応募作品は４３点で

昨年に比べて大幅に増加し、家族の温かさや仲間との結束力が窺える作品も多

く、趣向を凝らした作品や工夫して撮影した作品など思わず見入ってしまう魅

力があった。 

 雪だるま写真展は、３月５日から９日まで中町「松の湯交流館」にて展示し、

３月７日に表彰式を行った。マスコミの取材もあり、写真出展者はもちろん、

買い物客や通勤・通学者が足を止めている姿が見られた。 

 

 

⑥ 伴走型小規模事業者支援推進事業 

【事業の背景】 

当事業は日本商工会議所の伴走型小規模事業者支援推進事業費補助金を活

用し、経営発達支援事業の一部を実施するもの。 

 

【事業内容】 

支援システム「ＢＩＺミル」のローカルベンチマーク分析機能を活用し、

小規模事業者の財務分析・非財務分析を行った後、課題抽出や事業計画の策

定支援を行った。 
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また、同システムにて巡回・窓口支援の履歴の入力・閲覧を行い、経営指

導員間で支援ノウハウの共有を図った。  

さらに、当補助事業で黒石市内の事業者の商品・サービスの開発やリニュ

ーアル、広報などのお悩みについてアドバイスする「おみせ相談所２０２４」

を実施。物価高騰により粗利益率が減少している事業者の収益力強化、商圏

拡大・新規顧客獲得を目的に支援した。  

グラフィックデザイナーの木村正幸氏を相談員にむかえ、延べ１０回に渡

り個別相談会を実施し、２件の小規模事業者の商品パッケージ等の試作品を

開発した。今後も商品パッケージ等の実用化に向けて継続してフォローアッ

プを行う。 

・伴走型小規模事業者支援推進事業補助金 ８１９，２００円 

 

 

⑦ 経営・技術強化支援事業（旧エキスパートバンク事業）事業 

【事業目的】 

      専門的知識を有する者を事業所に派遣して経営課題に対する具体的・実践

的指導を行うことにより、経営・技術力を強化することを目的とする。当事

業は経営コンサルタントの少ない地域の事業者にとって、個別に専門家の助

言・ヒントを得る契機ともなり、経営改善や経営計画の策定といった支援に

もつながっている。 

長期化する物価高騰や制度改正等への対応で、厳しい経営環境に置かれて

いる小規模事業者も多いことから一層の支援に努める。 

 

【事業内容】 

・指導条件 

エキスパートを年１回まで無料で派遣（１回３時間） 

※経費の一部をご負担いただくことで指導を継続することが可能 

・対象 

              県内商工会議所地域の小規模事業者（常時使用する従業員が、製造業

その他は２０人以下、商業・サービス業は５人以下） 

 

【利用実績】 

      ５件（製造業３件、建設業１件、自動車部品販売業１件） 

・補助金 １３０，０００円 
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 ⑧ 中心市街地活性化事業（黒石市中心市街地活性化協議会） 

   【第１回協議会】 

       開催日時 令和６年５月２４日（金） 

       内  容 ①令和５年度事業報告並びに収支決算承認について 

②令和６年度事業計画（案）並びに収支予算（案）審議について 

③任期満了に伴う、委員、役員、会計監事の選任について 

④最終フォローアップ報告について 

⑤次期中心市街地活性化計画について 

出席者数 委員２４名（２５名中） 

 

 

⑨ 交流と情報交換の場「十日会」 

「十日会」は昭和３２年２月１２日に官公庁の代表者と少数の商工業者の親

睦団体「黒石経済懇談会」として、当時黒石商工会議所山下良作専務理事の発

案で誕生した。その後、名称を「十日会」と改め現在に至っている。現在は会

員２７名（官公庁６名、金融機関５名、経済団体の長３名、報道機関３名、組

合１名、その他商工業者９名）で構成され、異業種間の交流・親睦と情報交換

の場として、存在意義は高い。 

商工会議所会頭が代表幹事となり、毎月１０日に定例会を開催し、地域振興

のための情報や意見の交換があり大いに成果が上がっている。 

 

（開催内容） 

月 演 題 卓話者役職 卓話者氏名 

4月 歓送迎会   

5月 

みんなで考える！働く人の健康づくり

～まずは青森県の現状を知ろう～ 

 

中南地域県民局 地域健康福祉部 

健康総室(弘前保健所) 健康増進課 

技師  

村上光太郎 

6月 わんどのｗｅｂ １２年の歩み わんどのｗｅｂ 代表 高橋 経子 

7月 また会いたくなる旅 ㈱また旅くらぶ 代表取締役 高木まゆみ 

8月 歓送迎会及び納涼会   

9月 

「私は、私でいい！！」 

～悩みをかかえる人達から 

教えてもらったこと～ 

メンタルサポートえん 

メンタルケアスペシャリスト 

 

寺山 静夏 

10月 

学生１万人の力で地域を盛り上げる

～大学コンソーシアム学都ひろさきの 

歩みと今後の展開～ 

 

大学コンソーシアム学都ひろさき 

企画運営委員長 

(人文社会科学部教授／ 

大学院地域社会研究科長) 

森  樹男 
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11月 
サイバー空間をめぐる脅威と 

サイバー攻撃 

青森県警察本部 警備第一課 

 
若山   大 

12月 忘年会   

1月 「身
しん

口
く

意
い

」一致の生き方 
高野山真言宗 僧侶 

西の高野山・弘法寺 副住職 
白戸 旦実 

2月 
金利が復活した経済の読み方 

～青森経済の変革の方向性～ 

㈱青森みちのく銀行 

社外取締役・監査等委員 
鶴海 誠一 

3月 
人生が変わる！ 

ヨガとマインドフルネス 
ヨガトレーナー・セラピスト Ｕ  Ｍ  Ｉ 
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 （２）意見活動 

月  日 陳情・要望、意見書提出先 陳 情 ・ 要 望 内 容             

６月２８日 青森県商工会議所連合会

から青森県知事 

１．少子化対策、若者の地元就職・地域定着の促進 

２．中小企業対策の拡充強化 

３．総合的な交通体系の整備促進 

４．街づくりの推進 

５．観光振興 

６．科学技術関連産業の振興 

７月１２日 青森県商工会議所連合会

から青森県知事 

１．エネルギーや原材料・資源価格高騰等の影響により 

厳しい経営環境に置かれている中小企業の持続的 

発展・成長のための経営基盤確立に向けた支援策の 

更なる拡充・強化 

２. 中小企業・小規模事業者のＤＸ推進等による生産性

と付加価値の向上を図る取組みへの支援の更なる

拡充・強化 

３．創業・起業の促進、スタートアップなど新たなビジ 

ネスに取り組む起業家の育成及び事業承継への取 

り組みに対する支援策の更なる拡充・強化 

４．急速な少子高齢化・人口減少や若者の県外流出に対 

応した若者を始めとした県内経済を担う人財の還 

流と県内定着促進策の更なる拡充・強化 

５．事業者支援の「現場力」に直結する「マンパワーの 

維持・確保」をはじめとする商工三団体の支援機能 

の充実と組織力強化に向けた特段の配慮  

７月１８日 

 

東北六県商工会議所連合

会から復興庁、国土交通

省、経済産業省、農林水産

省、文部科学省、財務省、 

厚生労働省、法務省、環境

省、内閣府、外務省 

１. 東日本大震災・原子力災害からの創造的復興の完遂を 

（１）復興が完遂するまでの政府機関による継続支援 

（２）福島の再生・原子力災害の克服と産業復興・地 

域再生の確実な推進 

２．中小企業の自己改革を通じた力強い東北経済の構築を 

（１）東北地域の中小企業の再生支援 

(２) 産業振興の原動力である労働力の確保への支援 

（３）観光振興など交流人口拡大に向けた支援強化 

（４）広域経済交流圏の構築に向けたインフラ整備の推進 

（５）東北地域における主要プロジェクトの推進 

９月 ４日 青森県商工会議所連合会

から東日本旅客鉄道(株)

執行役員盛岡支社長 

[重点要望項目] 

１．津軽線蟹田以北の将来にわたる輸送サービスの確保 

について 

２. 在来線の鉄道輸送サービスや駅サービスの確保につ 

いて 

３．誘客の強化と利用者サービスの向上について 

４．東北新幹線・北海道新幹線の更なる高速化と利便性 

向上について 

[要望項目］ 

１．大湊線の利便性向上について 

２．八戸線の利便性向上について 

 ９月 ４日 青森県商工会議所連合会

から東日本旅客鉄道(株)

執行役員秋田支社長 

[重点要望項目] 

１．在来線の輸送サービスや駅サービスの確保について 

２．誘客の強化と利用者サービスの向上について 

３．東北新幹線・北海道新幹線の更なる高速化について 

[要望項目］ 

１．奥羽本線の利便性向上について 

２．五能線の利便性向上について 
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９月 ９日 青森県商工会議所連合会

から東日本旅客鉄道(株) 
代表取締役副社長 

[重点要望項目] 

１．津軽線蟹田以北の将来にわたる輸送サービスの確保 

について 

２．在来線の輸送サービスや駅サービスの確保について 

３．誘客の強化と利用者サービスの向上について 

[要望項目］ 

１．奥羽本線の利便性向上について 

２. 大湊線の利便性向上について 

３．五能線の利便性向上について 

４. 八戸線の利便性向上について 

９月１３日 青森県商工会議所連合会

から北海道旅客鉄道(株)

常務取締役鉄道事業本部

長、取締役鉄道事業本部副

本部長、総合企画本部新幹

線計画部長、鉄道事業本部

営業部長、函館支社長 

 

[重点要望項目] 

１．誘客の強化について 

２．北海道新幹線の青函共用走行区間における更なる高 

速化と安全性の確保について 

３．北海道新幹線の輸送サービスの維持と利便性向上に 

ついて 

４. 北海道新幹線へのアクセス等の利便性向上について 

[要望項目] 

１．北海道新幹線における料金について 

２. ＪＲ北海道の本県内への拠点の設置について 

１１月１１日 

 

黒石商工会議所から黒石

市長 

[最重点要望事項] 

１. 黒石市制度融資保証料の増額について 

[重点要望事項] 

１. 黒石市防災体制の拡充と黒石市防災マップの見直し 

について 

２. 黒石市の経済対策について 

３. 人材不足問題解消に向けた支援金制度の創設について 

４. マイナンバーカードの利便性をより高める自治体サー 

ビスについて 

５．主要地方道大鰐・浪岡線の交通渋滞解消と黒石環状線 

の整備促進について 

６．廃校の空き施設を活用したドッグラン事業への貸出に 

ついて 

７．観光分野におけるデジタル化の推進について 

８．行政と市内観光事業者・食品製造業者等との情報共有 

の場への職員派遣について 

１２月１９日 

 

東北六県商工会議所連合

会から日本商工会議所会

頭 

１．東日本大震災・原子力災害からの創造的復興の完遂を 

（１）復興が完遂するまでの政府機関による継続支援 

（２）福島の再生・原子力災害の克服と産業復興・地 

域再生の確実な推進 

２．中小企業の自己改革を通じた力強い東北経済の構築を 

（１）東北の中小企業の再生支援 

(２) 産業振興の原動力である労働力の確保への支援 

（３）観光振興など交流人口拡大に向けた支援強化 

（４）広域経済交流圏の構築に向けたインフラ整備の

推進 

（５）東北地域における主要プロジェクトの推進 

３月 ４日 

 

東北六県商工会議所連合

会から輿水復興副大臣 

東日本大震災からの「復興・創生」に関する要望 

１．原子力災害の克服、福島の再生 

２．創造的復興の実現に向けた取組みの加速・深化 
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  （３）調査研究 

調査時期 件    名 内                容 

 9 月 19 日(木) 

 9 月 22 日(日) 
通行量調査 

市内主要地点における車輌（19 地点）及び歩行者（8 地点）の通

行量を把握し、経営相談指導の基礎資料とすることを目的に実施

した。 

 

  （４）広 報  

    ① 刊 行 

       定期刊行物 

      ・商工くろいし 通算３５９号（令和７年３月現在） 

       発行部数   ３２，７５０部 

       配布範囲   会員、関係機関及び団体、来所者、一般市民 

      

    ② 放送・映画作成等        なし 

 

（５）証明・鑑定・検査 

    ① 証 明 

     ａ 貿易関係証明         １件 

     ｂ 国内取引関係証明       なし 

     ｃ 検定合格証明書（簿記検定）  なし 

     ｄ 検定合格証明書（珠算検定）  なし 

     ｅ 生命共済制度証明書      １件 

     ｆ 特定退職金共済制度証明書   ５件 

     ｇ 労災保険加入証明書     １４件 

     ｈ 適用事業所に関する証明書   ９件 

 

     ② 鑑 定             なし 

 

    ③ 検 査             なし 

 

（６）信用調査            なし 
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（７）各種行事   
 
  ① 永年勤続優良従業員表彰式 

      開 催 日     １月２２日 

      開催場所 グリーンパレス松安閣 

     内  容 会員事業所に勤務している従業員を対象に、１０年、１５年、２０

年、２５年、３０年以上の５段階の区分で２２名の優良従業員を表彰

した。 

      出 席 者 約１７０名 

 

② 旧正マッコ市 

      開 催 日     ２月２日 

内  容 商店街等で早朝５時に各商店が一斉に開店。黒石市市制施行７０周

年の記念として、令和６年１０月１５日開館した黒石市役所わのまち

センターにおいて、「福まき」「振舞い」「抽選会」を開催。買い物客

には商品の値引きの他、各商店オリジナルのマッコが贈られた。主催

は黒石商店街協同組合で商工会議所は後援している。 

      参集人員 約７１，０００名 

 

③ 金融懇談会 

      開 催 日     ２月２８日 

      開催場所 黒石商工会議所会頭室 

      内  容 黒石市商工観光部、市内金融機関、県信用保証協会、会頭及び副会

頭、専務理事、小規模事業者経営改善資金審査会委員が参加し、令和

７年度黒石市小口資金特別保証制度要綱、令和７年度黒石市中小企業

信用保証料補給金交付要綱について報告があった。その後、最近の金

融情勢等について意見交換した。 

      出 席 者 １９名 

    

④ 観光行事 

ａ 黒石よされ 

       開 催 日 ８月１４日～１８日 

             開催場所 市内中心市街地 

       参集人員 約３６，３００名 

ｂ 黒石こみせまつり 

        開 催 日 ９月１５日～１６日 

             開催場所 中町・前町・横町 

       参集人員 約２１，０００名 
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ｃ 黒石りんごまつり 

       開 催 日 １１月１６日～１７日 

             開催場所 スポカルイン黒石 

       参集人員 約１２，０００名 

      

ｄ 全日本ずぐり回し選手権大会 by 冬のこみせ 

       開 催 日 ２月８日 

             開催場所 中町 

       参集人員 約２００名 

 

⑤ 講演会 

開 催 日 名      称 講     師 出席人数 

  １月２２日 
『 「この街で夢をかなえる」～ 

地方活性化アイドル達の挑戦～ 』 

㈲リンゴミュージック 

代表取締役 樋川  新一 氏 
１００名 

 

   ⑥ 講習会・説明会 

開 催 日 名      称 講     師 出席人数 

６月２０日 
小規模事業者持続化補助金対応 

経営計画作成支援セミナー 

コンサルティング・シスト 

代表 伊藤 慎悟 氏 
１１名 

６月２１日 
小規模事業者持続化補助金対応 

経営計画作成支援個別相談会 

コンサルティング・シスト 

代表 伊藤 慎悟 氏 
６名 

  ７月 ２日 

～１１月２６日 
専門家による経営相談会 

三上一税理士事務所 

代表 三上 一 氏 

㈱マネジメントパートナー･アオモリ 

代表取締役 千葉 裕仁 氏 

行政書士おさないよろず法務事務所 

代表 長内 康之 氏 

パソコンＩＴシステム 

代表 長谷川 直宏 氏 

鈴木社会保険労務士・行政書士事務所 

代表 鈴木 清公 氏 

８０名 

７月１０日 
令和６年度 第１回 

事業承継個別相談会・融資相談会 

青森県事業承継・引継ぎ支援ｾﾝﾀｰ 

ｴﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 久保田 哲久 氏 

㈱日本政策金融公庫弘前支店 

上席課長代理  若松 大輔 氏 

青森県信用保証協会 弘前支所 

主査 福井 奨士 氏 

１１名 

８月２８日 
小規模企業のデジタル化・ＤＸ

セミナー 

アップコンパス合同会社  

IT 経営マガジン「COMPASS」 

編集長 石原 由美子 氏 

１２名 

１０月２５日 戦略的価格設定セミナー 
Ｉ＆Ｃ ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ 

代表 並山 武司 氏 
２１名 
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　　（８）技術技能の普及検定

　　　①　検　定

　　　　ａ　珠算検定

回  次 実施月日 1級 準1級 2級 準2級 3級 準3級 4級 5級 6級 7級 8級 9・１０級 合計

- 0 - 4 - 0 2 0 1 0 0 0 7

- 0 - 4 - 0 2 0 1 0 0 0 7

0 1 6 2 7 0 4 1 1 2 4 0 28

0 1 5 2 6 0 4 1 1 2 4 0 26

- 0 - 0 - 0 1 1 0 0 2 1 5

- 0 - 0 - 0 1 1 0 0 2 1 5

1 1 6 3 2 0 0 0 2 4 4 0 23

1 1 5 3 2 0 0 0 2 4 4 0 22

- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

- 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 6 6 0 2 1 3 5 0 0 29

1 2 2 5 6 0 2 1 3 5 0 0 27

3 4 14 15 15 0 9 3 7 11 10 1 92

2 4 12 14 14 0 9 3 7 11 10 1 87

　　　　ｂ　暗算検定

実施月日 人数 1級 準1級 2級 準2級 3級 準3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 合計

受検者数 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

合格者数 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3

受検者数 2 2 0 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0 14

合格者数 2 2 0 3 1 0 1 2 1 1 0 0 0 13

受検者数 0 1 4 2 3 0 1 1 2 2 0 0 0 16

合格者数 0 0 4 2 3 0 1 1 2 2 0 0 0 15

受検者数 0 3 2 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 14

合格者数 0 3 2 2 0 0 3 0 2 2 0 0 0 14

受検者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合格者数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

受検者数 2 6 1 2 6 0 0 2 3 2 0 0 0 24

合格者数 2 5 1 2 5 0 0 2 3 2 0 0 0 22

受検者数 4 12 7 11 11 0 6 5 8 7 0 0 0 71

合格者数 4 10 7 10 10 0 6 5 8 7 0 0 0 67
合　　計

合格者数

受検者数

合格者数

１０月２７日

１２月　８日

合　　　　計

  ８月  ４日

  ６月２３日

第２３２回

合格者数

受検者数

下級検定   ４月１４日

　２月　９日

下級検定 １２月　８日

第２３３回　２月　９日

受検者数

人数

受検者数

合格者数

受検者数

合格者数

第２３１回   ６月２３日

下級検定   ８月  ４日

  ４月１４日

受検者数

合格者数

１０月２７日
受検者数

合格者数
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　　　　ｃ　段位認定

回  次 実施月日 人数 準初段 初段 準2段 2段 準3段 3段 4段 5段 計

受検者数 0

合格者数 0

受検者数 1

合格者数 0

受検者数 2

合格者数 1 1

受検者数 3

合格者数 1 1

　　　　ｄ　簿記検定

回  次 実施月日 人数 1級 2級 3級 計

受検者数 1 4 1 6

合格者数 0 0 0 0

受検者数 1 1 0 2

合格者数 0 1 0 1

受検者数 - 0 0 0

合格者数 - 0 0 0

受検者数 2 5 1 8

合格者数 0 1 0 1

　　　　ｅ　商工会議所ネット試験

人数 3級

受検者数 1

合格者数 1

人数 初級

受検者数 1

合格者数 0

（９）取引紹介（照会を含む）あっせん

 ①　国内取引　　　なし

 ②　国外取引　　　なし

 (１０）取引紛争のあっせん・調停・仲裁　（クレーム相談も含む）

　　　　　　　 　　なし

日商簿記検定

第１４１回   ６月２３日

第１４２回１０月２７日

日商データ活用検定

合　　　　計

  ６月１１日第１６７回

　２月　９日

合　　　　計

第１６９回

１１月１７日第１６８回

第１４３回

　２月２３日
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  （１１）経営改善普及事業

　 ①  巡回指導、窓口指導（年間件数）

製造業 5 0 11 0 1 0 0 0 0 1 13

建設業 38 0 55 11 29 72 0 0 0 7 174

小売業 49 1 97 0 14 50 12 0 0 4 178

卸売業 6 0 11 0 0 7 1 0 0 1 20

サービス業 36 0 48 7 14 72 0 0 0 4 145

その他 7 0 81 0 1 4 2 0 0 0 88

創業 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3

計 142 1 305 18 59 206 15 0 0 17 621

製造業 9 0 38 1 7 3 0 0 0 0 49

建設業 68 0 109 27 66 216 21 1 0 6 446

小売業 64 0 102 0 20 248 8 0 0 3 381

卸売業 15 0 26 1 1 12 1 1 0 2 44

サービス業 55 0 36 7 19 64 10 0 0 0 136

その他 6 0 5 0 0 5 0 0 0 0 10

創業 1 0 4 0 0 3 0 0 0 1 8

計 218 0 320 36 113 551 40 2 0 12 1,074

環
境
対
策

取
引

取
引

情
報
化

金
融

税
務

経
営
一
般

計
そ
の
他

経
営
一
般

窓口指導（通信等によるものを含む。）

経
営
革
新

計

環
境
対
策

労
働

そ
の
他

業　　種
指導対象
企業数 労

働

指導対象
企業数 税

務

業　　種

巡回指導

経
営
革
新

金
融

情
報
化
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  ④ 小規模事業者経営改善資金審査会 

     審査委員長 粂田泰孝 

     審 査 委 員 盛  孝、三上 一、宇野正行、工藤英麿、三上昌一 

     審査会開催数 ８回 

 

  ⑤ 一日日本政策金融公庫相談 

     開 催 日 ７月１０日、１１月６日 

     開催場所 黒石商工会議所相談室他 

     相 談 員 ㈱日本政策金融公庫弘前支店、青森県信用保証協会弘前支所、 

公益財団法人 21 あおもり産業総合支援センター 

     相談件数 ２２件 

 

  ⑥ 記帳指導 

 記帳専任職員 ３人 

 同記帳指導回数 ６２１回 

 指導対象小規模事業者数 １３５事業所 

 

  ⑦ 小規模納税者に対する税務支援 

     開 催 日 ３月５日 

     開催場所 黒石商工会議所相談室 

     相 談 員 三上 一税理士 

     相談件数 ３１件 

 

  ⑧ 事務代行 

労働保険事務 委 託 事 業 者 数 ９０件  対象従業員数 ４９０人 

各 種 共 済 

小規模企業共済 

加 入 者 数 
新規 １０人 解約 ３人 加入者数 ９８人 

経営セーフティ共済

加 入 者 数 
新規 ２人 解約 １人 加入者数 ２０人 

 

⑨ 小規模企業振興委員 

     担当副会頭 宇野純子 

村元慎治（㈲ムラモト自動車工業） 

長内康之（行政書士おさない よろず法務事務所）   

福士裕康（BookShop かえで） 

高橋経子（わんどの web） 
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⑩ 小規模企業振興委員連絡会議 

開催日時 開催場所 出席者数 議   題 

１ ０ 月 １ ７ 日 

午後１時３０分 
会頭室 ８名 

① 上半期の活動について 

② 各業界の動向、景況感について 

③ その他 

３ 月 ２ ５ 日 

午後１時３０分 
会頭室 ７名 

① 下半期の活動について  

② 各業界の動向、景況感について 

③ その他  

 

⑪ 黒石市創業相談ルーム 

     開 催 日 第１・３木曜日 

開催場所 黒石商工会議所相談室 

相 談 員 公益財団法人 21 あおもり産業総合支援センター 齋藤拓也ＩＭ 

相談件数 ５１件（のべ相談） 

創業件数 １１件 

 

 

（１２）企業診断 

       なし 
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（１３）受託事業 

    ① 事業環境変化対応型支援事業 

・委託団体名 日本商工会議所 

・業務の内容 

 新型コロナウイルス感染症や最低賃金引上げ、デジタル化、インボイス制度導入、

物価高騰等の影響を受ける中小企業・小規模事業者からの経営相談や各種申請等の対

応を行うため、相談員を配置し、窓口での相談対応や相談会の開催、企業派遣等を行

う事業を実施した。 

相談会名 専門家による経営相談会 

コンサルタント名

（団体名） 

①三上一税理士事務所 

 代表 三上 一 氏 ※午前の部（半日のみ） 

②株式会社マネジメントパートナー・アオモリ 

 代表取締役 千葉 裕仁 氏 

③行政書士おさないよろず法務事務所 

 代表 長内 康之 氏 

④パソコンＩＴシステム 

 代表 長谷川 直宏 氏 

⑤鈴木社会保険労務士・行政書士事務所 

 代表 鈴木 清公 氏 

開催年月日 

令和６年７月２日～令和６年１１月２６日                                          

①三上 一 氏   １０日間（午前のみ） 

②千葉 裕仁 氏  １２日間 

③長内 康之 氏  １０日間 

④長谷川 直宏 氏 １０日間 

⑤鈴木 清公 氏  １０日間 

【合計５２日間】 

相談時間：午前９時３０分～午後４時３０分（昼休憩１時間） 

※午前のみは相談時間：午前９時３０分～午後１２時３０分（昼休憩なし） 

開催場所 黒石商工会議所内 相談室 

受講料 無料 

相談者数 延べ８０名                        （相談数） 

制度内容 

１ 【インボイス】                   （ ６名） 

２ 【物価高騰（エネルギーコスト増）】          （ １名） 

３ 【賃上げ・最低賃金引上げ】             （ ６名） 

４ 【デジタル化】                   （２２名） 

５ 【事業承継・事業引継ぎ】              （ ８名） 

６ 【各種補助金制度・支援策】             （３７名） 

効  果 

 昨年に引き続き「専門家による個別相談窓口」を令和６年７月から令和

６年１１月までの期間（曜日別に５名の専門家が対応）合計５２日間、個

別相談窓口を開設した。  

 新型コロナウイルス感染症等の影響や最低賃金引上げ、デジタル化、イ

ンボイス制度導入、エネルギーその他物価高騰等の対応といった事業環境

変化による影響を受ける中小・小規模事業者からの経営相談や各種申請サ

ポート等について、専門家が個別に対応した。 

 近隣市町村の事業者も含め事業者の相談に対して、的確に個別対応をし

ていただく事により事業継続を支援した。 

・受託料 ３，０４８，４０１円 
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   ② 中小企業者等ＬＰガス等価格高騰支援金（追加実施分）給付業務 

・委託団体名 青森県 

・業務の内容 

       青森県がエネルギー価格の高騰による厳しい経営環境が続いている事業者の負担

軽減を目的として「ＬＰガス」や「特別高圧電気」を使用する県内中小企業等に対し、

使用量に応じた支援金の給付を実施。商工会議所等が申請窓口になり事業の周知、審

査、支援金振込を行った。 

     ・給付額 

Ｌ Ｐ ガ ス：令和５年１０月～令和６年４月分 

       １㎥当たり  31円  ※給付金額に上限なし 

特別高圧電気：令和５年１０月～令和６年４月分 

１kWh当たり 1.25円  ※上限額 25万円/月 

・申請受付期間 

      令和６年５月７日（火）～６月２８日（金） 

・給付件数及び給付額 

      ＬＰガス支援金８７件 １，６１６，０４４円 

      ※特別高圧電気支援金の給付は０件 

・受託料 ２，５６４，３５８円 

 

③ 制度改正等の課題解決環境整備事業 

・委託団体名 日本商工会議所 

・業務の内容 

           働き方改革関連法などの労働法制や民法等の各種制度改正や生産性向上に向けた

デジタル化やグリーン化、新型コロナウイルス感染症等の諸課題へ対応するため、セ

ミナー等の開催、パンフレット等による周知・広報、相談窓口の設置、企業派遣の実

施、専門家の派遣等を行う事業を実施することにより、制度改正等に伴い対応が必要

となる小規模事業者・中小企業等が円滑かつ適正に諸課題に対応できる環境を整備す

ることができるよう支援する。 
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・受託料 １，０６２，６５６円 

 

④ 小規模事業者持続化補助金・ものづくり補助金・事業再構築補助金事業 

 ・委託団体名 日本商工会議所 

・業務の内容 
 

ａ 小規模事業者持続化補助金 

小規模事業者が、商工会議所・商工会の助言を受けて経営計画を作成し、その

計画に沿って取り組む「販路開拓」に対し費用の一部を補助するもの。 

 

補助金額：＜通常枠＞５０万円 

補 助 率：＜通常枠＞３分の２ 
 

【令和６年度中の申請数と採択数について】 

＜通常枠＞ 

申請数合計：２件 採択数合計：２件 

＜創業枠＞ 

 申請数合計：０件 採択数合計：０件 

＜賃上げ枠＞ 

申請数合計：０件 採択数合計：０件 

＜インボイス枠＞ 

 申請数合計：０件 採択数合計：０件 
 

   【採択事業所の取り組み事例】 

店舗改装 
 

・形式審査受託料 

令和６年分 １４０，８００円（＠８，８００円×１６件） 

 

 

番号 実施内容 実績報告 

１ 
経営状態等に関する講習会・ 

セミナー等の開催 

【小規模事業者持続化補助金対応 

経営計画作成支援セミナー＆個別相談会】 
 
開催場所：セミナー「会頭室」 

     参加者 １１名 

     個別相談会 「会頭室」 

     相談者  ６名 

講  師：コンサルティング・シスト 

     代表 伊藤 慎悟 

２ 
デジタル化に関する講習会・ 

セミナー等の開催 

【小規模企業のデジタル化・ＤＸセミナー】 
 
開催場所：黒石市産業会館「４階大会議室」 

参加者 １３名 

講  師：アップコンパス合同会社  

IT経営マガジン「COMPASS」 

編集長 石原 由美子 氏 
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ｂ ものづくり補助金（ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金） 

      中小企業等が新たに設備投資を行い、当該設備を活用し自社や地域にない新た

なサービス（革新的サービス）の開発や生産プロセス等の省力化を行い、生産性

を向上させる事業に対し費用の一部を補助するもの。 
 

     補助金額：＜通常類型＞１００万円～１，２５０万円  

※従業員規模によるや賃上額による 

補 助 率：＜通常類型＞２分の１ ※小規模事業者は３分の２ 

 

※省力化（オーダーメイド）枠、グローバル枠等あり 

 
 

・令和６年度中の申請数と採択数について 

             申請数合計：０件 採択数合計：０件  

 

ｃ 事業再構築補助金 

      物価高騰、ポストコロナ時代の経済変化に対応するため新市場進出（新分野展

開、業態転換）、事業・業種転換、事業再編など思い切った事業再構築を補助する

もの。 

（建物費、機械装置・システム構築費等） 
 

         補助金額：＜成長枠＞１００万円～７，０００万円 

※事業類型、従業員規模による 

       補 助 率：＜通常枠＞２分の１ ※中小企業者等 
 

・令和６年度中の申請数と採択数について 

                申請数合計：１件 採択数合計：０件 
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８．登 録 

（１）法定台帳 

 ① 作成（又は訂正）年月日 

    着手の時期 令和６年４月 １日 

    完成の時期 令和７年３月３１日 

 ② 該当基準 

    従業員の数が２０人以上（商業・サービスは５人以上）又は資本金が３００万円

以上の事業所 

③ 登録業者数 

区    分 業者数 

個    人 
 

法    人 １４４事業所 

合    計 １４４事業所 

 

（２）法定台帳の運用 

      法定台帳を商取引のあっせん、信用調査その他商工会議所の事業の実施に有効 

      適切に活用 
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開催日 名　　　　　　　　　　称 開 催 場 所 出　席　者
４月１０日 令和６年度第１回弘南鉄道活性化支援協議会 弘前市役所 豊巻課長

利用促進部会総会
１７日 令和５年度小規模事業経営支援事業費補助金の実績ヒアリング 青森県庁 古川相談所次長他
１９日 (一社)黒石地区労働基準協会第１回役員会(理事会) 富士見館 工藤専務理事
１９日 令和６年度第１回黒石市中心商店街空き店舗等対策 黒石市産業会館 工藤専務理事

事業補助金交付に係る審査委員会
２３日 令和６年度市町村経済産業担当課長及び商工団体事務局長会議 ウエディングプラザアラスカ 三上事務局長
２６日 定額減税制度の説明会 スポカルイン黒石 大平主事他
２８日 令和６年度黒石市少年少女発明クラブ企画運営委員会 黒石市スポーツ交流センター 工藤専務理事

５月１３日 (一財)黒石市観光開発公社第２１回評議員会 黒石市産業会館 工藤専務理事
１４日 令和６年度「市町村・商工団体等創業支援・ 青森県庁 豊巻課長

事業承継担当者会議」
１７日 日本政策金融公庫弘前支店と管内商工会議所 弘前商工会議所 豊巻課長他

との情報交換会
２０日 第６５回津軽３市共済担当者連絡会議 弘前商工会議所 小笠原係長他
２１日 新規高等学校卒業予定者に係る早期採用活動 黒石市産業会館 新岡会頭
２１日 令和６年度第１回黒石市総合計画審議会 黒石市役所 工藤専務理事
２８日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部 ウエディングプラザアラスカ 工藤専務理事

令和６年度第１回理事会
３０日 青森県火災共済協同組合令和６年度第１回理事会 県火災あおもりビル 新岡会頭
３１日 津軽港利用促進協議会令和６年度第１回幹事会 書面開催

６月　４日 令和６年度商店街活性化連絡会議 弘前合同庁舎 古川相談所次長
５日 令和６年度青森県事業承継ネットワーク会議 ホテル青森 工藤専務理事
５日 青森県キャッシュレス納付推進協議会 青森銀行黒石支店 寺口係長

事業者向け地区別セミナー
６日 令和６年度第２回黒石市中心商店街空き店舗等対策 黒石市産業会館 工藤専務理事他

事業補助金交付に係る審査委員会
７日 黒石地区エネルギー問題懇談会理事会 黒石市産業会館 新岡会頭他

１２日 黒石こみせまつり実行委員会総会 黒石市産業会館 新岡会頭他
１３日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部　 つがるの食彩　野田 新岡会頭他

黒石地区協議会通常総会
１３日 四商工会議所専務理事懇談会 五所川原商工会議所 工藤専務理事
１７日 共済福祉制度懇談会 資産形成マネー講座 黒石市産業会館 宇野副会頭他
１９日 令和６年度第１回小企業者記帳指導協議会 黒石税務署 鳴海課長補佐
１９日 令和６年度第１回小規模事業者経営改善資金 弘前商工会議所 古川相談所次長他

推薦団体連絡協議会
２０日 令和６年度創業・起業セミナー・合同制度説明会 黒石市産業会館 豊巻課長
２６日 弘南鉄道活性化支援協議会利用促進部会令和６年度 弘前市役所 豊巻課長

第１回ワーキンググループ
７月　９日 令和７年３月新規高等学校卒業予定者企業説明会 グリーンパレス松安閣 寺山嘱託職員

１０日 令和６年度第３回黒石市中心商店街空き店舗等対策 黒石市産業会館 工藤専務理事他
事業補助金交付に係る審査委員会

１１日 令和７年３月新規高等学校卒業予定者企業説明会 青森県武道館 寺山嘱託職員
１９日 青森県高規格道路建設促進期成会令和６年度総会 書面開催
１９日 第５８回黒石市都市計画審議会 黒石公民館 新岡会頭
１９日 青の煌めきあおもり国スポ黒石市実行委員会第４回総会 スポカルイン黒石 新岡会頭
２１日 第５回「創作黒石やきそばコンテスト」審査 津軽伝承工芸館 村上副会頭
２３日 令和６年度第２回黒石市総合計画審議会 黒石市産業会館 工藤専務理事
２４日 令和６年度第１回経営指導員等研修会 ウエディングプラザアラスカ 古川相談所次長他

～２５日

２４日 令和６年度第１回労働保険事務組合事務担当者 青森県観光物産館アスパム 寺山嘱託職員

　 （５）その他の諸会議等
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並びに労働保険未手続事業一掃推進員研修会
２４日 ベストウイズクラブ「第３９回優良商工会議所 福井県民ホール他 工藤専務理事

～２５日 福井県連視察」
２６日 令和６年度黒石地区暴力追放推進協議会総会 こみせの宿　ホテル逢春 三上事務局長
２９日 中小企業支援担当者等研修　事業承継・廃業 中小企業大学校仙台校 豊巻課長

～３１日 支援の進め方
３０日 第１８回弘南鉄道活性化支援協議会総会 南田温泉ホテルアップルランド 新岡会頭

８月　２日 令和５年度黒石りんごまつり実行委員会総会 黒石市産業会館 新岡会頭他
５日 令和６年度第１回黒石市健康づくり推進協議会 黒石市産業会館 粂田副会頭

２１日 黒石市都市計画審議会委員辞令交付式、組織会、審議会 黒石市産業会館 新岡会頭
２１日 特許庁「知財経営支援モデル地域創出事業」に オンライン 古川相談所次長

おけるオリエンテーション
２２日 (公財)日本電信電話ユーザ協会弘前地区協会 ラグリー 工藤専務理事

２０２４年度理事会(役員会)及び通常総会
２３日 第６６回津軽３市共済担当者連絡会議 五所川原商工会議所 小笠原係長他
２６日 共済福祉制度懇談会 資産形成マネー講座 黒石市産業会館 村上副会頭他
２７日 Ａｉｒビジネスツールズオンラインセミナー オンライン 古川相談所次長
２８日 黒石市特別保証制度に係る意見交換会 黒石市産業会館 西沢課長補佐

９月　３日 日本政策金融公庫　生活衛生関係営業セミナー 弘前商工会議所 大平主事他
６日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部 ウエディングプラザアラスカ 工藤専務理事

令和６年度第２回理事会
１０日 ＴＯＡＳ経理連携ワークフローシステム説明会 弘前商工会議所 後藤主事
１８日 令和６年度労働保険事務組合監査 黒石市産業会館 西沢課長補佐他
２０日 第２５回東奥信用金庫講演会 アートホテル弘前シティ 新岡会頭
２４日 アクサ生命保険㈱セミナー がんリスク検査の最新情報 オンライン 三上主事
２５日 黒石地区エネルギー問題懇談会令和６年度施設 八戸火力発電所他 新岡会頭他

見学会
１０月　２日 四商工会議所事務局長懇談会 十和田商工会議所 三上事務局長

　７日 令和６年度経営指導員等研修会 サン・ロイヤルとわだ 古川相談所次長他
～８日

９日 令和６年度青森県エネルギー問題懇談会連絡 ウエディングプラザアラスカ 工藤専務理事
協議会理事会並びに定時総会

１６日 (一社)黒石地区労働基準協会第２回役員会(理事会) レストラン御幸 工藤専務理事
１６日 令和６年度第３回黒石市総合計画審議会 黒石市産業会館 工藤専務理事
２３日 第３３回暴力団追放・銃器薬物根絶青森県民大会 リンクモア平安閣市民ホール 粂田副会頭他
２８日 特許庁「知財経営支援モデル地域創出事業」における 新町キューブ 古川相談所次長

第３回プロデューサーチームミーティング
３０日 令和６年度第２回小規模事業者経営改善資金 弘前商工会議所 古川相談所次長他

推薦団体連絡協議会
１１月　７日 年末調整説明会 スポカルイン黒石 佐藤主事他

７日 共済フォーラム レストラン御幸 村上副会頭他
８日 弘南鉄道活性化支援協議会利用促進部会令和６年度 津軽みらい農協会館 豊巻課長

第２回ワーキンググループ
１５日 第６７回津軽３市共済担当者連絡会議 黒石市産業会館 小笠原係長他
２１日 事業承継サポーター研修 ウエディングプラザアラスカ 大平主事他
２２日 令和６年度黒石市企業懇談会・懇親会 黒石市産業会館他 新岡会頭他
２６日 展示商談会を活用！自治体等向け販路拡大セミナー オンライン 古川相談所次長他
２６日 経営力再構築伴走支援研修 中小企業大学校仙台校 寺口係長

～２７日

２７日 特許庁「知財経営支援モデル地域創出事業」における 東奥日報新町ビル 古川相談所次長
第４回プロデューサーチームミーティング

２７日 令和７年度黒石よされ実行委員会通常総会 黒石市産業会館 新岡会頭他
１２月　２日 令和６年度補助員等研修会 ホテルサンルート五所川原 寺口係長他

～３日
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１０日 令和６年度青森県産業教育振興会中南地区協議会生徒発表会 弘前商工会議所 新岡会頭
１８日 特許庁「知財経営支援モデル地域創出事業」における 東奥日報新町ビル 古川相談所次長

中間報告会・第二回地域連携会議
１８日 青の煌めきあおもり国スポ黒石市実行委員会 黒石公民館 新岡会頭

第４回常任委員会
１８日 東北税理士会弘前支部と中南地区各商工会等 弘前商工会議所 鳴海課長補佐

との連絡協議会
１９日 キャッシュレス納付＆事業者のデジタル化説明会 黒石税務署 鳴海課長補佐
１９日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部 蔵よし 西沢課長補佐他

黒石地区協議会令和６年度事務担当者研修会
２０日 津軽３市共済担当者連絡会議 オンライン 三上主事
２６日 黒石市地域ケア推進会議委員の委嘱状交付式 黒石市役所わのまちセンター 厚生福祉部会　

並びに令和６年度第１回黒石市地域ケア推進会議 副部会長　八木橋旬一

１月　９日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部　 オンライン 西沢課長補佐
令和６年度第１回業務推進委員会ならびに
第２回労働保険未手続事業一掃推進員研修会

９日 東京都台東区「ふるさと交流ショップ台東」出店 ふるさと交流ショップ台東 後藤主事他
～１４日

１４日 ベストウイズクラブ２０２４年度総会 グランドプリンスホテル新高輪 工藤専務理事
２２日 改正育児・介護休業法等及び同一労働同一賃金に係る説明会 オンライン 寺山嘱託職員
２４日 令和６年度第２回小企業者記帳指導協議会 黒石税務署 鳴海課長補佐他
２８日 全国商工会議所観光振興大会２０２５ｉｎ長崎 出島メッセ長崎他 新岡会頭他

～２９日

２月　４日 令和６年度第４回黒石市中心商店街空き店舗等対策 黒石市産業会館 工藤専務理事他
事業補助金交付に係る審査委員会

　７日 (一社)全国労働保険事務組合連合会青森支部 書面開催
令和６年度第１回労働災害保険委員会

１５日 こみせ通り商店街振興組合令和６年度視察研修会 台北市(中正紀念堂、故 西沢係長
～１８日 宮博物館、士林夜市他)

１７日 中南地区高等学校職業指導協議会年度末総会 弘前東高等学校 粂田副会頭
１８日 第６８回津軽３市共済担当者連絡会議 弘前商工会議所 小笠原係長他
１９日 令和６年度黒石市景観づくり審議会 黒石市役所わのまちセンター 新岡会頭
２１日 Ｄｅｓｉｇｎ×Ｏｐｅｎ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ成果発表会 新町キューブグランパレ 古川相談所次長
２１日 青の煌めきあおもり国スポ黒石市実行委員会 黒石市役所わのまちセンター 新岡会頭

第５回常任委員会
２６日 令和６年度黒石市緑化推進協議会総会 黒石市産業会館 工藤専務理事
２６日 弘前地域の人材確保とタイミーの活用方法セミナー 弘前商工会議所 寺山嘱託職員

３月　３日 価格転嫁サポートセミナー 弘前商工会議所 古川相談所次長
１７日 令和６年度黒石市事業承継セミナー 黒石市役所わのまちセンター 豊巻課長
１８日 事業継続のための退職金・健康経営実践セミナー オンライン 三上主事
１８日 (一社)黒石地区労働基準協会第３回役員会(理事会) レストラン御幸 工藤専務理事
１８日 青森県火災共済協同組合令和６年度第４回理事会 書面開催
１９日 令和６年度第２回黒石市健康づくり推進協議会 黒石市役所わのまちセンター 粂田副会頭
２１日 (一財)黒石市観光開発公社第２２回評議員会 黒石市産業会館 工藤専務理事
２４日 令和６年度第５回黒石市中心商店街空き店舗等対策 黒石市産業会館 工藤専務理事他

事業補助金交付に係る審査委員会
２６日 令和６年度第２回業務推進委員会 書面開催
２６日 令和６年度第２回労働災害保険委員会 書面開催
２７日 令和７年度労働保険年度更新事務説明会 オンライン 寺山嘱託職員
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１１. 関係団体との関係

　　（１）提携団体

団       体       名 団       体       名

  黒石よされ実行委員会   黒石税務署管内青色申告会連合会

  黒石こみせまつり実行委員会 　好日会

  黒石りんごまつり実行委員会   アクサ生命保険（株）

  黒石地区雇用対策協議会  （一社）黒石観光協会

 （一社）全国労働保険事務組合連合会青森支部
  黒石地区協議会

  津軽こみせ（株）

  黒石商店街（協組）   黒石ロータリークラブ

  十日会   黒石物産協会

  黒石地区エネルギー問題懇談会   黒石市自衛隊協力会

  黒石地区税務関係団体協議会   黒石地酒をたしなむ会

  黒石珠算連盟   南黒燃焼器具整備協会

  青森県火災共済（協組）   黒石つゆやきそば伝紹会

 （一社）黒石地区労働基準協会 　輝く黒石りんご市の会

 （公社）黒石法人会 　黒石小売酒販組合

  黒石青色申告会  （特非）横町十文字まちそだて会
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 （２）商工会議所又は会頭・副会頭等が委嘱及び選任されている団体

               団             体             名                                                   役  職  名

　黒石市都市計画審議会   会          長

  黒石市総合計画審議会   委          員

  黒石市景観づくり審議会   委          員

  黒石市中心市街地活性化協議会   会          長

  黒石市緑化推進協議会   委          員

  黒石市健康づくり推進協議会   委          員

  黒石市地域ケア推進会議   委          員

  黒石市六次産業化・地産地消推進協議会   委          員

  黒石市少年少女発明クラブ   監          事

  黒石市商店街空き店舗対策審議会   委          員

  黒石市中心商店街空き店舗対策事業補助金審査委員会   委          員

  黒石市小さなまちかど博物館選定委員会   委          員

  黒石地区暴力追放推進協議会   委          員

  黒石市農産物等輸出促進協議会 　事　務　理　事

  第８０回国民スポーツ大会黒石実行委員会   委          員

  青森県火災共済（協組）   理          事

  青森県企業暴力対策協議会   会          員

  青森県原子燃料サイクル推進協議会   理          事 

  青森県高規格道路建設促進期成会   会          員

  青森県産業教育振興会   理          事

  青森県産業教育振興会中南地区協議会   副    会    長

  青森県鉄道整備促進期成会   会          員

  (一財) 青森県社会保険協会津軽支部 　理　　　　　事

 （一社）青森県工業会   賛  助  会  員

 （公社）青森県シルバー人材センター連合会   賛  助  会  員

 （一社）青森県発明協会   会          員

  青森空港国際化促進協議会   理          事 

 （一社）全国労働保険事務組合連合会青森支部   理          事

 （一社）全国労働保険事務組合連合会青森支部黒石地区協議会 　協　議　会　長

 （一社）黒石地区労働基準協会   理          事 

　東京青森県人会   賛  助  会  員

　弘南鉄道活性化支援協議会   委          員

  津軽港利用促進協議会   会          員

  (公財）日本電信電話ユーザ協会   理          事 

 （一財）黒石市観光開発公社   評    議    員

  黒石地区雇用対策協議会   会          長

  黒石地区エネルギー問題懇談会   会          長

  黒石よされ実行委員会   実 行 委 員 長

  黒石こみせまつり実行委員会   実 行 委 員 長

  黒石りんごまつり実行委員会   実 行 委 員 長
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会　計　別 繰　越　金 収　入 支　出 収支残高
繰入金

(支出は△)
差引収支残高 備　考

一 般 会 計 26,050,614 30,707,510 41,833,502 14,924,622 8,175,426 23,100,048
収支剰余金
次年度へ繰越

中小企業相談所
特 別 会 計

0 49,042,601 45,749,691 3,292,910 △ 3,292,910 0

収 益 事 業
特 別 会 計

12,541,897 22,651,481 19,344,766 15,848,612 △ 3,232,076 12,616,536
収支剰余金
次年度へ繰越

特定退職金共済事業

特 別 会 計 0 55,998,757 56,116,241 △ 117,484 117,484 0

労働保険事務組合
一 般 会 計 0 2,003,827 235,903 1,767,924 △ 1,767,924 0

労働保険事務組合
特 別 会 計 0 27,411,340 27,411,340 0 0 0

合　計 38,592,511 187,815,516 190,691,443 35,716,584 0 35,716,584

自　令和　６年  ４月  １日から
至　令和　７年  ３月３１日まで

（単位：円）

令和６年度収支決算書総括表

1



自　令和　６年 ４月　 １日

至　令和　７年 ３月 ３１日

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 14,448,000 14,316,000 132,000

１ 3,075,000 3,009,000 66,000 1,025口(520件)

２ 4,908,000 4,854,000 54,000 818口(345件)

３ 4,182,000 4,182,000 0
696,000×1 　180,000×3
132,000×20　102,000×3

４ 2,265,000 2,265,000 0 60,000×37　　45,000×1

５ 18,000 6,000 12,000

２ 3,104,555 3,268,414 △ 163,859

１ 272,173 428,537 △ 156,364 簿記、珠算、日商ＰＣ他

２ 0 0 0

３ 1,911,176 1,937,530 △ 26,354

４ 696,206 678,347 17,859

５ 225,000 224,000 1,000

３ 10,710,424 10,710,211 213

１ 3,821,240 3,821,240 0 黒石市、日本商工会議所

２ 0 0 0

３ 6,889,184 6,888,971 213
日本商工会議所、青森県、
中小企業庁、黒石市中活協

４ 1,430,000 1,430,000 0

１ 1,430,000 1,430,000 0 11団体

５ 1,014,531 905,708 108,823

１ 135,000 212,000 △ 77,000 永年勤続優良従業員表彰

２ 879,531 693,708 185,823
コピー代、広告料、祝儀、
団体定期保険配当金他

６ 0 0 0

１ 0 0 0

２ 0 0 0

３ 0 0 0

７ 8,800,000 8,800,000 0

１ 3,800,000 3,800,000 0

２ 0 0 0

３ 5,000,000 5,000,000 0

８ 26,050,614 26,050,614 0

１ 25,237,484 25,237,484 0

２ 585,072 585,072 0

３ 228,058 228,058 0

65,558,124 65,480,947 77,177

収 益 事 業 特 別 会 計

会 費

事 業 収 入

交 付 金

事 務 受 託 料

雑 収 入

法 人 会 費

役 員 会 費

議 員 会 費

議 員 選 挙 特 別 会 計

繰 入 金

款

資 料 頒 布 収 入

青 年 部 事 業 収 入

個 人 会 費

財 政 調 整 積 立 金 取 崩

女 性 会 事 業 収 入

女 性 会 運 営 積 立 金 取 崩

雑 収 入

補 助 金

収入の部

過 年 度 会 費

諸 負 担 金

事 務 受 託 料

検 定 収 入

項

委 託 費

そ の 他 事 業 収 入

青 年 部 運 営 積 立 金 取 崩

合　  計

繰 越 金

女 性 会 繰 越 金

中 小 企 業 相 談 所 会 計

助 成 金

青 年 部 繰 越 金

積 立 金

繰 越 金

令和６年度一般会計収支決算書
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（単位：円）

款 項 本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 17,098,177 16,761,029 337,148

１ 10,638,943 10,278,670 360,273

１ 3,052,601 3,011,352 41,249
部会委員会事業費、県連事業分
担金、各種団体会費他

２ 71,810 68,611 3,199 簿記、珠算、日商ＰＣ他

３ 517,997 517,927 70 特定商工業者、通行量調査他

４ 884,058 581,987 302,071 商工くろいし他

５ 1,613,785 1,454,507 159,278 会員大会他

６ 227,701 330,000 △ 102,299 永年勤続従業員表彰他

７ 1,506,390 1,533,000 △ 26,610
こみせまつり
Instagram運営費他

８ 18,000 18,000 0 税務関係団体会費他

９ 0 0 0 金融懇談会他

10 2,094,915 2,044,430 50,485

11 651,686 718,856 △ 67,170

２ 6,459,234 6,482,359 △ 23,125

１ 2,771,274 2,787,080 △ 15,806

２ 1,819,029 1,819,028 1

３ 966,051 966,051 0

４ 902,880 910,200 △ 7,320

２ 23,120,777 22,949,699 171,078

１ 13,095,997 13,084,589 11,408

１ 7,586,400 7,586,400 0 基本給3名分

２ 917,197 905,789 11,408 通勤手当、超過勤務手当他

３ 2,192,400 2,192,400 0

４ 2,400,000 2,400,000 0 常勤役員報酬

２ 2,419,313 2,426,469 △ 7,156

１ 2,419,313 2,426,469 △ 7,156 社会保険料、労働保険料他

３ 1,081,710 1,090,000 △ 8,290

１ 1,081,710 1,090,000 △ 8,290 各種会議出席旅費他

４ 2,797,834 2,722,038 75,796

１ 514,376 466,066 48,310 電話料、切手他

２ 771,411 891,397 △ 119,986 事務用品他

３ 276,710 258,110 18,600 総会資料他

４ 12,865 12,865 0 コピー機リース料他

５ 216,700 200,000 16,700 事務機器

６ 317,000 264,000 53,000 新聞広告他

７ 688,772 629,600 59,172
一般廃棄物処分料
イベント保険他

伴走型小規模事業者支援推進事業

一 般 事 業 費

事 務 費

通 信 費

目

商 工 振 興 費

観 光 事 業 費

税 務 対 策 費

会 員 関 係 費

女 性 会 事 業 費

福 利 厚 生 費

旅 費 交 通 費

広 告 費

金 融 対 策 費

青 年 部 事 業 費

期 末 手 当

委託・補助事業費

労 務 対 策 費

調 査 事 業 費

検 定 事 業 費

事 業 費

支出の部

広 報 費

事 業 環 境 変 化 対 応 型 支 援 事業

旅 費 交 通 費

中 小 企 業 者 等 Ｌ Ｐ ガ ス 等
価 格 高 騰 支 援 金 給 付 業 務

給 与 費

福 利 厚 生 費

備 品 費

雑 費

諸 手 当

消 耗 品 費

管 理 費

賃 借 料

制度改正等の課題解決環境整備事業

印 刷 費

給 料

役 員 報 酬

3



（単位：円）

款 項 本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

５ 805,573 716,903 88,670

１ 805,573 716,903 88,670 総会、常議員会他

６ 771,600 641,000 130,600

１ 725,600 591,000 134,600 祝儀、各種行事協賛金他

２ 46,000 50,000 △ 4,000 香典、お祝い

７ 2,148,750 2,268,700 △ 119,950

１ 2,148,750 2,268,700 △ 119,950
日商、東北連、県連会費、
消費税、固定資産税他

３ 481,847 481,847 0

１ 481,847 481,847 0

１ 453,000 453,000 0

２ 28,847 28,847 0

４ 1,132,701 1,182,020 △ 49,319

１ 1,132,701 1,182,020 △ 49,319

１ 1,002,540 1,002,000 540

２ 100,002 100,000 2

３ 30,159 80,020 △ 49,861

５ 624,574 729,394 △ 104,820

１ 507,090 599,112 △ 92,022

１ 507,090 599,112 △ 92,022

２ 117,484 130,282 △ 12,798

１ 117,484 130,282 △ 12,798

６ 0 23,376,958 △ 23,376,958

１ 0 23,376,958 △ 23,376,958

１ 0 23,376,958 △ 23,376,958

42,458,076 65,480,947 △ 23,022,871

23,100,048 0 23,100,048
一般会計　 22,556,298円
青年部会計　　301,331円
女性会会計　　242,419円

65,558,124 65,480,947 77,177

収 支 剰 余 金

合　  計

予 備 費

特定退職金共済事業
特 別 会 計 繰 出 金

支出の部

目

公 課 分 担 金

渉 外 費

公 課 分 担 金

会 議 費

中 小 企 業 相 談 所
特 別 会 計 繰 出 金

積 立 金

中 小 企 業 相 談 所
特 別 会 計 繰 出 金

交 際 費

特 退 金 共 済

退 職 給 与 引 当 金

女 性 会 運 営 積 立 金

慶 弔 費

予 備 費

支　出　合　計

会 議 費

退 職 給 与 金

退 職 給 与 金

積 立 金

繰 出 金

特 定 退 職 金 共 済 事 業
特 別 会 計 繰 出 金

財 政 調 整 積 立 金

青 年 部 運 営 積 立 金

予 備 費
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  自　令和　６年４月　１日

  至　令和　７年３月３１日　

  　収 入 の 部      （単位：円）　

款 本年度決算額 本年度予算額 比較増減(△) 摘     要

１ 42,192,516 42,192,516 0

１ 23,813,200 23,813,200 0

２ 7,870,950 7,870,950 0

３ 779,548 779,548 0

４ 2,545,189 2,545,189 0

５ 231,064 231,064 0

６ 128,250 128,250 0

７ 1,931,400 1,931,400 0

８ 615,515 615,515 0

９ 58,360 58,360 0

10 107,120 107,120 0

11 70,200 70,200 0

12 130,000 130,000 0

13 111,720 111,720 0

14 3,800,000 3,800,000 0

15 0 0 0

16 0 0 0

２ 0 50,000 △ 50,000

１ 0 50,000 △ 50,000

３ 507,090 599,112 △ 92,022

１ 507,090 599,112 △ 92,022 一般会計より

４ 6,499,900 6,500,000 △ 100

１ 6,499,900 6,500,000 △ 100 記帳代、決算料

５ 350,185 350,000 185

１ 350,185 350,000 185 企業共済手数料他

49,549,691 49,691,628 △ 141,937   合　　計

小規模企業振興委員活動費

旅 費

小規模事業施策普及費

指 導 事 業 費

研 修 事 業 費

事 務 費

福 利 環 境 整 備 費

経営・技術強化支援事業費

むらおこし総合活性化事業費

情 報 化 推 進 事 業 費

繰 入 金

令 和 ６ 年 度 中 小 企 業 相 談 所
特 別 会 計 収 支 決 算 書

商工会等指導環境推進費

若手後継者等育成事業費

特定会議所直面問題会議旅費

手 数 料 収 入

雑 収 入

項

県 補 助 金

情報化推進事業費

繰 入 金

手 数 料 収 入

雑 収 入

給 料 及 び 諸 手 当

期 末 手 当

超 過 勤 務 手 当

福 利 厚 生 費
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 　 支 出 の 部      （単位：円）　

款 本年度決算額 本年度予算額 比較増減(△) 摘     要

１ 47,115,800 47,103,228 12,572

１ 23,813,200 23,813,200 0
経営指導員３名、補助員２名
記帳専任職員３名

２ 7,870,950 7,870,950 0

３ 870,010 779,548 90,462 青申決算、講習会他

４ 5,120,255 5,110,378 9,877 社会保険料、労働保険料

５ 556,300 564,540 △ 8,240 指導旅費、研修旅費

６ 1,013,686 1,078,650 △ 64,964 消耗品費、調査費、通信費他

７ 2,639,962 2,639,962 0 退職積立金

８ 852,205 865,000 △ 12,795 講習会開催費、金融指導費

９ 75,200 75,200 0 中小企業大学校研修費

10 107,120 107,120 0 振興委員謝金他

11 115,680 115,680 0

12 138,232 140,000 △ 1,768

13 143,000 143,000 0 パンフレット制作費他

14 3,800,000 3,800,000 0 一般会計繰出

15 0 0 0

16 0 0 0

２ 0 0 0

１ 0 0 0

３ 1,844,834 1,958,400 △ 113,566

１ 0 0 0

２ 51,840 60,000 △ 8,160 マル経審査会費用他

３ 44,000 44,000 0 税務支援謝金

４ 0 0 0

５ 4,400 4,400 0 ソフト購入費

６ 233,500 250,000 △ 16,500 研修会負担金他

７ 1,061,094 1,150,000 △ 88,906 パソコン、フレッツ光使用料他

８ 450,000 450,000 0

４ 589,057 630,000 △ 40,943

１ 58,984 60,000 △ 1,016 補助対象外超過勤務手当

２ 64,020 75,000 △ 10,980 健康診断料他

３ 187,380 200,000 △ 12,620 補助対象外旅費

４ 38,240 45,000 △ 6,760

５ 96,000 100,000 △ 4,000

６ 16,324 20,000 △ 3,676

７ 0 0 0

８ 128,109 130,000 △ 1,891 名刺、振込料金、灯油他

９ 0 0 0

49,549,691 49,691,628 △ 141,937

記 帳 機 械 化 等 対 策 費

研 修 事 業 費

小規模企業振興委員活動費

情報化推進事業費

福 利 厚 生 費

期 末 手 当

一 般 管 理 費

経営・技術強化支援事業費

むらおこし総合活性化事業費

一 般 事 業 費

    合　　計

人 件 費

特定会議所直面問題会議旅費

給 料 及 び 諸 手 当

旅 費

事 務 費

福 利 環 境 整 備 費

指 導 事 業 費

情 報 化 施 設 整 備 費

商工会等指導環境推進費

労 務 指 導 対 策 費

若手後継者等育成事業費

超 過 勤 務 手 当

予 備 費

福 利 厚 生 費

旅 費

交 際 費

会 議 費

修 繕 費

退 職 給 与 引 当 金

項

経 営 対 策 費

青年部・女性会活動推進費

雑 費

情 報 化 推 進 事 業 費

商 業 活 性 化 対 策 費

金 融 指 導 対 策 費

税 務 指 導 対 策 費

小規模事業施策普及費

経営改善普及費
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自　令和　６年 ４月　 １日

至　令和　７年 ３月 ３１日

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 5,208,396 5,208,396 0

１ 5,208,396 5,208,396 0 黒石市

２ 1,584,000 1,584,000 0

１ 1,584,000 1,584,000 0 アクサ生命保険㈱

３ 14,596,622 15,000,000 △ 403,378

１ 14,596,622 15,000,000 △ 403,378
生命共済、大型版共済、
医療保険、個人年金等

４ 630,494 600,000 30,494

１ 630,494 600,000 30,494 取扱い手数料

５ 1,767,924 1,641,660 126,264

１ 1,767,924 1,641,660 126,264 国の報奨金、事務取扱い手数料

６ 0 500,000 △ 500,000

１ 0 300,000 △ 300,000

２ 0 200,000 △ 200,000

７ 631,969 489,002 142,967

１ 631,969 489,002 142,967 ｱｸｻｼﾞｬﾊﾟﾝﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ㈱配当金他

８ 12,541,897 12,616,332 △ 74,435

１ 12,541,897 12,616,332 △ 74,435

36,961,302 37,639,390 △ 678,088

繰 越 金

繰 越 金

合　  計

雑 収 入

地 代 料 収 入

地 代 料 収 入

販売促進事業収入

雑 収 入

ど こ で も 物 産 展 事 業 収 入

収入の部

労 働 保 険 事 務 組 合 収 入

令 和 ６ 年 度 収 益 事 業

労働保険事務組合収入

会議所共済収入

火 災 共 済 収 入

く ろ も の 事 業 収 入

款 項

火 災 共 済 収 入

会 議 所 共 済 収 入

分 担 金 収 入

特 別 会 計 収 支 決 算 書

分 担 金 収 入
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（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 1,109,697 2,071,000 △ 961,303

１ 397,000 600,000 △ 203,000 祝金、見舞金

２ 199,558 410,000 △ 210,442 掛け金振替手数料

３ 293,410 300,000 △ 6,590 募集用ノベルティ等

４ 90,930 200,000 △ 109,070 健康診断助成金

５ 0 270,000 △ 270,000

６ 128,799 291,000 △ 162,201

２ 6,704,488 7,860,320 △ 1,155,832

１ 6,160,320 6,160,320 0 産業会館(２階、４階)

２ 544,168 1,600,000 △ 1,055,832 電気料

３ 0 100,000 △ 100,000 修理代

３ 8,195,487 8,374,260 △ 178,773

１ 6,248,400 6,248,400 0 基本給3名分

２ 368,937 547,710 △ 178,773 通勤手当、超過勤務手当他

３ 1,578,150 1,578,150 0

４ 0 0 0

４ 1,332,831 1,340,730 △ 7,899

１ 1,332,831 1,340,730 △ 7,899 社会保険料、労働保険料

５ 1,436,657 1,610,000 △ 173,343

１ 87,524 100,000 △ 12,476 切手他

２ 52,800 60,000 △ 7,200 労働保険コンピューターシステム

３ 79,994 100,000 △ 20,006 事務用品他

４ 105,860 250,000 △ 144,140 祝儀、各種行事協賛金他

５ 338,450 250,000 88,450 職員研修旅費

６ 348,026 350,000 △ 1,974 新聞代他

７ 159,633 250,000 △ 90,367 封筒他

８ 209,000 200,000 9,000 事務機器

９ 55,370 50,000 5,370 労保組合事務分担金他

６ 565,606 593,550 △ 27,944

１ 467,000 468,000 △ 1,000

２ 98,606 125,550 △ 26,944

７ 5,000,000 4,000,000 1,000,000

１ 5,000,000 4,000,000 1,000,000

８ 0 11,789,530 △ 11,789,530

１ 0 11,789,530 △ 11,789,530

24,344,766 37,639,390 △ 13,294,624

12,616,536 0 12,616,536

36,961,302 37,639,390 △ 678,088

期 末 手 当

退 職 給 与 金

繰 出 金

予 備 費

給 与 費

雑 費

図 書 費

印 刷 費

支 払 手 数 料

く ろ も の 事 業 費

ど こ で も 物 産 展 事 業 費

予 備 費

福 利 厚 生 費

事 務 局 費

消 耗 品 費

リ ー ス 料

福 利 厚 生 費

合　  計

収 支 剰 余 金

一 般 会 計 繰 出

渉 外 費

支　出　合　計

支出の部

人 件 費

修 繕 費

事 業 費

会 館 管 理 費

水 道 光 熱 費

支 払 家 賃

特 退 金 共 済

退 職 給 与 引 当 金

研 修 費

給 料

諸 手 当

通 信 費

共 済 給 付 金

備 品 費

募 集 推 進 費

款 項

加 入 者 還 元 事 業 費
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自　令和　６年 ４月　 １日

至　令和　７年 ３月 ３１日

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 20,435,000 20,400,000 35,000

１ 19,617,600 19,584,000 33,600

２ 817,400 816,000 1,400

２ 35,563,610 30,000,000 5,563,610

１ 35,563,610 30,000,000 5,563,610

３ 147 0 147

１ 147 0 147 利息

４ 117,484 250,000 △ 132,516

１ 117,484 250,000 △ 132,516 一般会計より

56,116,241 50,650,000 5,466,241

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 30,000 60,000 △ 30,000

１ 30,000 60,000 △ 30,000

２ 35,563,610 30,000,000 5,563,610

１ 35,563,610 30,000,000 5,563,610 26件

３ 905,031 963,579 △ 58,548

１ 540,000 540,000 0

２ 202,500 202,500 0

３ 121,066 121,079 △ 13

４ 0 5,000 △ 5,000

５ 8,046 10,000 △ 1,954

６ 19,119 50,000 △ 30,881

７ 0 10,000 △ 10,000

８ 0 5,000 △ 5,000

９ 14,300 20,000 △ 5,700 振込手数料他

４ 19,617,600 19,584,000 33,600

１ 19,208,900 19,176,000 32,900

２ 408,700 408,000 700

５ 0 42,421 △ 42,421

１ 42,421 △ 42,421

56,116,241 50,650,000 5,466,241

令和６年度特定退職金共済事業
特 別 会 計 収 支 決 算 書

共 済 事 業 積 立 金

共済事業給付金

管 理 費

予 備 費

共済事業掛金収入

契約給付金受入

運 用 委 託 手 数 料

合　  計

予 備 費

会 議 費

支 払 手 数 料

退 職 金

繰 入 金

事 業 費

雑 収 入

給　付　金　受　入

印 刷 費

諸 手 当

旅 費

収入の部

保 険 料

福 利 厚 生 費

項款

合　  計

雑 収 入

事 務 費 収 入

繰 入 金

募 集 推 進 費

給 与 費

支出の部

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

支 払 保 険 料

項款
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自　令和　６年 ４月　 １日

至　令和　７年 ３月 ３１日

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 761,750 740,300 21,450 事務取扱手数料

２ 1,126,800 1,101,200 25,600 青森労働局より

３ 115,277 28,691 86,586 労働保険調査説明費・成功報酬費、全国労
保連労働災害保険手数料、預金利息

2,003,827 1,870,191 133,636

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 1,767,924 1,641,660 126,264 収益事業特別会計へ

２ 0 5,000 △ 5,000

３ 56,962 39,200 17,762 切手代、振込手数料

４ 178,941 179,331 △ 390
労保連青森支部会費、労保
連黒石地区協議会会費等

５ 0 5,000 △ 5,000

2,003,827 1,870,191 133,636

令和６年度労働保険事務組合
一 般 会 計 収 支 決 算 書

合　  計

事 務 分 担 金

消 耗 品 費

通 信 運 搬 費

公 課 分 担 金

予 備 費

款

合　  計

収入の部

事 務 手 数 料

報 奨 金

支出の部

雑 収 入

款
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自　令和　６年 ４月　 １日

至　令和　７年 ３月 ３１日

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 27,391,322 25,750,347 1,640,975 受託事業所より

２ 19,718 18,856 862 受託事業所より

３ 300 0 300 受託事業所より

27,411,340 25,769,203 1,642,137

（単位：円）

本年度決算額 本年度予算額 比較増減（△） 摘　　　　　　要

１ 27,364,786 25,711,890 1,652,896 青森労働局へ

２ 19,718 18,856 862 青森労働局へ

３ 26,536 38,457 △ 11,921 労働保険料還付金

４ 300 0 300 青森労働局へ

27,411,340 25,769,203 1,642,137

還 付 金

徴収一般拠出金

納付一般拠出金

納 付 追 徴 金

令和６年度労働保険事務組合
特 別 会 計 収 支 決 算 書

徴収労働保険料

収入の部

款

納付労働保険料

合　  計

合　  計

支出の部

款

徴 収 追 徴 金

11



什器備品 1,235,300

財政調整積立預金 1,002,540

青年部運営積立預金 100,002

女性会運営積立預金 30,159

退職給与引当預金 730,415 3,098,416

退職給与引当金 5,823,880

退職給付金準備金 12,438,165 18,262,045

増加額合計 21,360,461

資金減少額 当期収支差額 2,875,927 2,875,927

什器備品減価償却額 926,522

什器備品除去額 2

退職給与引当預金 5,823,880

保険料積立金 12,438,165 19,188,569

固定負債増加額 退職給与引当金 730,415 730,415

減少額合計 22,794,911

△ 1,434,450

89,159,426

87,724,976期末正味財産額

正味財産増減計算書

金　　額

自　令和　６年  ４月  １日から
至　令和　７年  ３月３１日まで

（単位：円）

内　　容

減
少
の
部

増
加
の
部

固定資産増加額

当期正味財産減少額

前期正味財産額

固定資産減少額

固定負債減少額
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重要な会計方針

１.資金の範囲

　 資金の範囲は、貸借対照表の流動資産および流動負債としている。

２.有価証券の評価基準及び評価方法……移動平均法による原価法

３.固定資産の減価償却方法……有形固定資産について法人税法による定率法

４.退職給与引当金の計上基準……当商工会議所の退職金規程に基づき計上しており、

 　その計上額は期末自己都合要支給額を計上している。

５.消費税等の会計処理……消費税等の会計処理は税込方式

保 険 料 積 立 金 252,379,441 

退職給付金準備金 252,379,441 

【 資 産 の 部 】

退職給与引当預金

未 収 金

未 収 会 費

女性会運営積立預金

46,809,897 

365,870,675 

350,190 

375,500 

合　　　　計

正味財産計

【正味財産の部】

11,405,719 

529,600 

負 債 計

剰 余 金

合　　　　計

87,724,976 

科　　　　目

出 資 金

退職給与引当金

科　　　　目

365,870,675 

50,077,123 

23,100,048 

12,616,536 

総合貸借対照表
令和７年３月３１日

流 動 資 産

[その他の固定資産]

積 立 金

借　　　　　　　方 貸　　　　　　　方

6,000 

176,903 

12,548,859 

【 負 債 の 部 】

2,222,796 

固 定 財 産

一般会計収支剰余金

固 定 資 産

現金及び預金

什 器 備 品

土 地

前 受 会 費

74,500 

金　　　　額

14,360,539 

278,145,699 

1,099,177 

263,785,160 

30,675,476 

金　　　　額

流 動 負 債

未 払 金

396,000 預 り 掛 金

仮 払 金

2,675,476 

[有形固定資産 ]

272,930 前 払 金

投資有価証券 2,405,140 

女性会運営積立金

未払消費税

固 定 負 債315,793,552 

28,000,000 

青年部運営積立預金

財政調整積立預金 財政調整積立金

200,002 

収益事業特別会計
収 支 剰 余 金

350,190 

18,303,084 

200,002 

33,155,116 

11,405,719 

（単位：円）

青年部運営積立金

18,303,084 

285,118,076 

18,853,276 

預 り 金
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（注）保険年度（令和6年1月1日～令和6年12月31日）における保険料積立金等の状況

１.保険年度期首残高

２.本年度払込 （共済事業掛金収入相当額）

３.本年度取崩 （共済事業給付金支払相当額）

４.運用実績

５.保険年度期末残高

６.保険年度期末要支給額

７.積立差益（５－６） 2,046,749

令和６年度特定退職金共済事業特別会計貸借対照表

265,353,902

19,485,120

21,787,502

1,136,690

（単位：円）

借　　　　　　　方

科　　　　目 金　　　　額

262,141,461

令和７年３月３１日

退職給付金準備金

合　　　　計 252,379,441 合　　　　計

貸　　　　　　　方

科　　　　目 金　　　　額

【 資 産 の 部 】 【 負 債 の 部 】

264,188,210

252,379,441 

252,379,441 

固 定 資 産

保険料積立金

252,379,441 固 定 負 債 252,379,441 

252,379,441 

14



         （単位：円）

現 金

32,233,344

1,994,220

9,171,853

289,095

2,548,137

573,248

未 収 会 費 396,000

434,033

106,010

550

3

8,000

1,674,200

特定退職金共済掛金 137,000

イベント保険料 135,930

特定退職金共済掛金 87,000

日商議員総会宿泊料等 282,500

青年部運営費 6,000

什 器 備 品

土 地 28,000,000

22,540

500,000

132,600

1,750,000

5,500

10,000

59,000

18,303,084

200,002

350,190

退職給与引当預金

保 険 料 積 立 金

11,405,719

積 立 預 金

74,500

女性会運営積立預金 18,853,276

出 資 金

青森県火災共済(協)

252,379,441

固
　
定
　
資
　
産

青年部運営積立預金

青い森信用金庫

財政調整積立預金

2,405,140

投 資 有 価 証 券

書庫、プリンター、パーソナルコンピューター他

資 産 合 計 365,870,675

アクサ保険ホールディング㈱

津軽こみせ㈱

東奥信用金庫

㈱ソフトアカデミーあおもり

青年部年会費（令和６年度分）

375,500

決算手数料

火災共済保険料手数料

㈱青森みちのく銀行

流
　
動
　
資
　
産

期末手元有高 0

預 金

前 払 金
272,930

2,222,796

未 収 金

仮 払 金

財産目録
令和7年3月31日

資産の部
科　　　　目 摘　　　　　　　　　　　　　　　要

青森県信用組合黒石支店普通預金

金　　　　額

青森みちのく銀行黒石支店普通預金

東奥信用金庫黒石支店普通預金

28,000,000

役議員会費

青い森信用金庫黒石支店普通預金

東奥信用金庫黒石支店定期預金

地代料

2,675,476

産業会館敷地　923.21㎡(279.7坪)

青森みちのく銀行黒石内町支店普通預金

日商PC検定料還付金

自動車保険会計　利息

46,809,897

396,000
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79,058

社会保険料・雇用保険料 1,020,119

（一般、収益、中企特別会計）

預 り 掛 金 　

前 受 会 費 　

検定事業費 1,650

広告費 20,000

消耗品費 2,349

リース料 4,400

雑費 4,400

福利厚生費 139,604

青年部事業費 4,500

未 払 消 費 税 消費税確定分 529,600

退 職 給 与 引 当 金

退職給付金準備金

流
動
負
債

529,600

源泉所得税（一般、収益、中企特別会計）

個人１件(令和７年度分) 6,000

預 り 金

金　　　　額

1,099,177

共済掛金

負債の部
摘　　　　　　　　　　　　　　　要

12,548,859

科　　　　目

176,903

差 引 正 味 財 産 87,724,976

252,379,441

11,405,719固
定
負
債

負 債 合 計 278,145,699

未 払 金
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１.積立金明細表

目的使用 その他

【一般会計】

財政調整積立預金 17,300,544 1,002,540 0 0 18,303,084

青年部運営積立預金 100,000 100,002 0 0 200,002

女性会運営積立預金 320,031 30,159 0 0 350,190

17,720,575 1,132,701 0 0 18,853,276

2.固定財産明細表

期首残高
(Ａ)

当期増加額
(Ｂ)

当期減少額
(Ｃ)

当期減価
償却費(Ｄ)

期末残高
(Ａ＋Ｂ－Ｃ－Ｄ)

【一般・相談所・収益会計】

1.固定資産

什器備品 2,366,700 1,235,300 2 926,522 2,675,476

土地 28,000,000 0 0 0 28,000,000

投資有価証券 2,405,140 0 0 0 2,405,140

出資金 74,500 0 0 0 74,500

退職給与引当預金 16,499,184 730,415 5,823,880 0 11,405,719

2.固定負債

退職給与引当金 △ 16,499,184 △ 730,415 △ 5,823,880 0 △ 11,405,719

32,846,340 1,235,300 2 926,522 33,155,116

【特定退職金共済事業特別会計】

1.固定資産

保険料積立金 264,817,606 20,721,650 33,159,815 0 252,379,441

2.固定負債

退職給付金準備金 △ 264,817,606 △ 20,721,650 △ 33,159,815 0 △ 252,379,441

0 0 0 0 0

固定財産計(1)～(2) 32,846,340 1,235,300 2 926,522 33,155,116

固定財産計(2)

付属明細表

科目

（単位：円）

令和７年３月３１日

固定財産計(1)

合計

区　分 期首残高 当期増加額
当期減少額

期末残高
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令和６年度 

監 査 報 告 書 

 
 



 



 

 

 

監 査 意 見 書 
 

 

 

 

 

定款第３１条５項の規定により、一般会計、収益事業特別会計、特定退職金共済事業 

 

特別会計、中小企業相談所特別会計について、令和６年９月２０日、令和７年１月２０日、 

 

令和７年４月２３日、令和７年５月２日に監査したところ適正に処理されていることを認め 

 

ました。 

 

 

 

 

 

                  令和７年５月１５日 

 

 

                     監 事  渋 川   悟 

 

                     監 事  村 岡 寿 一 

 

                     監 事  飯 田 大 貴 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第３号 参与委嘱の承認について 
 

参与 

前黒石商工会議所事務局長 

 三上 昌一 氏 
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